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－明年の記念事業に関心集る－
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§ 松 川恭佐
恒例の本会総会は，予告の通り本月10日森林記念館で開催された。一般会員のほか，林業技術コンテストに

参加された，全国の第一線林業技術者諸兄・林業技術徽授徽者各位の顔も加わって，満員の盛況であった。

山崎林野庁長官も，忙しい時間をさいて出席され，ねんごろに激励の辞を述べられたが，そのうちに，明年本

会力340周年を迎える慶びにも及び，また近く開設される林業経済研究所の紹介もされた。

この総会は毎年そうであ‘るが，一般の総会に見るような，形式ばつたところがない。平等の会員という立場に
加えて，広い意味におけるなかよし同志が，腹臓なくものを語り合い，これを素直にきき合い，決めたことはど
しどし実行しようと，いった調子で，親しさと率直さが溢れた会合である。少し賑かな表現を用いれば，林業技

術者の祭典とでも言えようか。しかしわれわれは，きびしい現実の世の中を脱れて，ひとり安逸にふけるような
ものでないことは，賛言を要しないであろう。

話はずっと以前にもどるが，数人の若い技術官がスクラムを組んで，老人たちは相手にならずとばかり，革新
の意気高らかに，本会の創設のために，からだを張って闘ったときから，歳は流れて明年40を数えるに至っ

た。その頃，虹箆の気を吐いた紅顔臆，今日もかくしゃくとして白髪の60代を越えているが，波乱と起伏に富

んだ40年苦闘のあとは，深い刻巍の雛にはっきりのこっているのだ。

この苦心と努力は稔って，今日一万有余の会員を擁する，林業界唯一の職域団体に育成され，また，われわれ
の社会榊造もほぼ正規の形態を備えるに至ったのである。

今回の総会に鐙いて，去る昭和20年の終戦前後，本会の最大危機を耐え忍んで，復興に方向つけられた前理

事長の早尾丑麿先読，鮨よび，本会中興の常務理聯として，会運伸展のために大きな活動をされた太田勇治郎先
灘を，満場感激の拍手のうちに名誉会員に推臓したのも，お互いがもつ深い敬愛の発露に緑かならないのであ

る。本会の自然発生時における，かの貴い純血を盛った若さほ，脈灸として今日に受けつがれているのであっ
て，総会に見るさまざまの明朗色も，源を遠く40年の背に発していることは言うまでもない。

こういう雰囲気のうちに，議長を早尾先薙にお願いして，多くの議案が次なと審議決定を見た。これらのう

ち，全員が股も関心を深くしたのは，明年行われる予定の，創立40周年の記念事業の議案であった。この画期
の年を迎える感激を表現するにふさわしい，かつ，林業界の振興に寄与することの大きい事業を決定するについ
て妹，両三年来しばしば話題にのぼってきたのであるが，要は会員の総意の赴くところに添わなければならぬと

いうことである。

よって，本年1月号本誌の巻頭を借りて，ひろく記念事業の企画案を募り，さらに常務理事会・理事会・関係

機関にはかって案を練り，このたびの総会に提職したのであった。審議決定された記念事業は次の通りである。

1．林業技術センターの建設

文献・資料を蒐集整備し，広く紹介・供用するとともに，照会・相談庭応ずる。

2．記念造林

東京営林局管内平塚営林署所管国有林に約20haの部分林設定を申請し，事業的に有用樹種の品種区分造林
を行い，棋範展示林を仕立てる。

3．記念碑の建立

林業に関する学問またほ技術をもって，今日の林業の礎石をうちこんだ大先覚たちの功業を讃え，あわせ
て後進を励ます一助とするため，本会蚊地内に記念碑を建てる。
4．記念出版

（1）職場の礎石（仮称）
日本林業の基礎を築いた前記先覚者の伝記を集録し，その功鎮を記念する｡

（2）私たちの森林
中・小学生に，日本林業の実態をPRする目的で『私たちの森林｣の改訂版を刊行する。

これら記念事業の実施には多額の資金を必要とするが，これが調達を円滑ならしめるため，斯界の有志を網羅

した全国的の推進委員会を組織し，一は会員各位の協礎をねがい，他は一般の喜捨を仰いで，浄財を弊集するこ

とになった。

刻下なにかにつけて諸用，多端の折柄，この企画はなかなか容易なことではないと思うが，林業界振興のため

にする'0年'回の記念事業として,特にご理解とご協賛をいただきたく，おねがいして止まぬものである。
なお，創立30周年記念事業のうち，非常に時間を必要としたためiただ一つ最後まで残されている〃林業百

科事典〃はこのたび脱稿し，いき丸善株式会社出版部で印刷にとりかかっている。ご期待ねがいたく申添えるも
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請されるに至り，これ等の新しい情勢に対応し，将来

にわたって日本農業を安定成長させるために，酪農の振

興，果樹，甜菜栽培の大巾な拡大等，生産に対する長期

的需給見透しにたった配慮と，これに併せて農業労働の

生産性向上のために農業購造の根本的な改善が強く望ま

れている。

童た林業にあっては，近年木材需要において，建築用

材，薪炭材等一般用材需要は低下の傾向にあるが，パル

プ用材の需要は激噌しており，このため総需要量におい

ては漸次燗大の方向に向っている。これを現在の森林蓄

祇食いつぶし的な生産でまかなっている供給状況と考え

あわせるとき，林業生産力は今後大いにその強化を図ら

なければならないことが明らかである。

以上のごとき問題を抱えた日本農林業がその解決のた

め，狭少な国土の中にあって生産，所得，雇怖のそれぞ

れの面で調和を保ちながら安定し，成長することを期待

する場合，艇林相互の調整の下に土地資源の利用高度化

を図りつつ艇業にあっては主として労働の生産性向上

に，林業においては主として林野の土地生産性向上に努

めることが必要となってこよう。

耕地，草地，林地にわたって土地利用の合瑠上，高度

化を強力に推し進め，総合的に土地の生産性を高めると

共に，一方において可能な限り経営を多角化し，作業の

協同化，機械化等を図り労働の生産性を向上させること

が今後の日本艇林業に課せられた課題ということができ

よう。

2．有林農業における林野の性格

この観点から土地利用，並びに農林業経営合瑠上の一

つの方向として農業と林業の結びついた経営，すなわち

有林艇業の展開を考えて見よう。

縫業と林業の組合せによる経営の型として有林農業を

考える場合，組入れられる林地はそれに期待される生産

的効果の差異により大別して次の二つの性搭のものが考

えられる。その一つは林地部分が林業生産の場として意

人口1人当り農用地及び森林面積

有林農業の展開

山俊
聿
月

1．有林農業展開の背景

日本農業が戦後の逼迫した社会経済的情勢の下にあっ

て，人ロ問題の解決と食糧不足打解のため耕地の整備拡

充と生産技術の向|葛に努力を続けて来たことは，時代の

要請に応えたものとして，その意義は認められてよかろ

う。しかしこの間において艇業生産の成長にもかかわら

ず農業所得の伸びは，他産業の所得の伸びに対し，比較

生産性において低下の傾向を顕わして来ており，農業所

得と他産業所得の絡差の増大を見逃すことが出来なくな

って来ている（表1）。

表1産業別就業者1人当り所得（33年度）

。

〆

'．

’

鬮鳧所得鱈銀総就業人口

(1,000人）

15，倉700

540

16，240

(円）(10億円）

1,157

188

217

1,561

戸
』農

林
漁
小

業
業
業
計 96，121

第熟次謹鍵|｣',2!0|2,80,．|249,776
第3次産業|15,98014,123258,073

合計｜“"08,4841139,349
1．国民所得は経済企画庁鯛

2．就業人口は総理府総割局r労働力謂査報告」（昭和33年
12月）

一方農産物需給の見透しからは，従来とられて来た米

麦中心の主食生産重点の生産伸長策について再検討が要

一

世界主要国の農林水産業就業人口表2
－占一

｜(‘"《”(b)/(a)
農用地面積(1,000ha)

就業人口(a)!－－－

（1,.00人)|耕地,果樹園|草地牧場｜
ランス5,213121,32212,346
頚リ6,591115,8095,126
今 王国1,14217,12612,238仁1

ナ狭84540,60021,876
メリカ7,331188,309255,927
ンド71,809158,34111,155

本17,9505,0481,856
リッピン5,134.6,4141,174
ストヲリア49823,173862,264

(b)

計

森林(c)

(1,000ha)

11,454

5，769

1，629
341,963

259，363
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艇林水産統計（1959）より
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青 山：有林農業の展開

味をもち，その部分の林業生産は農用地部分における農

業生産と共に一つの経営の中に採り入れられて農林総合

の多角経営をかたちづくるものであり，次に考えられる

のは農業生産を目的とする経営において主として農用地

の生産性を高めるために，有機的な結びつきをもって林

地が組入れられるもので，経営基盤における地位は農用

地に対し付帯的な役割をもつ場合である。

前者ほスエーデン等北欧寒冷地農業にその例が見られ

るのであるが，このような林地を保有する経営では農用

地と林地の組合わせは農業生産と林業生産の双方をあわ
せることによって，所要水準の所得が期待され，かつ労

働力の合利的利用が図られるようなそれぞれの面積規模

で，その組合わせが考えられる。この場合艇業労働の繁

閑が強く季節的に制約を受けるのに対し，林業労働が比

較的にその度合の少ないことから，この組合わせによる

経営の多角化により，年間を通じての労働力配分の合理

化を図ることを可能とし，労働の生産性を高める効果を

もたらすといい得る。

山間部及び寒冷地帯のごとく，農業に対する自然的立

地状件の比較的劣悪な地域においては，この種林地を巾

広く採り入れた経営が考えられるのであるが，日本のご

とき狭少な国土の中では，有林農業を普遍的に発展させ

るという前提に立てば，全般的には林地面積幟小規模の

ものとならざるを得ないであろう。また有林艇業を一つ

の鍵業経営の型と考えるならば，林地を主体とし林業経

営を経営の主軸とするような余り大巾に林地を採り入れ

た経営は有林農業の範鴫からははずれるといえるであろ

う。従ってこのような農用地，林地の組合わせによる経

営を発展させることによって，日本農業における過剰労

働力を吸収し，経営規模の零細性を改善することには，

国土の極端な狭少さと，林業における雇傭収容力の低さ

から考えて，大きな期待をかけることは出来ないであろ

う。しかし林地の小規模所有ないし耕作において，作業

並びに施設の共同化等を通じ，育林の集約化伐出の合理

化が図られ林地の生産性を向上させることが出来るなら

ば，民有林等経営の粗放的な現状から考え，林業生産面

に好結果をもたらすものといい得るp

後者における経営地内の林地はその利用目的に従って

薪炭採草林，放牧林，防災林等と呼ばれるものである

が，それらは幾つかの機能を併巷もった兼用林である場

合が考えられる。これ等は従来の考えでは，一義的には

艇業生産力を高めるための付帯地であり，自家用材供給

のための自家用林であって，そこからの商品生産は農家

経済において副次的な意味を持つに過ぎないものであっ

た。しかし有林農業を考える場合これら林地のより高度

な利用を考え，農業生産と有機的に結びつきながら林業

生産の機能も十分発揮するよう配慮されるべきであろ

う。

3．有林農業展開の意義

有林農業展開の意義を林産物需給の安定的均衡，並び

に艇山村民の所得伸長に見出すことが出来るとするなら

ば，その発展はこれら双方を満足する方向に向って図ら

れなければならないといえよう。また有林農業の展開が

順調な発展を見るためには土地資源の利用合理化政漿と

林業政策の新しい方向づけにおいて，その発展の可能性

が約束されるようなものであることを必要とし，そして

それは林業生産の高度化と農林業構造の合理化につなが

るものでなければならないであろう。

4．有林農業展開の基盤

日本の農林業を総合的に発展させるため土地資源の利

用合瑠bを考えるに当って，その現況を見るに国土面積

3,700万町歩に対し，林野は2,500万町歩，艇地は600

万町歩，であり国民一人当り国土面積が0．43町歩とい

う狭少さの中にあって，林野率は67％の高率を示して

いる。また人口一人当り林野面積は0．27町歩であり，

ノールゥエー，スエーデン等林業国を含むヨーロッパ平

均の0．34町歩に比較すればやや狭少であるが，戦前木

材需要の大部分を自給した旧ドイツの0．18町歩（林野

率26％）に比較すれば3/2に当る面積をもっている。

これらの数字から見れば諸外国と対比してわが国にお

いては林野率と農地率の調整がなお必要と思われるが，

日本艇業における土地の生産性が世界の鎧高水準に達し

ており，そのためもあって農産物需給の見透しは，米麦

中心の殺しゆく艇業の場としての田畑の拡充をもはや必

要としないとしている。需要の伸びが予想される酪農及

び果樹の生産拡充のための草地および樹園地の確保につ

いても地域林野率及び土地利用の合理化を考慮して進め

られるであろうところの現況耕地の利用再区分に伴なう

草地及び林地への転換と現況草地の集約利用を考慮に入

れて考えるとき，特に大巾な農用地の規模拡大を必要と

するとは考えられない。従って林業に鮨いてはその林業

生産のための基盤として，現在規模の樹林地面菰をおお

むね維持して行くものと思って差支えなかろう。

しからぱ有林農業の展開の場となる林野の実態はどう

かというに，林野面談2,500万町歩の所有形態別内訳

は，国有林755万町歩，公有林300万町歩，その他の

1,445万町歩は私有林となっている。

このうち国有林にあっては，その半ばをこえる部分が

背梁山脈に位置しており，この内の一部すなわち国有林

野の27％を占める第1種林地は国土保全，水資源涌養

－－－‐3－－－
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蝉位1,000町）表3所有形態別人天別林野面積
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等の機能をいかす上から考えて，林業生産面の効率が幾

分低下することも致し方ないといい得る。しかしそれに

しても国有林野における人工林の占める比率が，その施

業林地比率62％であるのに対しまだ18％に過ぎない

現状を見るとき，なお開発の余地を大きく残していると

いうことが出来よう。また地元山村民の利用に供してい

る第3種林地についても決して集約に利用されていると

はいい得ない状況である6〃

公有林はその所藏利用の形態が複雑で現行制度で

は，その高度利用を望象得ない部分を多く抱えて鐙り，

林業生産性からいって最下位に位している。

また私有林にあっては林地所有構造に極端な駿行性を

示し，5町歩未満の零細所所者が全体の93％を占め，

その所有林野面積が全体の39％に過ぎないのに対し，

一方では全体の1％を占める20町歩以上所有者が，

所有面積では35％を保有している状況である。そして

このようなことが林野所有と林野利用の有機的な結びつ

きを阻害し，林業生電圖程における育林，伐出の分離と

相まって林業の生産性向上を著しくさまたげている。

また農山村地帯において林野を保有しないものも意外

に多く，山村地帯においては43％，準平坦地帯におい

て57％のものが林野を保有していないといわれてい

る。またこれらの林野にあって未だ生産の手の及ばない

未開発林野は，国有林において約200万町歩，民有林に

おいて約400万町歩の多きに及んでおり，林野中に占め

る人工林の比率は公有林における23％，私有林におけ

る26％を含め全体の平均はまだ23％に過ぎない状況

である。

これらのことは今後における林業生産施設の拡充，造

林，育林の強力な推進等，耕作する林業生産の展開を図

ることにより，その生産性を飛躍的に向上させ得る余地

をそこに大きく残していることを物語るものといえよ

う。

5．有林農業展開の可能性と効用

以上のごときわが国の林野の実態の中にあって，今後

有林艇業の展開を考える場合，その可能性と期待し得る

効用等につき以下考察を試承ることとする。

現在艇用林として利用されている林野は利用目的別に

見れば林業生産に供される林地467万町歩，放収採草の

ための草地57万町歩，放牧する林地21万町歩で計約

550万町歩と推定されている。今この550万町歩も含め

て仮に900万町歩の農用林が確保されるものとすれば，

第2種兼業農家戸数を除く全農家に対して平均約2町歩

の林野保有を許すことが可能となる。

この場合農用林の占める比率は36％となり保安林を

14％と見込んでもなお全体の50%の生産林を残すこと

となり，林野の機能別区分比率としては妥当性もあり許

容され得るものと思われる。またこの程度の農用林確保

であれば，現況林野の状況等から見て，現行制度の枠内

においてでさえ，努力すれば実現可能といえる程度のも

のではないであろうか。また900万町歩の農用林が利用

目的により，よく整備されて林業生産林としてもよく管
b

理されるならば林産物供給の有力な基盤となるであろ

う。このことは林野所有規模5町歩未満の所有者が概ね

幾家によって占められており，この層が私有林面積の

40％の所有に対し，全造林面溌の60％を担当している

。

E

《
一
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青山：有林農業の展開

べきことと思われる。一方農用林以外の林野にあって

は，一部国土保全等公共的な見地から国が自から管理経

営することの望ましい林野を除き，利用槻造の再編成を

推進し，生産効率の高い私企業経営になるべく題みかえ

る方向に進むことが林業生産強化の一方途ではないであ

ろうか。

6．むすび

農林水産業の中にあって林業は封建的な古い制度の中

に唯一つ取り残されており，いわゆる〃曲り角〃に至る

程にも前進していないといい得るのではないであろう

か。また林政はまだ生産政簾の域に止まっており，民有

林の生産性の低さを称えながら国有林経営と民有林指導

の間に重点指向の調和を欠く観なしとしない。これらの

ことから考え，そこにこそ有林農業展開の意義も，林業

生産構造改善方策の一側面として大きく浮び上って来る

のではないであろうか。

実態から，今後農家を林業生産の担い手として大きく評

価させる根拠を示しているものといえよう。もし現在の

私有林野所有の集中と分散が林業生産の構造を複離に

し，このために森林組合を組織しても生産性向上のため

の協同化は進まず，保守性の強い経営から脱却出来なく

しているというのであれば，林地所有と林地利用の関係

の封建性を打破し，有林農家を育成し，農家林業の協同

組織化を推進し，有林農業に確固たる地位を与えること

が日本林業の生産性向上にも大きく役立つであろうと考

える。この際の林地所有と林地利用の関係の改善には必

ずしも戦後の農地改革におけるような制度の大改革は必

要でなく，林野における地代の適正な評価と林野に対す

る林業生産の義務づけが制度的に措置されれば足りると

思料される。このことはきわめて貧弱な土地資源を鎧高

限に利用しなければならぬ日本においては,､林業生産保

護育成のためにする助成措置の一環とし当然考慮される

心

日本林業技術協会四国，関西支部連合会

日本林学会関西支部

合同総会及研究発表会要項

(1)総会及研究発表会

日時…･昭和35年10月23日（日曜）

場所…･大阪市東区清水谷高等学校

②現地視察

日時････昭和35年10月24日（月曜）

場所･…奈良及六甲方面

(3)講演原稿

（字鋤1,000字以内，横書400字詰原稿用綴

使用。図表はなるべく省き，止むを得

ない場合は簡単なものに限り（1図を

100字に換算）

醍出期日）大会当日迄に印刷，会場に於て配付の

ため9月20日迄に必蒲するよう提出

のこと。

醍出先）大阪市東区法門坂町6の1

大阪営林局監査課大会事務局宛

口
Ⅱ

｢林業技術」投稿規定
、本誌には誰でも投稿できる。

◎投稿原稿は未発表のものであること。

◎投稿原稿は1回について，写真または図表を含承印刷でき上り3ページ（400字詰原稿用紙換算17枚）

以内とすること。それ以上になると褐戦できないことが多い。

◎原稿ほ原稿用紙を用い横需きとすること。

、用語はなるべく当用漢字を用い，新かな使いとすること。数字はアラビヤ数字を用いること。

◎樹種名ならびに外来語はカタカナで書くこと。

◎図はケンI､またはトレーシングペーパーに墨書し色は使用しないこと。（図版は縮少して印刷することが

多いから図の中の注記数字，符号等は余り小さくない方が望ましい）

、写真は必要な媛少限度にとどめ，かつ鮮明な印画に限る（なるべく手札型）

◎原稿には筆者の住所氏名および職名（または勤務先）を明記のこと。ただし随筆，感想，意見，要望等に
関する原稿についてはペンネームもさしつかえない。その場合も欄外に住所氏名明記のこと。

◎封筒の表紙に「原稿」と朱霧すること。

◎原稿は原則として返還しない。

◎原稿の取捨，削除，掲赦の時期等は編集部に一任のこと。

◎掲戦の原稿には薄謝を贈呈する。

一
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属的林業，いいかえれば農家の消費経済的従属林業に属

するものと解して差支ない。しかし多数の経営形態の事

例から考えて見ると農用林は全く従属的なものであると

簡単にかたずけるわけにばいかないようである。つまり

農用林としての主目的を達すると同時に多少の農家の個

別経済的生産の内容を含む場合，すなわち艇業経営組織

から見て副次的林業の性格を持つ場合があるということ

である。例えば武蔵野地方の畑作地帯で見られるように

耕地防風林としての機能を発揮させるとともに同時に薪

炭林業の生産を伴っているようなものである。ところで

避用林は農業経営の従属的または副次的な林業部門であ

るため，農家の家族労働力の多少によってその経営の集

約度に著しい差異があって，しばしば租放な経営となら

ざるを得ない場合が少なくないので，このことが常に農

期林間題の焦点となってくるのである。

しかしながら幾用林という農業経営と密接な関係を持

つ経営形態が現実に存在するとすれば，それを農家林の

いわゆる農林複合的生産経済としての主要部門となって

いる経済林と分離して取扱うことが，むしろ腱家林業を

すっきりとした形に整備することができて土地利用合理

化問題からいっても大切なことであると考える。

さて農用林経営の合理的な方向づけを述べる前に農用

林の現実の姿とその経営の問題点を述べて見たい。
2．

幾用林といっても，その経営の目的や内容がかなり複

雑で明確な型式に分けることは因難であるが，多数の事

例を整理して見ると大体その経営の目的によって次の4

つに大別することができるようである。

1．．主に営農と農家生活に必要な材料をとる農用林

2．主に農家の副業として大切な収入源となる農用林

3．主に農家や耕地の保安的役割をする艇用林

4．主に畜産に利用する農用林

艇用林はこのように分けても，実際にはその目的や利

用の仕方などが，いろいろ兼ね合っているのがその特徴

である。たとえば，1に属する薪炭林が3に属する制馳

防風林をかねたり，また’や3に属する農用林でも落葉
採取をかねて経営される場合がある。そこで，さらにこ

れらの農用林をその経営形態によって分けて見ると，お

おむね次のようになってくる。

A.1に属するもの

a・第1型・広葉樹の低林。すなわち薪炭林で，お

おむね下草・落葉の利用が伴っている。

b・第2型・里山に多いアカマツまたはク戸マツ

林。この場合はいろいろに利用されており，用材

または燃材を生産するものと，その両者をかねて

いるものとがあり，しかも多くの場合下草・落葉

の採取が伴っている。

農 用林経営

の方向

－可

中島道郎

1．

ばじめに，農用林の愈味を解説して置く必要があるよ

うに思われる。それは，近頃農家林業・農村林業・艇民

的林業・営農林など混同し易い語が用いられていること

であり，さらに，農用林は専業的な林業生産地すなわち

純然たる林地を，農業経営のためにその土地の生産力を

搾取的に利用する，いわば林業にとって好童しくないも

のとして鮫しい批判をうけ，農用林という語さえ認める

べきでないという極論さえあるので，これらの誤解をと

くためにも必要であると考えるからである。

さて幾家林業の意味は紙野伸二氏によれば，「農家林

業とは幾家が自己の所有する山林で営むところの林業生

産をいい，その生産の柵造や規模についてば特別に考え

ない。つまり山林が股家に所有され，そこで生産される

という条件が必要，かつ十分な条件であり，その林業生

産が用材･林業・薪炭林業・特用樹栽培などの区別に無関

係で，またそれらの経営が小規模で家族労作的であろう

と，あるいは，また大規棋で雇入労働によるものであろ

うと，それらの差異については考えないものである」と

している。また農村林業とは明永久次郎氏によると「農

村林業は農村の村落に近接した林野を腱家の農業経営形

態の一環として経営する一切の林業」と解し，その内容

はほとんど我灸のいっている農用林と同一である。農民

的林業というのほ農民が自己所有の林地に自家労働で経

営し生産収得する関係のもので，換言すれば独立自営の

普通4親模の林業と解されている。煮た営農林というの

は農業生産を営む漣必要な林地の経営に限定している語

のようであるが，実際林業試験場で行なわれている研究

の対象ほそれより少し広義と解されるもので，すなわち

農家の所有する土地でその家族労作によって経営される

小規模な，すべての林業ということのようである。

さて我我のいっている農用林とは艇家が営農と農家自

身の生活に必要な直接の要用を充すために経営される林

野であって，農業経営の一環として挫家の自家労働力で

経営する比較的小面積のものを指しているのであるから

こうした意味からいえば紙野氏の艇家林業の中に包含さ

れるもので，その大部分は艇業従属的林業または家計従

《
一

一
一

筆者・東京農工大学名誉教授
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中 島：農用林経営の方向

c・第3型・上木にアカマツまたほクロマツ，下水

にスギ・ヒノキ・サワラの2段林または3段林。

その取扱いはお読むね択伐式で，下草・落蕊の利

用も伴って前2者より一層複雑である。

d.第4型・クロマツ・スギ・ヒノキなどの混交し

た択伐林。利用の仕方はおおむね第3型と同様で

ある。

e・第5型・上木は主としてアカマツまたはクロマ

ツ時にモミ・スギが入り，下水にコナラ・クヌギ

・カシ類その他の広葉樹類のある中林。上木は用

材を下木は薪炭材を生産するが，おおむね下草・

落葉の利用が伴うものである。

B.2に属するもの

a・特用樹栽培林・屋敷地廻りの空地や耕地の休閑

地利用が多い。

b.竹林・竹林は竹林やタケノコの利用を行なうほ

か，防風林や水防林の目的をかねて屋敷林の一部

に仕立てられる。

C.3挺属するもの

a・屋倣林・林形朧一定していないが，樹種ば地方

鶴に，ほぼ特色が見られる。すなわち関東地方で

ばケヤキとシラカシを主とし，これに若干のス

ギ．ヒノキ・サワラなどが混交したものが多く，

また東北地方でばスギ・ヒノキ・サワラ・ヒバを

主とし，これは若干のケヤキその他の広葉樹を混

交したものが多いが，時にスギの単純林も見られ

る．利用の仕方も，いろいろで大体は防風・防

火．防塵などの保安的効果を目的としているが，

多く伐期を定めず択伐式に少しずつ利用する備蓄

的経営がなされている。

b.耕地防風林・耕地の防風効果を主目的とする

が，薪炭材や下草・落葉の利用が伴う場合が少な

くない。

D.4に属するもの

a・放牧林・金嘩樹や広葉樹の用材林や広葉樹の薪

炭林を下草の繁殖に適する程度に立木度を保って

家畜の放牧を行なっている。

b.樹林を伴う採草地・草利用ほ主として家畜の飼

料を目的とするが時に草肥の材料とすることもあ

る。樹林は草の繁殖と草質とを向上させるために

適当な立木度を保つように仕立てられるが，時に

土地の養護を図るために肥料木を植付けたり，震

た飼料の採取をかねて飼料木を植付けるほか，樹

木をおおむね択伐式に利用して若干の用材や燃材

を収得することがある。

さて，これらの農用林は実際どのような意図で経営さ

れているかというと，艇家の考え方に大体二つの方向が

見られる。その一つは備蓄的な意図で林木を保育し，伐

期を定めず，できるだけ大材の生産に備え営艇や自家用

に必要に応じて択伐類似の作業で利用して行く屋磁林の

経営である。そのぼか千葉県山武町地方や神奈川県大和

地方のマツ・スギ・ヒノキ・サワラなどで織成されてい

る2段林もしくは3段林の経営に，しばしば見られる。

また，もう一つ肱比較的低伐期で利用される里山のアカ

マツ林や薪炭林に見られる経営で，伐期は市場の価格に

左右されて必ずしも一定しないが，ある時はアカマツ林

でも燃材として収得し，ある時はパルプ材として収得す

ることが行なわれる。こうして，利用の仕方にもその時

盈で変化が見られる場合がある。その好例は茨城県阿見

町その他の平地林で見られる。こうした経営の林分では

ほとんど下草・落葉の利用が伴い，しかもおおむね前者

の場合よりその利用度や利用の頻度が高いのである。従

って，このような経営の幾用林は，ややもすれば地力低

下を起して低位生産地となる恐れがある。農用林がはな

はだしく一部の人から非難されるような問題点となるの

は，この範ちゅうに属する農用林である。

しかしながら，幾用林経営でも農家によってはいろい

ろと工夫してかなり集約な取扱いを行ない，はなはだ良

好な成果をあげている例も少なくない。例えば，里山の

農用アカマツ林として栃木県田沼町山越地方のアカマツ

林の経営などはその好例の一つで，毎年下草・落葉・小

柴木を採取しているにもかかわらず，天然更新で仕立て

た林を高年まで比較的立木本数を密にして保育し，40年

生位で立木数111al,200本，材溌1ha当り270ni位を

保持した形質のよい，いわゆる安蘇アカマツと称する良

材を生産している。この地方では更新後6～7年間は下

草・落葉・小柴木の採取を行なわず，その後密生した幼

令林を条刈してアカマツの配置を列状に整理し，後形質
の悪いものだけ除伐間伐して割り合に立木度を密にする

施業を行なっているため，土地の義渡が行なわれている

と考えられる。また千菜県山城町及び印旛郡富里村地方

で落葉採取を行なう幾用スギ林内に下木としてヒノキを

植えることがあるが，この場合ヒノキば土地の蕊護を図

るためで，成林することは期待されていない。つまり，

年冷林内から落葉を採取する場合ヒノキの落葉はかき取

られずに林内に残されるためと，低く林内を覆うて土地

の乾燥を防ぐ．ために地力養護をしてし､るわけである鐘こ

のように，熱心な農家の経営する農附林は，いろいろ工

夫されて経営されているが，いずれも地力養護に適当な

配慮がなされていることに注目すべきである。
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中島：農用林経営の方向

実際にはその実行が困難であるのは，日本の燦家臓家族

労働力を主とする多肥多労の農業経営を行っているため

山林の経営童でに集約な施業が行なわれ難いというのが

その原因とされているようである。

しかしながら，農用林を農業経営組織の内容の一つと

して組入れ農用林施業を営農の一環として計画的に行な

い艇家の年間労働力の配分を十分考えて農用林経営を行

なえばその経営の集約化と合瑠上を図ることは決して不

可能なことではないのである。農用林の施業改善は実に

農家の熱意にかかっている。

3．

そこ竜今後の農用林経営改善のために，その経営の

在り方について，どのように方向づけをするかが問題と

なってくる。

幾用林というものを従来考えてきたように全く農業経

営に対して従属的のものとするならば，自然その施業が

粗放に陥り勝ちとなり土地生産力を搾取的に農業に利用

する結果になり易いのである。しかしながら，農家が農

業経営の一環として畜産を組入れた場合，その粗飼料の

生産のために畑地に牧草を栽培することがある。この場

合牧草栽培をして家畜を飼育して乳を生産したり厩肥を

生産したりすることが他の畑作を行なって穀類や蔬菜を

生産するより艇業経済上有利であるかどうかは艇家の労

働力や耕地経営の規模などによって自然決まってくる。

それと同様なことが農用林についてもいえることで，農

用薪炭林を経営して落葉と薪材を生産し，それによって

タバコ栽培を行なう'ことが有利であるか，または同一の

林地に純林業的な用材林を仕立て木材を生産し，耕地に

は他の作物を栽培するのが有利であるかの関係はほとん

ど前者の場合と同様である。ただ，農用林の場合には一

般i逗畑作地帯では畑作の作物の残物だけでば有機肥料を

畑地に循環して還元することができないので，その不足

分を従来農家は山林から落葉を採取して補ってきたとい

う関係がある。その結果林地からの木材生産量を低下さ

せている筈であるが，その林業収入の損失と農業生産の

墹収とを考えてその生産が経済的にどうなっているかは

一般の農家が考えていないところに問題がある。現代の

農業は技術的には山林の落葉・下草に依存しなくても経

営して行くことは必ずしも不可能なことでないが，しか

し現実には，そう簡単に解決できない事情がある。それ

は日本の農業は耕地が零細であるのと家族労働に依存す

る程度が高いため家畜の飼蕊によって有機質肥料を解決

しようとしてもできない場合が多いのである。その他農

家の燃料問題に･しても山林所有が偏在し，かつ農家林の

規模が零細であるため，落葉・落枝を燃料に利用する程

ところで農用林として最も深刻な問題を提起している

のは，ダパコ栽培地帯と畑作地帯との落葉利用を伴う薪

炭林経営で，前者はタバコ苗床の温床材料及び堆肥材料

として，また後者朧サツマイモ苗の温床材料及び堆肥原

料として利用される場合である。すなわち，神奈川県秦

野市及び中井町地方で見ると，普通タバコ栽培を行なう

にはタバコ本圃1反歩について苗床約3坪半を要し,・こ

れに必要な温床材料として落葉が40～50貫，また本耐

用の堆肥が反当り250貢で苗床の落葉から120貢の堆肥

が得られるとしても，なお130貫位を追加する必要があ

る。このためにさらに60～70貫の落葉を要するのであ

るから，結局合計反当り100～120貫位の落葉が必要と

なる。この落葉を。ナラ・クヌギなどの薪炭林から採取

するとすれば約0.7～1.0反歩の面積を要することにな

る。それに，黄色種顔バコの栽培では乾燥用の栽が本鬮

1反歩について300貫位必要で，これに自家用燃料とし

て普通1年間1戸当り薪・ソダ合せて1,000～1,.200貫

位であるからタバコ栽培1反歩を行なう農家では年間約

1,300ヘノ1,500貧の言.キ・ソダが必要となるので，その

ためにはコナラ，クヌギを主とする雑木の薪炭林では伐

期12～13年の皆伐作業で経営するものとすれば約1．2

～1.3町歩の面積が必要となる。したがって，この地方

でタバコ栽培を行なう農家は皆落葉採取を伴う薪炭林を

所有しているが，山林所有面積が大体1戸当り平均0．7

～0.9町歩という零細な所有であるため，これらの薪炭

林を用材林に転換するようなことは農家は考えていな

い。こうして毎年藩葉採取を行なうことと，皆伐作業で

経営されるためにおおむね地力が低下して一般の薪炭林

より低い生産の薪炭林が多いのである。これが対紫とし

ては皆伐作業を択伐作業に変更して薪材と落葉の増収を

図り毎年の利用面積をできるだけ少なくして落葉採取を

毎年同一林分から行なわず隔年に採取して落葉採取の休

閑林分を設けられるように経営することが贋明である。

すなわち，択伐低林を経営すれば単位面穣当りの薪材生

産量が皆伐低林に比較して大体1.5～2.0倍となること

が知られているので毎年の利用面積を約半分にすること

ができるわけである。ただし，温帯における落葉広葉樹

林の択伐作業は暖帯の常緑広葉樹林に比して容易ではな

いが，しかし必ずしも不可能というのではなく，コナラ

を主する薪炭林を択伐作業でよい成果をあげている例も

稀ではない。彼の群馬県利根郡月夜野町の石坂家の経営

する択伐薪炭林などはその好例というべきであろう。

こうして，農家自身が熱意を持って幾用林の経営に当

るならば，従来批判されてきた粗悪林も改善され，かつ

幾用林としての利用面積も相当縮小できる筈であるが，

二
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度の高い地方が少なくない。その好例は茨城県下の畑作

地帯に見ることができる。このことが，また国有林の共

用林がその施業改善をやりながらでも農村部落民のため

に存在する必要性を失なわない理由の一つでもある。

以上のような，事情を考えて吾灸は林業の立場から農

用林としては前述のもの以外の種類は，できるだけ近い

将来において解消されることが望まし､､が，現在日本の

農業経営の機椛とその方式及び農家生活の様式から農用

林が必要であるとするならば，これが経営を技術的に改

善し，一方において艇業の補完的役割を果すとともに，

他方において土地の盤謹を図って林産物の増収を図るこ

とが林業に寄与すぉことにもなると考えるのである。

特に3に腿する艇俳l林については一層の拡充が望まし

い。例えば北海道で憾艇家の屋敵林の造成がほとんど行

なわれていないが，それでも3代位も経営が継続してい

る農家には可成立派な屋敷林ができている例は決して稀

ではない。北海道では農家の屋敷林は農家の保安のた

め,すなわち，防風,防霧,防雪などのために必要であ
るばかりでなく，ある場合には耕地防風林の一翼を担う

ことにもなるのである。

事実札幌郡広島村富丘の鱒農家である住田家では4反

歩の屋敷地の東・北．西側の周囲にトドマツの屋敷林が

仕立てられているが，このI･ドマツ林は21n間隔に5列

に植付けられており，現在15年生であるが，直径，0

~15cm樹高4～5mに達するきわめて良好な生長をと

げて立派な醗敷林を樅成している。住田氏の話によれば

防風の効果が大で屋倣地内のリンゴ．クリなどの果樹や

蔬菜畑をよく保繊してその収磯も好結果を得ており，ま

た現在15年生でこの程度に生長しているので今後10

年位で立派な木材が生産できると考える。これから現在

の林に枝打・除伐・間伐などの保育手入を行なうと共に

さらにその外側の周囲に，なお数列植付けて屋敷林を拡

大したいと希望を述べている。また北海道では耕地防風

地が作物を保護して無林地に比較して20％内外の増収

のあることが北海道庁の設定した空知郡幌向村の試験地

の例や江別市早苗別地方で北海道林業会が調査した例が

よく証明している。繁者は媛近これらの地方を視察した

が，防風林の主林帯はおおむねポプラで構成され，これ

にヤチダモの副林滞が造成されたものが多く，さらにヤ

チダを配柵したものもある。この地方の篤農家の話でば

防風林が100m内外の間隔で設置されているような水

田では冷害の際にも無林地の所のように収穫が皆無にな

るようなことはないといっている。しかしながら，これ

らの耕地防風林の将来の更新やその木材の利用の仕方な

ど砿一向考えられてないようであるから，今後はこれら

の問題を計画的に進めるようにしなければならない思

う。要するに北海道では屋敷林と荊弛防風林との造成を

一層拡充して，その間接効用を高めるとともに，これら

の林分の更新問題を研究して，合理的な経営をするなら

ば，民有林の少ない北海道の木材生産にも少なからず寄

与するものと考える。さて，ここで，以上の事柄を考え

ながら，今後の避用林経営の方向づけに必要な要素を考

えて見ることにしよう。

1．農用林経営機概の整備

腱用林を無計画に経営することば土地利用上の問

題となり林業経営の林地と競合する恐れがあるので

農家の腿業経営の規模や家族労働力などを考えて農

用林を艇業経営の一環として経営するように，その

組織の中に適当な限度で組入れ，かつ，どのような

農用林を経営するかを計画的に決めて，これを整備

する必要がある。

2．幾用林の地力愛護

農期林は農業の補完的役割を果すものであるとし

ても，林地の生産力を農業に搾取的に利用しないよ

うに努めなければならない。これがためには，農用

林経営の技術的改善の必要がある。

3．農用林の拡充

農用林は農業経営の規模・内容及びその方式さら

にまた艇家生活の様式によって従的に変化する性格

を持っている。従って農家はできるだけ，これらの

要索の改善を図って農用林を縮j､しできるだけ本来

の林業経営による林地にもどすべきであるが，ただ

屋敷林.耕地防風林･休閑地利用の特用樹栽培林の

ような林業と競合しないもので，かつ他の効用の大

きい農用林については将来さらに拡充する必要があ

る。

4．農用林経営の集約化

幾用林といっても何等か生産をあげて農業や林業

に寄与すべきものであるから，粗放な経営を行なっ

て，土地生産力を，むだ費いしてはならないのであ

る。これがためには，技術的に集約度を高めること

が何より大切である。

要するに今後の艇用林経営の方向は農業経営に対して

直接・間接に寄与して，その補完的な役割を果すととも

に，林業との競合をできるだけ調整して，あくまで土地

利用合理化を埜調とする経営に進めなければならない。

これがためには地力の鍵護を考えながら集約な経営を行

なうように股家自身の熱意と努力とを期待するととも

に，さらにまた指導の蛮仕あるそれぞれの関係機関の適

切なる指導に待つところが大であると考える。
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戦後，皆伐人工造林がふたたび時代の脚光をあび，林

業経営上の主要な作業となりつつあるが，その得失につ

いてば古くより造林学上色灸と諭義せられているので，

もはや再びここでそれをくりかえす必要もないほど’林

業家のよく知っていることがらである。

その最大の欠点と目されるものに，くり返えし行なわ

れた皆伐人工造林による地力の低下がある○

近年になってわが国の古い有名林業地でも地力の低下

が強く叫ばれ，これに関する報告もまた多く，その防除

方策も色盈と立案,提案されている。

地力低下で有名なのは，尾鷲林業が第一にあげられよ

う。吉野林業，木頭林業もまた同様である。京都近郊で

直接私がうったえを聞いただけでも，京都京北町（旧黒

田村)，滋賀県の鈴鹿地方，和歌山県日腫川流域などが
ある。

人によっては代を重ねるに従って面祇当りの生産歎が

一代当り2割は低下するともいう’一代’劉ともいうの

で，その低下度は土壌の性質によってかなりの開きがあ

ることは推定にかたくないとしても，ともかく’低下す

るという事実には間違いはないようである。＊'，

私達も数年来土壌の皆伐による悪化の調査を進めてい

るが，なお定量的に悪化度合を示すまでには至っていな

い。しかしいずれの土地でも悪化しつつあることは認め

られる。すなわち,A,，層の減少，表土中の有機物麓の

減少は，皆伐の繰り返えしにより明りょうにあらわれて

くるのである。一例を図1に示した。

ドイツにおいては，針葉樹の一斉林造林が生産力の低

下の原因になることが蕊とめられた結果,皆伐ならざる

作業すなわち常に林地を林木でおおいつつ，天然更新に

より更新を行なうような作業が生れたのであるが,この

場合の森林土壌の悪化の原因は，わが国のような温暖’

多雨でBD土を主とする林地の場合とは異なるようであ

るが，いずれにしても,皆伐一斉人工造林が土壌の悪

化，ひいては生産力の低下を起こすことには間違いない

ようで，広く世界の各地で承とめられることのようであ

る。
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図，原土1000cc中のC量(9)(堤による）

このような皆伐の繰返えしによる地力の低下を防ぐ方

法として，これまた古くより提唱されていながら’実際

に実行し成功した例のすぐないものに「混交林」の造成

がある。

近時の林野庁の拡大造林案でも将来は「混交林」造成

の努力により地力の低下をふせごうとする意図があるよ

うで，拡大造林に伴う造林技術研究課題の中にも「混交

林」があげられているようだ。

混交林が地力の低下を防ぐ有力な方法であると主張さ

れている主な理由は次のものであろう。

1．単純林，特に針葉樹の単純林では，落葉落枝の分

解がはなはだ困難で，これに他樹種，特に広葉樹を混ぜ

ると，その分解が容易になり，土壌中の有機物の補給が

円滑になる。

すなわち森林生態系の物質の循環が，皆伐によりはな

はだしくみだされても，樹種混交により，その乱れを緩

和することが出来，針葉樹の単純林のように分解がわる

く粗腐植の異常堆積がおこらない。

粗腐植の異常堆積はヨーロッパなどでは，それにより

作られる有賎酸の土壌洗脱作用により，土壌中の養分を

流亡せしめ，土壌悪化をきたす大きな原因とされている

のである。

2．単純林は気象災害に抵抗が弱い。また病虫害に対

しても，森林生態系内の生物相を単純化するため漣，非

常に危険で，時には大発生を引きおこし，森林を壊滅さ

せることがある。これに反し混交林では樹種の気象災害

に対する抵抗が違い，相持ちにより壊滅からまぬがれ

る，病虫害などの生物相も安定する。

’
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四 手井：混交林について

3．繰り返えし，同一樹種の単純林を作ると，ある種

の養分の欠亡を来す恐れが多く，土壌中の養分に不均衡

が生ずるが，混交林では養分に対する要求度が違い，土

壌中の養分の不均衡鋲生じない，などが今輩でいわれて

いる混交林の特徴であろう。

さらに混交林を主張する有力な根拠として天然林は混

交林であるという主張がある。

私はこれらの混交林造成の有力なきめてだといわれる

ことを決して反ばくしようとは思っていない。しかし，

以上の主張が皆実験的に証明されたものではなさそう

で，多分に林業常識的な推論がふくまれていることも否

定出来ない。

例えば，針莱樹の落薬に広葉樹の落葉を混ぜた方が分

解が早いということは，一般に混ぜることにより，針葉

樹の葉の分解も促進されるように思われているようだ

が，1，2実験をして承ると，それば否定出来そうであ

る。ただ，針広の葉が混じっていると，一般に広葉の

方が針葉より分解が早いから，全落葉について考えれば

それだけ早く分解されるだけであるという結果しか出て

こない。すなわち算術的に早くなるだけで，相互作用に

より促進されることはほとんどないようである。さら

に，樹種により落葉の分解成生した腐植の化学成分，性

質に差があるともいうが，これもまだはっきりはしてい

ない。

また先年歯畑で，スギとアカマツとの混交植栽の試験

を行なった所，（針広混交でなく，ごく小さな苗木の試

験だから，有力な根拠にはならないからほんの一例であ

る）ハブルイ病らしい病気がマツに出た。

その罹病度をしらべて見ると驚いたことに混交した個

所の方が明らかに多いのである。

林業常識となっていることにも思い違いがかなりある

ようで，林業常識についても私はやはりもう一度疑がっ

てかかり，実験的に証明をしてみないと危険だと思って

いる。

しかしここでは混交林の利害得失について論じようと

しているのではなく，はたして，混交林はどういう･形で

作りうるかについて述べたいと思うのである。

績緬の混交の形態を空間的に見て分猿すると次のよう

になるであろう。

A.同一林冠層での混交

1．毎木混交

2．群状混交

3．帯状あるいは列状混交など

B･林冠層をことにした混交

同一林冠屑での混交で，しかも毎木混交は最も普通に

「混交林」といわれているものの形態であって，今まで

広く考えられ，造成に努力されていたのもこの形で朧な

いかと思う。

毎木混交と群状（帯状，列状）混交とは各樹種の集り
が1本から多数まで，だんだんと，その群のしめる面積

が広がったもの，そして，その群のしめる面積の形によ

って，群（帯，列）の差が生じるだけとも考えられる

が，毎木混交の場合は，各樹種の個体が別なの特別の環

境を作っているとは考えられず，群（帯，列）状混交で

は，そのしめる面積が一定面積以上に広くなると，各為

の群ごとに特殊の環境を作るようになることは明らか

で，両者は同一林冠層における混交という点では同じ部

類に幟入るが，毎木混交でば個体単位で，いわゆる種間

の競争をしながら生育するのに対し，群では，集団毎に

種間競争が行なわれることになるので，同一の生活現象

は示さないであろうことは推測にかたくない。

林冠層をことにした場合の混交というのは，上，下層

に分かれて別点に林冠層をもつ場合であり，この場合は

同一林冠層での混交と異り，下層の群は，むしろ，上層

の作る環境に支配されて，その支配下で，もう一つの環

境を作って生育しているものと解せられる。

一般に樹木が集団を作って生育している場合には，そ

の集団内個体の間に相互関係が生じること，すなわち，

いわゆる競争現象が生じることはすでに知られている。

集団内の個体の相互関係には互に他の個体の生育をお

さえるような関係，すなわち，競争(Competition)と

いわれる|淵係のほかに，互に他の個体の生育をたすける

ような関係，すなわち協同(Co-operation,たすけあい）

といわれる関係がおこる場合もある。しかし，協同現象

は今までの試験結果では，非常に不安定で，特定の条件

をそなえないと起らぬらしく，多くの場合，群をなした

植物集団では競争現象がおこるようである。

植物集団の相互関係（作用）はこれを大きく分けて，

種内競争(intraSpeciiiccompet辻ion)と種間競争(in-

terspecificcompetition)の2つが考えられる。

種内競争すなわち同一種で作られた植物集団内の個体

間におこる競争はすでに明らかにされているように，非

常に明瞭な法則性があり，例えば，現在広く行なわれて

いる，単純，同令の人工一斉造林地などでおこる，蕊争

現象などはかなり明らかになってきている。

競争一密度効果(Competition-densityeffect)といわ

れている現象などがこれである。そして簡単な数式で表

現しうるようになって来ている。

しかし，異種の混交した森林などでおこる種間競争に

なると，この関係は，そう簡単にはつかめない。

－11－



四手井：混交林について

種間競争でも種内競争に近い現象がおこっていること

はわかるし，理論的にほその2種の各種内の競争と，種

間の相互作用(interaction)の総和としてあらわし得る

ことばたしかだが，それにしても2種間の相互作用はは

なはだ複雑である。

その各種の環境に対する要求度ばかりでなく，生長に

一寸でも差が生じると，たちまち両極間に優劣が出来，

相互関係がふくざつになってくるのである。

一般に種間の競争で特に毎木混交のような場合には次

のような場合がその種の組合わせによって生じてくる。

1）両種が共存して生育しうる場合．

2）いずれか一方の種がたち霞ち他を完全に圧倒する

場合

3）それほど急ではなしに，一方が他に除灸に圧倒さ

れる場合

1）の場合がわれわれとして最も望ましい形態である

が，このような場合はきわめてまれである。しかし，生

活形その他の生理生態的性質が非常に類似した種の場合

にほまれにおこるようであって，われわれの望むよう

な，生理，生態的に著しく異なった2種の間では（例え

ば，針葉樹類と広葉樹類のような）2）や3）の場合が

起こることがほなはだ多いようである。

すなわち，前記したように，同一樹冠層における毎木

混交では優劣の差が生じ，いずれか一方が優勢になり，

他を圧倒して，もしも自然環境において，自然競争にま

かしたままでは，われわれの望む混交林を成立さすこと

ははなはだむずかしいといわねばならないのである。

しかも種間競争に対する法則性を見出すこと臆そうむ

ずかしいことではないとしても，その具体的な個なの種

の綴合わせにおける，その法則の実数値，常数項を求め

ることは，無数に近いほどある樹種間の組合せでは不可

能に近いのではなかろうか。

毎木混交が理想としてかかげられながら，成功した例

がないのはこのことによるものといえよう。

しかし，現実の天然生林には非常に広い範囲に針広混

交林が実存している。特に今年夏北海道に調査旅行をし

て，北海道の山地林に広く混交林が分布し，むしろ針葉

樹単純林の方がすぐないことを象とめた。このことはす

でに北大の郷‘博士が発表している所であって，私の知

識不足であっただけのことであるが，このように現実に

混交林が存在することは，一方では，混交林の人為的実

現が不可能ではないことを物語っているといえよう。そ

れ故に天然生の混交林の成立過程につきよく研究調査す

ることが，毎木混交，すくなくとも同一林冠層での混交

の問題の解決の重要な鍵になるのではないかと思う。

今夏，北海道，帯広営林局管内の針広混交林で林分生

産鐘の調査をしていた間に，シラカンバ林内にアカニゾ

が点在し，混交林の初期の状態を示しているのを見た

が，この場合気付いたことは，広莱樹林内に入った針葉

樹は，侵入初期は決して単木ではなかった場合の多いこ

とである。ちょうど，巣まきや巣植えをしたのと同じよ

うに，ある通のアカエゾマツが1巣になって入り，一定

の広さを広葉樹内に占有しているのである。それが，巣

の童まで生長していくと，巣植え*2，における種内競争

と同様に，巣内の同種間の競争により，巣内の各個体内

に優劣を生じ，最後には，1，2本の最も生育のよいも

のの承が残存して，巣の占めた空間を独り占めすること

になるようだ。媛終段階の混交林分を見るとあたかも単

木が混交したように見えるが，その実，混交の初期には

前記した小集団一(巣)どうしの対抗により群状混交した

ものではないかと思われる。

前記したような，単木ではなしに群状の混交が，同一

林冠層での混交では股も可能性のある方法だと思われる

が，終局に至る毎木混交のように見える林分でも，元を

ただすと，このように，群対群の対抗により生じたもの

ではないかと思われる。

群対群の場合，種間競争に対し個体対個体の場合よ

り，抵抗性の多いことは，巣植の実験で筆者等がすでに

発表しているところである。それは，各群が生育に必要

な空間を，各を独立して占有していることが，種間競争

の緩和に役立っていると見られるであろう。この場合そ

の群内での種内競争は当然おこるが，この砿内競争は，

ルイセンコの見方のように，むしろ，種の存続を保つた

めに，各生育段階で不要になった個体が順次落伍して行

くのだと見てもよく（群内の各個体は，群を一つの個体

とゑると，単木の多数の枝と同一の地位にあるものだと

も思われる。樹木は生育するにつれ，下枝などの不要な

部分から落伍して脱落して行くのと同じように，群内の

不要な個体が枯死して行くことになる)，一種の作る群

の大きさが大きなほど，各種の椛成する群間の種間腕争

への抵抗は大きくなる。

以上のべたところから混交林造成法としては，毎木混

交より，群状混誕，ないし巣植え混交の方が，はるかに

造成の可能性が大きい'であろうことが推論される。
さらに林冠厨を異にした混交，この場合唯一種のすぷ

わけに近い状態を作ってやることでもしも，ある種の森

林の林冠下すなわち，特に陽光通のよりすぐない環境で

生育出来る，いわゆ協耐陰度の高い樹種が発見出来れ

ば，屑を異にした混交林の造成の可能性は非常に大きく

なる。特に，高木林の下に淵木林を導入することは非常
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四手井：混交林について

された森林を立派な森林だとよろこぶのははなはだ面白

い心理現象である。

これはしらずしらずの間の体験で，種間競争が，林分

牛産最を低下さすと信じていることが作用しているため

ではなかろうか。

しかし，種間競争が林分生産蛍を減ずるということも

常に真実であるとはいえないようである。

種間競争を実験的に行なわして見ると，場合により，

混交林分が両種の単純林のいずれよりも，生産量のすぐ

ない場合もあるし，霞たその逆の場合も生じる。

筆者等がアカマツとスギの混交について行なった実験

では図2に示したように，ある時期では，ある割合の混

交林分の方が生産量の多い場合が生じた。＊s’

これからの混交林の研究では，混交林造成方法の研究

の象ならず，混交林の林分生産性に及ぼす影響の研究を

も併せて行なわねばならないであろう。

特に近年のように，生産性問題が重要視されている時

代には一層その必要性が大である。

以上混交林造成につき私見を述べおおかたの御批判を

あおぎたい。

注※1）皆伐の繰り返えしによる生産力低下は特に樹

高生長に影響するようである。木材業者などが立木

の売買をする場合，二代目，三代目の造林地では肥

大生長が初代目とおなじだと思っても「のび」鯛

高生長）がなく，伐ってから損をするというのは高

さを見あやまるかららしい。

普通林分材積を大まかに目測する場合は，本数と

直径を見るが，代を重ねた造林地で
は高さの生長がわるく，予想外に林

に容易な場合が多い。人工の単純林でも手入の方法によ

っては，下木ほかなりの鐘侵入してくるものだが，われ

われはただ，けっぺきな手入刈りによりこれを切り捨て

ている場合の方が多い。

さらに，上層の林冠を調節し，陽光の林内への投入量

をま巷ば,下層は一層たやすく成立せしめ得るであろう。

混交にはまた時間的に見て一時的な混交と永久的な混

交があり，カラマツ林にスギを下木として入れ，一時的

に混交林を作るが，ある時期に上木のカラマツを伐り，

スギの単純林にするような場合や，砂防林のアヵマツ林

に，ヤシヤプシ類を混交し，アカマツが成林すれば，ヤ

シヤブシが消失してもよいような場合は，一時的な混交

の例であるが，このような混交もまた，厳正な毎木混交

よりは実行容易である。

要するに，ここで筆者の主張したいことは，厳正な

「同一林冠層」における「毎木混交」はその実行がほと

んど不可能で，実行可能な混交は，群状混交または層を

ことにした混交であること。もしも，しいて毎木混交を

望むならば，いつかばいずれかの樹種が他に圧倒されて

もよいという一時的な混交のみが可能性のある方法であ

ろうということである。

われわれは鴛観的に混交林，不斉林を望玖ながら，ど

うして林業的に森林を造成する場合には単純林，一斉林

を作ろうとするのだろうか，この点は森林を見るたびに

その矛盾性を不思識に思うのである。

混交林を林業的に希望している現在でずら，手入はけ
っぺきに行ないたがるし，またそういうけっぺきに手入

一

今

、

直径を見るが，代を重ねた造林地で

は高さの生長がわるく，予想外に林

分材積が出ないらしい。

注※2）巣植えを行ないその周囲を他

の種でかこむと巣内本数が多いほ

ど，巣内を構成する種の生長が良

く，他種に被圧されることがすぐな

い。筆者がすでに林学会春季識演

（1958）で発表した。

注※3）樹種混交の生産力に及ぼす影

響は，はなはだ興味あることで，こ

こに示したような関係の生ずる場合

もあり，また逆にまぜたことにより

生産力のひくくなる場合もある。理

論的には大阪市大の吉良研究室で解

明されつつあり，筆者等も目下苗畑

実験をくりかえしている。
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林水産用資材に使われるもの，食用や日用品資材となる

ものなど広範な種類を含んでいる。その栽培，生産の様

式鰹，地域的には林地と耕地にはさまるところで，集約

な取扱いのもとに経営されるものであるから，その経営

規模は零細となり勝ちであって，産物の大量取り引きに

困難が多く市場組織にのせることに難かしさがある。

温かい保謹施策を離れ，地域的篤腿家の手にまかせら

れているこれら産業は，あるいは外国よりの輸入品掴

あるいは化学製品の圧迫に衰退を余儀なくされているも

のが少なくない。試象に諸外国における特殊林産物の増

産に対する国の保護措置を拾いあげて見て他山の石とし

よう勤すなわち地中海沿岸のスペイン，ポルトガル，ア

ルジェリヤなどはコルクを世界の市場に送るために自国

外にその種苗の転出を鶏こして国内増産の保謹簾をとっ

ており，アメリカ，中共，フランスなどは松脂増産のた

め紅，政府買上げ，融資制度をとるもの，あるいは資源

木の伐採を政府の監理下におき，松脂採取事業の援助奨

励策がとられているのである。

栽培，生産に当って技術的改善を要することはいうま

でもないが，最も軍要なことは，それら産物の確実なる

販路と内外需給の現況をよく見きわめ，さらに将来にお

ける動向を把握して，実行に際しては，生産並に出荷機

職の共同化を計ることである。

かつてアブラギリ栽培の指導奨励の進められた時代

に，生産単位にのぼらない単木的小面職植栽が行なわ

れ，共同出荷の組織もなく思い思いに生産された種実が

出荷の道が開けず，その処分に悩孔遂に栽培意慾を失

って放蕊する結果を招いた栽培家が多かったのである。

およそ特殊林産物の栽培，生産に当って共通する問題

は，優良な品質をもつ産物をより安く生産して進出する

代替品や輸入品に対抗しなければならないのであって，

ここに栽培技術の向上がきわめて重要事となってくる。

しかるに従来のそれは二，三を除きほとんどのものは，

いたずらに伝習された原始的粗放の経営に童かせられ小

量の生産に甘んじている実情にあるため，必然的に生産

盤は高値をよんで，輸入品や代替品によって圧倒されて

しまう。

すべからく優良品種を選び肥培管理や病虫害の防除等

集約なる取扱いのもとに経営されねばならないのであ

る。

苦況にあえぐ特殊林産

斜陽産業とも承られる特殊林産の二，三について，そ

の衰退の原因と将来の見透しを検討してふよう。

I木蝋

ハゼの主産地である福岡，熊本県下確藩制時代に名君

のもとにばく・くまれてきて，木蝋の生産地として古い歴

史をもち，戦前には人のうらやむハゼ王国を築きあげた

特殊林産

の普及

小野陽太

特殊林産物の移りかわり

零細な営股の一環としてとり入れられる特殊林産物の

生産は，経営の多角化，収益の増大を計る適切な副業の

一つとして古くからとりあげられてきた。遠く藩制時代

においては藩民生活の安定ならびに産業振興の意味で，

名君のもとに保護政策がとられ奨励普及が行なわれてき

た。一例をあげてみると会津藩においては7木といって

カヤ，クルミ，ホオノキ，キリ，クリ，シパグリ，ウメ

を選び，南部瀞では御制木としてマツ，ヒノキ，スギ，

カツラの外にクリ，ウルシ，キリを指定し，また松江藩

ではアブラギリを奨励するために，特にその統制を計る

「木の実方」とよぶ役所を設けてその増殖指導が行なわ

れたのである｡

当時味それらの施策で農民の強するところ多く，地域

的ながら有利な産業として繁栄を蕊たのであった。

新しい西洋文化が導入され始めた明治の末期から大

正，昭和年代に入り社会経済事情が急速に変せんする

や，それら特殊林産物の奨励指導は，好況の時代には見

捨てられ，不況に遭遇すればとりあげられる波状的の歩

承をたどってき，今日においては一部のものを除き，地

方の篤志家の副業的産業として引きつがれてい･るにすぎ

ない。

かくして目ざ蓑しい科学工業の発達と自由貿易の活発

化する現代に及び，ある種の特殊林産物の需給伏態はき

びしい苦境においこまれ，それらの指導普及ほ根本的に

考え直さざるを得ない事態に到達してきた。

身近かな日常生活を見わたせば衣料は化学繊維に，住

居は鉄やコンクリートの進出下におかれ，特に石油，石

炭工業の産物はあらゆる分野の古き生活必需品を駆逐し

つつある。

限りなく発達をたどる化学工業の進展を思うとき，今

後の特殊林産物の占める価値に多大の不安がほらまれ，

その取扱いに当っては将来の需給の動向を把握し誤たざ

る指針が示されねばならない。

普及指導の難かLさ

特殊林産物は一口にいえば，木材，薪炭以外の総ての

林産をさしており，あるいは工業用資材となるもの，農

～

一
一

箪者・林野庁研究普及課
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のであって，当時における全国の年間生産量にも5000

トン余に達し，その70％にあたる輸出蝋はジャパン・

ワックスの名で世界市場を風びしたのであった。

戦後ハゼ樹の減少からくる木蝋生産の減退に加えて,

合成蝋の進出がようやく活発になり唯一の顧客であるア

メリカの需要ほ急速に減少してきたbその後年毎に衰退

をたどり近年における生産麓はおよそ’000トン内外に

減少し300トン余を輸出するに止まっている。

一方国内における需要もポマード，クリーム'チック，

口紅などの化粧品やクレヨン，鉛筆などの文房具，及び

繊維織物用などに限られてきて，せいぜい年間に700ト

ン程度でその需給の,<ランスがとられている。木蝋の需

要が激減した起因は石油資源より得られる合成蝋の発達

によるもので，今後石油化学工業の発達に伴って益盈そ

の使途がせばめられるのではなかろうか。現在でも真に

木蝋でなければならない用途は，二塩基性酸特有の粘籾

性を必要とする鑑マードの承で今後木蝋特有の新用途が

開発されない限り次第にその需要が減退するものと考え

られる。

江桐油

・アブラギリの種子から得られる桐油にはエリオステア

リン酸を多く含んでいて，今なお乾性油の王者の地位を

占め，各種の塗料，機械油，印刷用インクなどに用いら

れ，その需要は世界各国とも増大している。

わが国でも年間の需要戯はおよそ5000トン内外とい

われ，中共，アメリカより4500トン余の桐油を輸入し

て需要を賄っている実惰にある。

このように桐油が乾性油の首位を占めるゆえんは，塗

装面の表面と内部が一様に乾燥するところに特性があり

他の追従を許さない。桐油の代替油として大豆油，アマ

ニ油などの乾性を早める研究が進められているが未だそ

の見透しすらなく，かりにそれらの完成を見たとして

も，コストの点で果して競争し得るかに疑問があり，現

状おいては桐油の塗料界における地位はゆるがない。

桐油のわが国における需要ほ今後も益々増大する傾向

にありながら国内における生産量ほ僅かに225トン程度

で，しかもなお年毎に減産する原因はいずれにあるの

か，過去のアブラギリ増殖よりの経過を省桑てぶよう。

わが国のアプラギリの栽培は今をさる600年以前の旧

藩時代に始められ，島根，福井県が主産地となってい

る。昭和’0年頃以来その増殖が積極的に指導され，温

暖地方の各地にアブラギリの植栽が行なわれてきたが，

惜しいかな，それらの大部分は産業として発達を見るこ

となく，今日ではいたずらに放任また切り倒して他の樹

種に植えかえられているのが現状である。

この増殖失敗の主な理由として第一に考えられるもの

は，栽植の仕方が集団的でなく生産単位にのぼらない少

数ずつ総花的に植えられ，仕I荷販売の場合の共同化がと

られなかったことによるのである。そのため漸く収穫さ

れた種子も消我家の取り引き単位にのぼらず，承すぶす

放棄するの余儀なくされたものがきわめて多かったので

ある。

第二の理由としては栽培技術の非科学化によることで

ある。従来のアブラギリ栽培様式は優良個体を吟味する

こともなく，紫性不明の苗木を密植して，やがて結実期

に入れば着果する木を残して採種するいわば原始的の粗

放栽培法がとられてきた。もちろん肥培，病虫害の保護

管理淀ついてもほとんど無関心であったというても差し

つかえなかった。

アプラギリは雌雄同株であるが異株の傾向が強く俗に

雄木，雌木といって結実のよいものと悪いものに偏す

る習性がある。従って優良な性状をもつ個体を選抜し出

来ればつぎ木で繁殖した苗木を，適地を選んで疎植し，

十二分の肥培管理や病害虫の防除につとめて栽育しなけ

ればならないのである。

アメリカにおいては桐油の自給を計画し，州によって

はアプラギリだけの研究所を設けて品種改良を行ない，

優良品種を育成して合理的栽植を行ない今日の桐油輸出

国を築きあげたのである。

古い歴史をもちながらわが国の桐油生産は，前記の租

放的取扱いによるために生産費は高くなり，かつ生産費

がまとまらないゆえに，安価で大量に輸入され外国産桐

油の圧迫をうけ，次第に衰退をたどってきたものといえ

よう。

従って将来におけるわが国のアブヲギリ栽培は先進諸

外国の進歩した技術に劣らぬ取扱いのもとに生産体制を

確立して経営に当らなければ，進展を見ることは不可能

と考えられる。

Ⅲ松脂

生松脂から得られるロジンとテレピンは工業原料とし

て重要不可欠の資源であり財その需要は年を追って増大

し最近におけるわが国の需要量は約2万トンに達して

いる。

国産松脂の採取が始められたのは大正6年頃で，昭和

25年度にはおよそ7,000トンの生産をあげるようになっ

たがその後漸次減退をたどり，今日に鮪いては僅か600

トン内外を産するに止まり，不足の大部分は中共，アメ

リカより輸入して賄っている状態である。

国内に豊鴬なアカマツ資源をもちながら，松脂採取事

業の進展を見ないのは，一に原木の所有者が松脂採取に

－15－



小野：特殊林産の普及

よって原木に悪影響をもたらすものと考えて，採脂をき

らい，強いて採取せんとすれば高い原木料を請求するこ

とになることと，原木の立地条件が悪くなっていること

などで採脂生産費が高騰し，採脂の有利性が低調におち

る結果によるものと考えられる。

採脂技術の改善を計り生産原価の引下げに努力するこ

とも重要事といえるが，アメリカにおける国家買上げ制

度，中共，フランスにおける，助成保護制度などのごと

き助成策がわが国に存在しないことも衰退をたどる一因

ともいえよう。

他方松脂資源の大消費国であるアメリカにおける松脂

生産の態勢は，原木よりの採取方法を切りかえ次第にパ

ルプ溌液の再製によるトールロジンの生産に移る傾向が

顕著となっている実情を見れば，わが国の松脂採取事業

は，国の強力なる保護施策の下に生産原価の引下げを行

ない，採脂者の利益を増進させない限り，自然衰退はさ

けられないものと考えられる。

Ⅳシユ画皮

シュロ皮の繊維は強靭で水湿や酸，アルカリに耐える

ので漁具，ロープ，ブラシ，マットなどに使われ，和歌

山県下を中心として全国で2,200トン余も生産された時

代もあった。

戦後シュロ皮生産量の不足から止むなく輸入したパー

ム繊維は安価でありこれを混用することで十分使い得る

ことから，逐年輸入が増大してきて，今日では国産シ二

戸皮を圧倒するようになった。そのためにシュロ皮の国

内生産麓も当時の4分の1に近い650トン内外に減少し

てきている。

さらに最近に至っては合成繊維であるサランがシ1戸

製品やパーマ製品に進出してきて，従来のシュロ皮の使

途を奪い去るのではないかと承られるようになってきた

つぎにこれらの材料によって作られるノリしぴの価格

とその耐用年数を比較して承よう。

ノリしび1枚(20m×1.2m)の価格と耐用年数

要するにシュロ皮は上記のごとく外産繊維と合成繊維

との間に立たされ必ずしも楽観を許さない事態におかれ

ている。

しかしながらシュロ皮の使途には永い伝統をもつもの

もあり，今後の問題はこれら競争繊維との間でコストの

点で対抗するより道はなく，栽培技術の改篝中間買受

人の不当利得の排除等によって生産費の低減を計り需要

途の確保に努めなければならないであろう。

Vウルシ

ウルシは高級美術工芸品の材料として徳川時代に保護

政策のもとにその栽培が発達してきて，かつては2,000

1､ソ近くも生産されたことがある。その後は次第に衰退

の一途をたどり大正年代に入るや安価な外国産ウルシの

圧迫によって益を減産の度を加え，昭和年代に至って増

殖策をとられながらも生産が伴わず，今日に至っては僅

かに17～20トン内外を産する現状に立ち至っている。

最近における需要量はおよそ700トンにのぼるが，そ

の大部分は中共，仏印より輸入して辛うじて賄っている

状態で，昭和33年度においては5501､ンの輸入を見て

いる。しかるにこ,れら頼承とする輸入ウルシも，昨年来

の中共貿易の停止によって，わが国のウルシ流通面に一

大混乱を生じ国産ウルシ増産も強く要望されてきた。

国産ウルシの品質は輸入ウルシに比べて優れており，

高級美術工芸品用に欠くことのできないものでありなが

ら，生産少なくかつ高価なために，安価な輸入ウルシ

（国産ウルシ蛇当7,000門に対し中共ウルシ1,500円

内外）の混用を余儀なくされ，あげて輸入ウルシにまた

ざるを得ない現状におかれてある。

需要が多い国産ウルシが，増殖助成されながらも年毎

に減産をたどるのは，安価な輸入ウルシの圧迫によると

ころであるが，その原因として考えられるのは栽培者が

ウルシかぶれを嫌うために集約な取扱いを欠くこと，さ

らに大きい起因となるものは採液が栽培者自身の手で行

なわれることなく，ほとんどは掻子と称するウルシ掻き

取り者によって原木が安価に買いとられ採液されるので

ある。そのため掻子の中間不当利得を許す結果となって

栽培者自身の利益は低減し栽培者は増産意欲を失うこと

になるものといえよう。

ひるがえってウルシの将来に思いをいたすならば，国

産ウルシは高級美術工芸品としての使途はゆるがないと

しても，その需要面は極限され，大衆的の使途は品質の

劣る外国ウルシまたはカッシューなどで十分に間に合わ

せられる傾向が強く，国産ウルシの前途は特定範囲に止

まる運命におかれるものではなかろうか。
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250R
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400
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この表で判るようにバーム製品は価格において半額以

下であるが耐用年数短かく，サランは価格で1倍半内外

であるが10年以上の耐用年数をもっており，将来サラ

ンが改良麓産されるならば価格は低廉化するであろうし

正にシュロ繊維の強敵になるものでないかと考えられ

る。
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小 野：特殊林産の普及

今後の特殊林産物

以上のべた特殊林産物は新なる化学製品の進出により

あるいは自由貿易の圧迫によって，それらの国内生産が

苦境に追こめられつつあるもので,これが打開の道は強

力な政策的取扱いと基本的研究にもとづく栽培生産技術

の改善にまたなければならないものと考えられる。なお

上記特産物の外にコウゾ，ミツマタ，アベマキなどもそ

れぞれ前途に多難の憂を秘しつつも辛うじて横ばい的生

産が保たれているものといえよう。

しからぱ今後残される特殊林産物にいかなるものがあ

るかといえば，まず食用に供されるクリ，クルミ，タケ

ノコ，シイタケ，ナメコ，マツタケ，ワサビなどが考え

られるし，特殊加工用材としてのキリ，タケ，及びタン

ニン資源であり成長迅速樹であるタンニンアカシヤなど

もあげられるであろう。

もちろんこれらといえども未来永劫にわたって需要の

不安がないとはいえないが，技術的改善を怠らず，適切

な生産機構のもとに常に優良な産物を安価に生産するよ

う心がけるならば，将来とも農山村民の福祉に貢献し得

べきものと考えられる。次にその主なものについて栽培

生産股留意すべき事項をのべてみることとする。

エシイタケ

純粋培養菌による栽培法が確立されてからその栽培が

急速に普及し，乾しシイタケの全国生産量もすでに3000

~4000トンにのびてきて毎年その3割内外を輸出して

外貨を獲得し栽培者はその収益で安定した生計を営むこ

とができている。国内における需要は食生活の向上に伴

って逐年増大の一途をたどってきて特に近年にあっては

冬期におけるフレーム栽培による生シイタケの出荷が目

に見えて多くなってきた。輸出上の問題としては数年前

から唯一の顧客であるホンコン市場に中共産シイタケの

進出が活発となってきてわが国の輸出シイタケに一大打

げきを与えてきたことである。このことば中共における

シイタケ栽培の振興にかかわることであるが，わが国の

輸出様式に問題が含まれていることに起因する点が少な

くなく輸出機櫛の調整が痛感されている。すでにシイタ

ケの生産はわが国独占のものでない今日，優良な品質の

シイタケを安価に生産して，消費の拡大，市場の獲得を

計ることが重大事となっており，常に究められる研究結

果を基として栽培技術の改善に努めなければならない。

江クリ，クルミ

山村におけるクリ，クルミの栽培は今後の幾業経営に

役立つところきわめて大なるものがある。クリについて

はすでにクリタマパチ抵抗性の既栽培品種も明かにされ

ているし，新に優良品種の育成も行なわれて，今後それ

らが栽培の対象となるであろう。さらに胴枯病に対して

抵抗性のある優良品種の育成についての研究が進められ

ているから遠からずより優良な品種によるクリ栽培が盛

んになるものと考えられる。

クルミの栽植範囲はクリに比較して著しく劣るから授

粉条件を考慮した取扱いを怠らなければ栽培の地域は益

を拡大されるであろう。たまたま昨年度主産地の長野県

下に台風による被害を蒙つたが，これを契機として優良

品種の選抜育成や健全なる栽培法が確立されねばならな

い。

、キリ

戦後キリ材の不足から原木の価格が法外につり上げら

れたために全国的にキリ栽培が急増してきた。一方キリ

加工業界では，台湾，中共より外材を輸入してかろうじ

てその不足を補ってきたが，昨年度以来，キリ製品の売

ゆきが急落し業界は浮沈の苦境に至っている。その誘因

は高価にすぎるキリ製品の合間に乗じて安価な洋家具摸

の進出によるもので，今後キリ製品の需要面の打開簾と

しては新なるデザインによる安価な製品を広く販売する

よう努めなければならない。栽培者といえどもかつての

法外の売値を夢ふることなく栽培原価から象た適正な売

価で業者に譲渡する考えをもつべきである。

栽培上の問題としては，近年キリのテングス病が関西

より関東北部にまでまんえんし来って正に栽培上の重大

事を引き起している。本病はバイラス菌による全身病で

童だその病原体や伝染経路なども明らかにされていない

し，秋極的の防除縦も不明である。従って差当っては発

病地帯よりの種苗を使用しないようにし，肥培管理を十一

分にして健全な生育を計るように努め，被害木は早目に、

伐採焼却するよう心がけねばならない。

Ⅳタケ，タケノコ，タンニンアカシヤ，ナメコその懲

他

タケは艇家の周辺，河岸，里山地帯に分布してその総

面積17万ヘクタールに及び，年点竹材を1,200万束も

生産し,15,000トンに及ぶ竹材と1億5,000万円にの・

ぽる乾燥または缶詰としたタケノコを輸出して外貨を鱈

得している。

竹材の用途は各種家具，工芸材耗雑貨に向けられて

いるが，近年代替品の進出によってのび悩欺状態にあ

り，今後は大量の使途をもつタケパルプの需要に期待が．

もたれている。竹林の育成は既成林の改善に主体がおか‐

れるのであって，開花竹林の早期回復なり，肥培，択伐:、

の適正が計られねばならない。

タンニンアカシヤは，癖悪地の植栽に適しかつ成長力乱

迅速であるゆえ注目される樹種であるが，冬季の温旋が鍵
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小野？特殊林産の普及

零下4～5度以下にさがる寒冷地に育ちがたいし，その

取扱いはいわゆる栽培的撫育管理を必要とする。皮に含

まれるタンニンはなめし皮用，薬用，染料に供される

し，材はパルプ，坑木，薪炭に適しているので単に特用

樹種とするだけでなく婿悪林地に植栽し得る早期育成樹

種として取扱うべきものであろう。

ナメコ，マッシュルームなどの食用キノコは，近年そ

の生産麓が急増してきた。ナメコの市場谷の出荷は缶詰

にする必要があるので，栽培に当っては缶詰工場との間

に緊密な連絡を保つ出荷体制の確立が肝要であり，消徴

面の拡大と共に生産原価の引き下げに努めなければなら

ない。マッシュルームが事業的に栽培されだしたのは戦

後であって，近年漸く500トン余りを生産するようにな

った。このキノコは日本人の食生活に直ちに食い入るこ

とが難しく，もっぱら高級料理店に向けられておりそれ

ら消費面の拡大もあるが，主に輸出が対象とされてい

る。従って出荷，輸出機構の確立のもとに栽培されねば

ならない。

特殊林産物の普及のあり方

特殊林産物の栽培，生産は集約な取扱いを必要とする

ので幾家の周辺，典山地帯で，しかも余剰労力をもって

経営され，その収益は比較的高く，短期間に収穫が収め

られるの這営避の一環としてふさわしい産業といえ

る。今後の農業経営は耕作鍵業の整理，農家経済の向上

確立がせまられており，土地や労働力の合理的活用を計

り農，林，畜の組承あわせによる多角的経営が重要とな

ってくる。

特殊林産物のもつ営農的価値唯その種類によってば必

ずしも微をたるものといえないが，それらの産物は社会

経済聯情の推移に伴い需給の変せんが著しく，前述の種

類のように衰退または苦悩の極に追いこめられるものも

少なくない。

従って今後特殊林産物をとりあげるに当っては，それ

ら産物の内外における需給の趨勢を正しく把握し，その

土地に適する種類を選び，究められた栽培技術のもとに

集約なる経営を必要とすることはいうまでもないが，そ

れにもまして重要なことは零細な規模による経営といえ

ども，栽培者間に共同的連絡を保ち，零細な産物が統一

集荷され，消喪者または市場に安易に引きとられる体制

が確立されることである。

ややもするとおしつけ的植栽指導に止まり，それらの

産物の出荷販売について省り象ない向きもあって，栽培

者に思わざる不利益を与える結果を招くこともなしとし

ない。栽植から経営販売に至る一環した指導普及こそ縦

も重要なる要素となるのである。
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が完了してから行なうべきものである｡」とかいう理由

によって空中写真測量を取り入れることをほぼもうとし

ている。前者の「基本図の精確度」の点については，現

に相違している多くの資料を持ち合せており，その精度

については外部に知られるのも恥かしい状況である。早

急にこれを改造して高籍度の基本図を作っていきたいと

いうのが筆者の願いである。基本図が不良な段階にあっ

て，幾ら経営の合瑠上，近代化を提唱しても土地産業と

しての林業経営の全きは期せられよう筈がない。

後者の「実測がすべて完了してから」ということにつ

いて意見を述べておこう。現在，国有林野測定事業は，

その大半が官民界の実測に追われており，はなはだしい

局では今後数10年もこの作業淀没頭しなければならな

い実状にある。境界問題については，明治時代から継続

して行なわれている業務である。

官民界が確乎不動なものであるならば蓑だしも，国有

林は交換分合，買入，売払等が行なわれ，境界線は年と

ともに変るものであり，境界測量は永久に中断するもの

ではない。従って，国有林内部の区劃線例えば河川，道

路，国有林字界，林班界，小班界等の測量ば，境界測量

が一応一段落してから，平行的に実施するとしてもこれ

から何年先になるか見透が立たない現状なのである。

国有林の経営は，外周だけの境界確定によってなしう

るものではないことは明らかであり，内部区画線が明細

に入って，少なくともそれらの林分ごとの面積，蓄積が

的確に把握される前提がなければならない。

空中写其測量によれば，1，2尺左右に測定の振れが

あったにしても全体面積はほとんど変りはないという特

質をもっており，1，2尺の振れが内部区画線にあった

としてもそれが問題にはならないのである。（基本図は

1/5,000の精度である｡）

ここで，さらに境界測量（トランシツト）によらなけ

れば正しい国有林面積が出ないということについて一考

して承よう。官民界の境界を象ると，それは必ずしも測

線の連続ではない。それを測定上の利便のため，測線を

直線とし，境界の凹凸のあるところは，点間距離を短か

くして測定している。がそれにほおのずと限度がある。

現在の測量は，点間距離30m～50xn程度で行なわれて

いる。その点間（見放点を含む）を結んだ直線は真の境

界ではないのであるが図面上あるいは面積算定上は直線

として取扱っている。これでは真の面積は算定されてい

ないわけであって，将来ほ境界測量の方法を変えなけれ

ばならない時代が来るだろうと考える。

点間距離をどの程度に取るかという問題をつきつめて

考えるならば，面積の算定は空中写真による場合と余り

変るところばない｡(反って高精度の図化によれば，その

真値を空中写真は与える時代も遠からず来るであろう｡）

空中写真測量

の現状と将来

片岡秀夫

はしがき

戦後，空中写真測量を林野関係に取り入れられたの

は，昭和25年頃からであって，当時は，昭和22,23年

頃に米軍が撮影した空中写真で地貌図馳性線図）を作

成したのが始めである。時あたかも森林法の改正当時

であり，民有林の森林計画制度が発足し，各都道府県と

も1/5,000の基本図の作成が義務付けられたときであ

り，この図面の森林計画への実効は年と共に上がり，昭

和28年には正式に民有林全般についての地貌図を化が

取り上げられ，その普及の速度はめざましく，現在まで

にその図化実績ば民有林全土の85％に達している。

1，2年を出でずして全民有林は地貌図で覆われること

となる‘他方，国有林についても，昭和28年頃より試

験的に図化が行なわれていたが，この頃新規撮影の試験

段階を経た新しい空中写真を用いての図化が，糊度より

承て米軍のそれより数段良いことが確証されたので，こ

の新しい空中写真を用いて図化が行なわれてきた。

昭和.30年には，北海道国有林の風倒木処理と関連し

て大掩的な新規撮影が始まり，昭和32年度には経営規

程の改正にともない，経統業務として毎年150万ha(包

括区域面積）の撮影が実施されている。この間，新規撮

影による空中写真測鹸の精度を高めることを目的とし

て，昭和33年度より空中三角測瞳が年間30"ha余

について実施されてきた。

空中三角測造は，精密図化を行なうために実施される

ものであり，国有林の基本図の整備を行なうためには，

この方法による図化が望まれるわけである。従来，国有

林の基本図は数10年来種盈の手入を行ない，一応全国

的に完成されているかに見られるが，その内容庭ついて

は，地区によって相当の糖粗の差があることが空中写真

の図化によって明らかとなった。そこで，これらの基本

図の内容整備のため，速かに基本図の手直しを行なう必

要性に迫られてきたわけである。

一林政指導者は「数､10年来用いてきた基本図に間違

いのある筈ばない｡」とか「空中写真測没はすべの実測
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とするならば，現在行なっている境界測量は，境界線を

決めたときの証拠手段として現地の測点を再現しうるた

めに行なわれるものであり，境界石標は境界線上の主要

点に設けられたものと解釈される。

とまれ，官民界の境界については，明らかでないとい

う個所が相当あり，また過去において行なわれた境界確

定線（売払，買入等も含む｡）を再測により見出す測量

（検測）が現在も行なわれている。これらの業務は早急

に片付けなければならないし，将来とも変りゆく境界線

の測量を進めなければならない。

従って，国有林の測定事業は，一部の局を除いて大半

のものが内部区画線測鐙に入る余裕嫁持ち合せていな

い。なお，これまで用いられた内部区画線はコンパス測

篭で行なわれているものもあるが，外側と内側に間違い

のあるものがあるため，偏歪はめ込桑作業が行なわれて

おり，一方韮本図も数回書換えられているため，その移

写のずれが累積して多くの誤差が認められる。

「境界測愛がトランシットにより行なわれなければ確

定面積が出ないので，内部区画線を空中写真測量等によ

って行なっても意味がない」というような意見は当を得

ないと云える。まして，「内部区画線腱空中写真でなく

実測でやるべきだ」という意見も当らない。

現状にお↓､て取りうる最善の手段を識ずべきであっ

て，その時点における濃善を尽した面積をもって国有林

内の面積として，古い台帳の面職は更新すべきであろ

う。そして遠い将来において実測が行なわれたときにそ

の時点で再度修正すればよかろう。

さらに，森林資源は少なくとも人天別，樹種別，令級

別等の林相別材積，成長量を把握することが必要であ

る。これらの的確な把握をするためには，現段階では面

蔽がすべてペースとなっていることば周知のとおりであ

る。収穫林分のうち，一部について毎木調査が行なわれ

ているが，残存する広大な森林の毎木調査は全くの不可

能事である。従って森林資源調査もその大半が目測程度

で行なわれてきたのであって,ha当り材積，成長量をそ

の林分の面積に乗じてその材積，成長量としていたので

ある。「サンプリング調査は経識がかかる，人手が足り

ない」ということを耳にするが，サンプリングも行なわ

ないで何で的確な資源がつかめるかと云いたい。

さらに「数次の検討を行なってきた国有林資源量が2

割も3割も増える筈がない。成長量が培増になるとはも

ってのほかだ」とも云う。とするならば，検訂時には，

小班ごとに前調査法の材積に5年間の成長鐙を加えてお

けばよく，また成長鼓についても同様である。（小班ご

との成長量調査は全くナンセンスな話であるが｡）従来

行なってきた目測による小班別の現地調査の繰返しは一

時行なわないで，その経費と労力をサンプリングに傾注

し，材穣，成長量をつかむように努力すべきだろう。

また，「標準地調査ならよいがサンプリング調査は駄

目だ｡」「サンプリング調査は過大に出るのではないか｡」

ともいう。前者についてばサンプリング調査と標準地調

査ば，プロット選定のとき無作為に取るか（確率論によ

って)，有意作意に取るかが異なるのみであるといいた

い。そして一般にサンプ.リング調査では信頼性を高める

ためプ戸ツトは小面穣を取る代りに数を多くし，標準地

澗査ではプロットは大面積で数が少ないのが普通であ

る。サンプリングは調査精度が得られるが標準地調査で

は全く判らない。標準地調査はサンプリング調査に精度

という点では対抗できないということを認識したい。

後者の「過大に出るのではないか」という点について

は，精密毎木調査とサンプリング調査とが比較され種禽

の成果が発表されすでに周知のとおりであり，また成長

錐による成長量サンプリング調査については，別誌で詳

しく発表している通りである。林業に端ける空中写真の

活用ほサンプリング調査と関連があるので，ここにつけ

加えて意見を述べた次第であるが，これらの点について

ば総合的に次の機会に触れることとしたい。

空中写真測量により精密基本図が作成されれば，林旺

の面積が改算され，従って小班面積の改算も行なわれな

ければならない。さら漣，森林調査法の小班別材職成長

量も変えなければならない。これらの業務は写真測濫と

同様，請負事業で可能であるが，直営聯業として過重で

あれば，第1分期伐採予定個所の調査等を節約しても行

なうべきものと考える。第1分期伐採予定量は全体の資

源量を的確に把握しなければ決らない問題である（面積

平分法であれば話は別である)。全体資源を過少にぶて

（従来の例より）その成長量に見合う材種を有する個所

を拾って第1分期の伐採予定個所とすれば，国有林地の

高度利用という見地から望堂しいことではない。全体資

源の的確な把握を行なわないとすれば，第1分期個所の

実測を行なわないで個所を決め（見込成長量に見合う見

込材積を拾うこととなる)2伐採量で伐採調整を行なわ

ないで，個所で行なうのがどちらかといえば理論的であ‘

る。従って第1分期伐採予定個所の毎木等の実測を節約

をして，これに面積改算を肩代りさせることがより合理

的である。第1分期個所の調査を節約すれば，事梁の実

行に支障があるといわれるが，これは経営計画の上塗り

作業を行なうことであり，また，年次計画の諸帳簿とか

複雑な手続に問題があるからであろう。経営計画と事業

の実行及びこれと関連する年次計画は規程改正時に考え
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て↓､たものと現状とでほその趣を変えており，その効果

的運用は行なわれていないといってよかろう。空中写真

測量と関連して，上記の諸業務が行なわれないとすれば

経営上由なしき問題であり，為政者の怠慢であるという

批判は免れないであろう。

さて，これらの考え方に立って，本年度から空中写真

測瞳を経営事業ベースに乗せるため，以下述べる手順と

方法により作業を開始したので，これの概要について述

べ，御参考に供することとしたい。

1．空中写真測量の手順

（糀密図化作業について）

空中写真による総密図化作業ほ，国有林における基本
②

図の原図を作成する作業であって，永久的にこの図面を

活用することを目的として行なわれる。従って，図化の

方法Iま相当厳格な規制のもとに行なわれ，写真による内

部図根点の設定，地性，地形，林相等が表現される作業

であり，撮影の方法から図化並びに成果品作成との関連

を十分接合させるため，次の手順で行なわれる。

この撮影に当っては，予め出発モデルと最終モデル並

びに中間モデル（モデルとは写真と写翼の重なり部分を

いう，一般には,60%重複して撮影されている）に対

空標識を行なうとともに，内部図根点の増設を要すべき

個所に対空標識を行ない，これが写真上iこ明瞭に表現さ

れるように撮影される。特に骨幹コースについてば，現

地に設置した対空標識が飛行コース内に入るよう撮影さ

れなければならない。

このような地区鯖密図化地区）は基本図の精度不良

な地区で，昭和38年度に経営計画を編成する地域を選

定しており，全国で4経営計画の50万ha(包括面積）

の青森，秋田，前橋，熊本局がその対照となっている。

この地区は，撮影当年度に1級図化機によて標定点測

量，内部図根点測童を実施するとともに，写真上に事業

図を参照して林小班区画，林相区画を挿入する作業も行

なわれる。標定点測量と朧，一般に空中三角測量といわ

れる測量であり，写真を連続して接合させるために1モ

デルの各隅と中間の6点が写真上で選定され，その座標

値を求めていく測童であって，その際，対空標識をした

増設図根点の測地座標値も同時に観測算定されるもので

ある。ついで，第2年度に標定点測避の成果により，2

級図化機を用いて精密細部図化が行なわれる（糖密図化

を行なうためには，標定測趣の実施が前提となる｡）

図化は，地形の平面位臘をおさえることと，各種の区

界，等高線，地性変換点，林小班（林相界）等を挿入す

ることをその主眼とする。この際には，機械原図に既往

実行された境界点，三角点，図根点，標定点等の成果を

1/5,000に展開して図化を行なうものである。

図化が完成すると，この成果品をマイラーペースに滴

絵するとともに，林班までの面積計算を行なう。

第3年度には，森林調査を小班ごとに実施し，小班面

積を確定して森妹調査法を訂正する。

第4年度には，経営計画を編成するに必要な作業を行

なう。

以上のような手順により，空中写真による精密図化作

業が行なわれる。、

2．空中写真の撮影

空中写真によって精密図を作成するためには，撮影に

先だち，空中三角測量を実施するに必要とする基準点

（主として国家三角点）に対空標識を設隠する必要があ

る。対空標識は，空中三角測量を行なうために必要とす

る骨幹撮影コース（表面撮影の両端をクシ状に撮影する

コース）の出発モデルに3点，最終モデルに2点，中間

モデルに1点，並びに表面撮影コース（東西に全表面を

被覆するコース）の中間点に1点以上設隠される。骨幹

コースは表面撮影の写真（モデル）が10枚程度以内に

なるように計画されている。

対空標識の設置が完了すれば，スイス製RC5,RC

8とかドイツ製R.M.K.という優秀なカメラで撮影

が実施されている。飛行機はビーチクラフ1，，ダブ，エ

アロコマンダ一等の双発機が用いられる。

8，9月頃に朧写真成果品の作成が行なわれ，引続い

て当年度内起標定点測量が実施される。写真の成果品は

密着写真2部，引伸写真2部ポジフイルム1部，標定図

1部，複製標定図1部，縮少標定図1部，集成写真図1

部，複製集成写真図1部，縮少集成写真図5部であるが

精密図化地区は，さらに引伸写真2部（1部標定点刺針

写真，1部森林区画済写真）が作成される。

3．標定点測量

この作業は，オートグラフA7とがステレオプラソグ

ラブC8を用い，対空標識を行なった三角点，水準点及

び現地増設基準点測鐙の成果に基づいて空中三角測麓を

行ない，毎写真（作業にはポジフィルムを用いる）の標

定点，空中図根点の位置及び高さを測定し，電子計算機

により誤差の配分を行ない，その成果表を作成する測量

である。

対空標識をした空中図根点（永久漂石設置）の精度

は，平面位置，高さとも平均誤差土1]n,最大誤差2m

の精度でおさえられるものである。

標定点を現地におろしうるものほ，観測計算後にその

地点に人造石標等を設置し，空中図根点として用いるこ

ととしており，前者についてはどの測溌機械を用いても
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片 岡：空中写真測量の現状と将来

その測量の基準点として用いうるものであり，後者は簡

易トランシット，コンパス測鉦の基準点として用いられ
るものである。

空中三角測量は，機械数，技術者数等の関係で年間の

作業には限度のある現状からして，空中三角測溌を実施

する地区につし､ては，十分その真価を発揮するよう措置

し，手直しのあることのないように心懸けねばならな

い。空中三角測量による空中図根点が今後は増えて行く

こととなるので，その測量精度に応ずる空中図根点の等

級を付する必要があり，一等空図より六等空図の等級を

設け，本年よりの対空標識を設けた空中図根点の等級は

三等空図に概当するものであり，標定点を現地におろし

た空中図根点の等級は四等空図に当る。これまで行なっ

た空中三角測量は五等空図に格付される。

（一等空図ば平均誤差土25cm,最大誤差50cm二

等空図は±50cm,1mであって林産関係では将来考え

られるものであり，六等空図は土8m,15mで図解輻

射線法によるものである）

4．基本原図々化測量

上記の標定点測量の成果を用いて2級図化機（’級図

化機でもよいが不経済である｡）で基本原図を調製する。

この図化は第2年度に行なわれる作業であり，三角点，

図根点，行政区界，事業区界，境界点，標定点，空中図

根点，河川，道路，部落，水田，畑，崩壊地，治山工作

物等を入れるとともに，地性変換点を50～100mおき

にとり，等高線を10m間隔，計画線を50m間隔で描

示する。変地形平坦地等は間曲線5Xnを入れる。さら

に，小班界，林相界，林班界等の森林経営上の区界をも

挿入する作業を同時に行なう。基本原図の大きさは，大

半の局は60cm×90cm,一部の局で60cxn×80cmを

用いているが，いずれも’/5,000の図面である。なお，

この作業を行なうに当っては，図化のため，主要な境界

点，林斑の起（終）点等について現地刺針作業が行なわ

れ，従来の実測成果の移写等の作業が行なわれる。

5．測量成果の清絵，複製

測図成果は基本図として完成され，清絵作業を行な

い，営林局用基図とするとともに，営林署用基本図を複

製清絵し，さらに事業図(1/20,00のを作成して複製が

行なわれる。従来これらの清絵，複製の作業には，きわ

めて多くの労力と経費が饗されており，この事業を合理

化しスピード化することは測壁事業の大きな分野をなし

ている。

そこで，本年度より次に述べる方法によることとし

た。まず，基本図（営林局用）にはマイヲーを用いるこ

ととした。マイラーペースは薄手のセルロイド状のもの

であり伸縮が無いため，その複製はきわめて便利に行な

われる。このマイラーペースには予め内図郭線，外飾を

印刷したものを用いることとした。（内図郭線を引く作

業には，従来相当の労力を要していた。このマイラーは

「内図郭線入りマイラー」という）

このマイラーに清絵されたものを測逓成果として保存

し，確定された小班界を入れた基本図を作成するときに

は，上記のマイラーから感光剤を塗布したマイラーヘ直

焼する方法を用いることとした。（この直焼されたマイ

ラーば「直焼マイラー」といわれる）

営林署用基本図は,従来営林局の基本図（ケント紙）

より移写していたが，その手数を省くためAKケント

紙（アルミ入り)，鉛化ビニールケント紙等に直焼する

方法を用いる。

（このケント紙は「直焼AKケント紙」「直焼エン

ビケント紙」といわれる）

次に，事業図の原図用紙にもマイラーを用いることと

し，この原図を直接焼付けて所要の着色をして事業図と

することとした。事業白図も，この原図から必要な時期

に必要枚数を複製することができる便利がある。

森林図式も以上の点を考慮して，黒色一色を用いるよ

う本年改正している。

あとがき

以上が本年度より国有林野事業に取り入れた精密図化

作業の大要であるが，国有林では前述のように地貌図

馳性線図）作成作業が平行的に行なわれているが，地

貌図はその図化の性格から暫定的な手段として用いられ

るものであり，従来の不備な基本図を全面的に改正しえ

ない場合もある。このようなことでは，経我の効率的な

活用にはならないし，また，基本図の精度向上には役立

たない。

従って，今後は地貌図の精度向上と精密図化作業を行な

うことにより，基本図はその様相を一転し，新しい基本

図は，国有林経営の基磐として十分その役割を演ずるこ

ととなろう。

土産地業としての林業にあってば，韮木図の正確度が

経営内容を示す一つのバロメーターであるといえよう。

空中写真は，測避事業のほかに，森林調査部門につい

て象ても林相区分，材積調査のための標準地の選定，サ

ンプリング調査，写真材積表の作成と材積推定，収穫予

定林分の概定等，さらに林道索道計画，治山，造林，製

品事業等まで広く活用されている現状である。

すべての有形無形の障害を取り除いて，空中写莫の特

質を生かした効率的活用により，林業経営は近代化，合

瑠上への道を辿ることとなろう。
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これは最近の家具類等の大型化により長さにおいては

現行寸法では不十分であることがわかったので90crnと

したものであるが，幅については6cmとしても支障が

ないことと，広葉樹丸太の生産状況からみて大径木とい

うものが減少して小径木が漸次増加しているという原木

事情からして緩和して，現行規格で規定している簸小面

積とほぼ同様にしたものである。

②丸太の径について

現行規格では丸太の径は材の最小径とする。ただし林

の長さが18尺5寸以上あるものについては材の中央に

おける最小径を丸太の径とする。とあるを改正案では丸

太の径は材の最小径とする。との誤規定し，すべて股小

径とすることに改めた。

これは材の中央における最小径を測定することは実行

上困難であるということより，協議会において普通の造

材寸法のものには中央寸検を行なわないようにすべきで

あるという強い意見が多かったことと，この寸検方法を

実行していないという声が多かったためである。

次に現行規格による最小径が6寸以上の丸太で最小径

に直角な径と最小径との差が最小径の20％以上あると

きには両径の平均値を丸太の径としているのを，改正案

では径が14cm以上ある丸太で両径の差が6cm(径

が40cm以上の丸太は8cm)以上あるものは最小径

の数値に6cmごとに2cxnを加えたものをその丸太

の径とするよう改めた。

これはいわゆる扁平率の大きい丸太における丸太の径・

の取り扱いを規定したものであるが，この改正案は現行

規格より大幅に改正した点であるので以下改正の理由を

説明する。

丸太の材積は末口自乗法により（丸太の径)亀×長さと

して計算される。すなわち丸太の木口断面積<s)を円と

ゑたとき,S=崇鬮=frr2(ただしd=直径,エー半径）
となるが，元の代りに4を代入してS=4rgとし木口

断面讃を正方形として材職を計算している。ところで扇

平率の大きい丸太の材職は木口断面を円とみることは無

理でだ円と承なすのが適当であるから,S=7Zab(ただし

2a=だ円の短径,2b=だ円の長径）においての元の代

りに4を代入してS=4abとし，木口断面積を長方形

として計算することが妥当と思われる。

さて用材規格においては丸太の径は実用上の簡便さ等

からして原則的には丸太の股小径一方指しによるため，

材積計算において末口自乗法の範囲内で論ずれば木口断

面が正門である丸太以外は股小径を丸太の径とすること

によってすべて（－）に計算されることとなる。そこで‐

篇平率の大きい丸太については一定の計算径によって材

積計算することとなっており，現行規格では径6寸以上

用材の日本農林規格改正の

要点について

中沢 俊
一

はしがき

昭和34年1月1日より実施されているメートル法も

木材関係にあっては特殊事情もあって一部の品目をのぞ

き2年間の猶予が認められていたが，いよいよ明36年

1月1日より完全実施されることとなっている。

林野庁としてはこのメートル法実施にそなえて現在尺

貧法によっている規格をメートル法によるものに改正す

るとともに,現行の規格が制定後数年を経ており,その間

の需要動向の急速な変化にともなって生産事情も大きく

変励を承ている現況から規格の内容について再検討する

時機にもあるので，この機会に木材規格全般にわたって

根本的に検討を行ない実態に即した規絡に制定すべく，

昭和33年度頭初より林野庁長官の諮問驍関として木材

関係規格改正協議会（以下協議会という）を設置して広

く関係方面の意見を聴取しつつ規絡改正を行なっている

が，この程木材関係規格のうちその中心的存在である用

材規格の林野庁改正案がまとまった。

この改正原案は今後農林大臣官房の文書課において文

寵等の整理がなされ，農林大臣の諮問機関である艇林物

資規格調査会の審議を行なって最終決定を象ることとな

っているが，メートル法実施は関係方面の関心が特に強

く，また明年’月’日より完全実施という現実に立った

とき最終決定をみてからでばあまりにも準備期間が短か

いと思われるので，林野庁改正案を得た機会にこの改正

案についてその要点と基本的考え方および改正に当って

協議会で論議の中心となった問題点等について説明を行

ない参考に供したいと思う。

1．総則的事項について

(1)無欠点裁面の定義について

現行規格では特定の欠点のない方形をなす最小幅と最

小長が幅については2寸5分，長さについては2尺5寸

となっているのを改正案では幅について6c]n,長さに

ついては90cmと改めたことと，無欠点裁面内に許さ

ない欠点は原則として物指で測定出来る欠点のみに整理

し，ねじれ，なわ目，変色等の欠点は取引の実態からゑ

て材全体で品等区分するよう配慮し削除した。

べ

凸

。

《
』

繁者・称野庁林産課
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ー－

の丸太で最小径に直角な径（股大径とみなす）と股小径

との差が20％以上ある場合には両径の平均径を丸太の径

とすることとなっている。しかるにこの扇平率が20％以

上の丸太は平均径，20％末満のものは鐙小径による方法

を検討して象ると，この計算径を適用される扇平材は通

常の形状（最小径によるもの）の丸太に比較して極端に

過大に算出されることになり，この二方法の間に材積計

算上大きなアンバランスが生ずることになる。すなわち

丸太の最小径=apそれに直角な径==b,扁平率-:-
叩とすれば，通常の形状をした丸太（木口断面が正門の

ものをのぞく）がその径を股小径とすることによって生

ずる誤差率は次式によって求められる。

めた。すなわち股小径とこれに直角な径との差が6cm

あるごとに最小径に2cInを加算したものを丸太の径と

する方法によると，扁平率の大きいものにこの改正案に

よる計算径を適用することによって生ずる誤差率は次式

によって求められる。

誤蓋率_f{a(｣÷¥)}".｡"('+¥)"
a277

・－1＝、－－－－－1

fab

（'+1号主)’ －1＝（3＋叩－1)2＝ －1
万 9刀

_(2+")2－1…．..．…….…･･･(3)
9可

ただし改正案の計算径は次式によって求められる。

計算径=a+÷(b-a)=a+÷(a'7-a)

一風十÷("-')=a('+¥)
そこで(1)および(3)によって誤差表を作ると第2表の

通りとなる。

第2表最小径による誤差率と改正計算径によ
誤差率の比較表

二
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(1)

また扁平率が20％以上ある丸太の径を現行の平均径と

することによって生ずる誤差率は次式で求められる。

誤差率＝‘(竿)。-､--EP_,
:ab
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そこで(1)および②により誤差率表を作れば第1表の

とおりとなる。

第1表最小径による誤差率と翼行平均径による

誤差率の比較表
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第2表によってわかるように，扁平率の小さい丸太も

大きい丸太も,ほぼその材積誤差比率において同じよう

に取り扱われていることがわかる。

次に改正案が作業能率に及ぼす影響であるが，胴平率

の大きい丸太は一般的にみて広葉樹に多くまた大丸太に

多いということより札幌営林局管内の日高地方，旭川営

林局管内の士別地方の国有林でナラ，カバ等数種類の広

葉樹約2,500本について本改正案が適用される頻度につ

いて調査した結果は第’図のとおりであり，径が40cm

以上のものにあっては約50％というきわめて高い適用

頻度であることが判明した。そこで径が40cm以上の

丸太にあってはこの点を修正する意味と，末口自乗法に

よる材積が大径材にあっては，実材積よりやや多く計算

されるということよりその差が8cIn以上あるものにこ

の計算径を適用することとして頻度を調査したところ第

り

５
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この表でわかるように丸太の径を最小径とするものと

平均径にするものとでは極端に差違を生ずるとともに最

小径による丸太から平均径の丸太へ移るときの材積上の

変化がアブノーマルであることがわかる。

そこで今回の改正にあたっては，通常の丸太も扁平率

の大きい丸太もほぼ同様な取り扱いがなされるよう配慮

し，現行の短所を是正するため改正案による計算径に改
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う二点により改正したものである。

(3)丸太の径の単位寸法について

単位寸法は一般に括約寸法室たは飛びと称されており

現行規格では5分となっている。改正案では丸太の径ま

たは杣角の厚さおよび幅は14cm未満のもは1cm,14

c皿以上のものは2cmとし単位寸法に満たない端数は

切り捨てるものと改めた。

この丸太の径の単位寸法については今回の規格改正に

あたって最も論議の多かった点であり，本案の決定をゑ

るまでには約’年間にわたって討議がなされた。林野庁

としては素材の利用状況，実材積との関連，作業能率，

商取引の点等あらゆる角度から慎重に検討した結果結論

を得たものである。

すなわち現行規格の5分括約はメーI､ル換算して約

1.5cm括約となるが，これを1cm括約とすべきか，

2cm括約とすべきかという問題で木材消費者代表委員

のほとんどが2cmを主張したのに対し森林所有者は小

径材について2cmとすることば承認できないと強こう

に主張して互にゆずらなかった。材野庁としては末口自

乗法を採用している以上，小径材について2cIn括約と

することは実材積との関連において無理であるというこ

とと大径材については2cm括約にすること実材積との

比較においてもまた実用上の点でも好ましいということ

より，18～20cm付近を単位寸法の切り換え点として，

これより小さい径級のものは1cnl括約，これより大き

い径級のものは2cm括約とすることが適当であると考

えていたのであるが，協議会においてなかなか決定を染

るにいたらなかった。

一律に2cIn括約を主張する主たる理由は次のような

点である。

i･径の測定に当り径級によって単位寸法を異ならし

め,更に小丸太の括約を小さくすることは現場の寸検作

業および労働上大きな支障をきたしきわめて難事であ

り，机上の空論にとらわれることは労務，作業等より生

ずるロスの累積がきわめて大きい。

ii材積計算法に末口自乗法を採用する以上実材積の

測定は不可能であり，その見地より利用材積の観点に立

つべきで一部の丸太が実材稜に近いという仮定に立って

簡素化に反する1cm括約を採用することは無理であ
る。

iii小径材と大径材との材菰計算におけるアンバラン

スは価格によって操作し得る問題であり，小丸太を1cIn

括約にするより2cm括約にした方が表面価格が高くと

も流通上何等支障がない。

iv現行商憤習および現行規格の材積に近づけるべき

頻
度
〈
％
）
卵
州
卯
伽
仰

↑ 長径と短径の差か,･6Cm以上おる丸太の頻度

30C孵澗30･5Im40-4Im50-51m60-6ImVOGIwIIt
一丸太の径級

第1図

i頚＃
40

30

20

10

A長径と短径の差が6Cm以上(丸太の径が

以上のものはその差が8Cm1M上)ある丸

B扁平幸が20％以上ある丸太の銅庇

40Gm

大の頻度
＝

、

’ ．‘ ￥

30m未満30へ3940,49_50､5960-69WOcmll上
01IIcmcmcm

－→丸太の経級

第2図

2図の実線のとおりとなりこの計算径を適用する頻度は

15～30％程度となった。そこでこの改正案によって計

算径を適用する頻度と現行の平均径による頻度を比較し

て承ると第2図の実線と点線の比較となり改正案による

頻度は径60cm以上（径60cm以上の丸太は最近減少

しており，北海道においてすら広葉樹生産総数量比の

10％以下である）は別として約10％程度多くなるとい

える。しかしながら最大径と股小径の差の頻度は第3図

畠

f

↑：
30

20

IO

長径と短径の差の頻度 《
一

y一戸一言、－－－－－－
012345678.910､ll1213
－→長径と短径の差(Cm)

第3図

のとおりであり，差が18cm以上もある丸太の頻度は

きわめて少なく（全体の’～2％）従ってほとんどのも

のが股小径に+2cm,または+4cmという非常に簡

便な計算でよいので作業能率は現行規格と大差がないと

いえる。

以上のとおり木口断面が如何なる形状のものでもほぼ

同様に取扱われるという利点と，作業能率的にみても股

小径とこれに直角な径の両径を測定する頻度は約,0％程

度増加するがその計算はきわめて簡単なものでよいとい
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で，急激な変化はさけるべきである。

これに対して，小径材を1cIn括約とする主たる理由

は次のとおりである。

i小丸太においで1cm括約にすることが実材顧に

近いことは事実である。個,々の丸太について若干の相違

があっても，無数の丸太の平均を考えればこのことは数

学的にも明瞭である。

ii小丸太と大丸太の材積計算における隔差を大きく

すべきでない。一律2cmとすることは現行の5分括約

におけるこの隔差をさらに大きくすることとなり，極端

な不自然さを生じ色なの弊害を生む恐れがある。

iii素材取引に混乱をきたす。すなわちiiのような大

きな隔差は素材生産業者の堪えるところでばなく歩切れ

等の問題が横行し，これはかえって簡素化の趣旨に逆行

しさらに混乱を増す恐れがある。

iv実材積との差による弊害は最小限度に止めるべき

である。素材中重要なウェイトを占める小丸太において

その計算材積が実材積と相当の距離を生ずることは運賃

その他諸掛りの負担において著しく不合理，かつ，不公

平な面を生じ，統計その他にも実際との遊離がはなはだ

しく今後の林業の実態把握にも不便な点が少なくない。

大体以上のとおりであり，この両主張は互に-と歩もゆ

ずらず論争が続いたのであるが，林野庁としては棋重群

議の結果，次のような理由のもとに改正案をまとめ，よ

うやく協議会において決定をみた。

すなわち最近における素材の生産事情並びに実態を各

地にわたって調査したところ，小丸太の観念が従来の

5.5寸下から4．5寸下程度に小さくなっており，今回径

が14cm未満の丸太を小丸太とすることに改めた。そこ

で丸太の径の単位寸法は14cm末満1cm,14cm以

上2cmとすることとしたが，以下その理由を説明する。

i実材積と末口自乗法による材積で，径の単位寸法

を1cm並びに2cmとした場合の材積の比較について

(i)丸太の平均的形状調査

丸太の形状は一般的にゑて末口より元口に向って太く

なって行くといういわゆる欠頂円錐体ないし批物線体を

なしているが，この太り率というかTaperValueがど

の程度のものが平均的なものであるか，全国におけ為主

要樹種について調査を行なった。この調査に当っては昭

和32年における我国の樹種別生産比率は針葉樹が約

84％，広葉樹が約16％となっており，針葉樹の内訳は

針葉樹生産量を100とした場合マツ39％，スギ34％，

カラマツ，エゾマツ，トドマツ12％，ヒノキ10％，そ

の他5％となっており，広莱樹の内訳は広葉樹生産鐙を

100とした場合ブナ20％，ナラ11％，その他69％と

■

なっていることより，全国の営林局に対し，マツ，ス

ギ’エゾマツ，トドマツ，ヒノキ，モミ，ツガについて

さらにスギ，ヒノキについては人工造林木，天然木に分

けて約20,000本についてそれそれ樹種ごとの太り率を

調べた。この太り率は元口径と末口径の差と丸太の長さ

の百分率すなわち￥堅×'00(ただしd7&=元口径，
dj=末口径,L=材長とする）によって表わすことがで

きる。調査の結果を太り率が小さい順にあげればマツ，

スギ，ヒノキ，エゾマツ，トドマツの順になりマツが一

番太り率が小さいといえる｡また造林木の方が天然木よ

り太り率が小さいといえる。い董樹種別の太り率を小径

材について1例をもって示せば，大体マツ0.9～1.2％，

スギ造林木1．0～1.2％，ヒノキ造林木1.2～1.3％エゾ

マツ．トドマツ1．4へ柾・6％程度となっている。すなわ

ちｽギ造林木でd''Ed｡×100=1ということは4xn材
にあってば元口径と末口径の差が4cnlであることを意

味し，末口径が10cmの材では元口径は14cmである

ということである。なお広葉樹の小径材についてこの太

り率は大体1.0～1.4％程度と北海通林業指導所に論い

て発表されており，以下説明する材職誤差率等もほぼ同

様の傾向を示している。

(ii)標準材長の調査

末口自乗法による材積は材長によって大きな影響があ

り同一径で同じ太り率のものでも短材の方が長材より有

利に計算される。このことは一本の丸太を二つ切りした

場合，二本の丸太を個盈に材積計算して加算した材積の

方が元の材職より大きいことでもわかる。そこで現在造

材されている丸太の材長はどのようになっているか調査

してゑると，メートル換算した場合約2m材と約4m

材が圧倒的に多いといえる。そこでいまわが国の造材寸

法を2mグループと4mグループとに大別してみる

と,2mグループに造材されるものはパルプ，坑木，枕

木，広菜樹に多く,41nグループのものは建築用材の約
80％をはじめ針葉樹に多く，その生産比率は大体2m

グループ40%,4mグループ60%と思われる。そこ

で調査資料の検討に当っては21n材と4m材の資料
をほぼ同じウェイトで考えて行く.こととした。

(iii)実材積（区分求積による材稜またはリーケ式に

よる材積を一応実材積と玉なす。以下実材積という｡）
と末口自乗法による材積との比較

(i)によって求められた樹種別の太り率臓その樹種

の丸太が有する平均的な太り率であり，従ってその太り

率を有する形状の丸太について現地において区分求漬に

よって材積を求めるとともに同一材について末口自乗法
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中沢：用材の日本農林認各改正の要点について

ることがわかる。これは15cm以下の小丸太が一般的

に承て3～4番玉という末木であり太り率が大であるた

め,材積誤差が他の径級に比較して大であることを物語

っている。

(iv)実材穣と末口自乗法において単位寸法を1cm,

1.5cm('現行の5.分),2cmによって，それぞれ求め

によって材積を計算し，この両者の比較データーを作成

するとともに，全国の営林局における調査資料によりリ

ーケ式による材積と末口自乗法による材積を比較してデ

ー次一を作成した。いまこれ等のデーターのうち生産の

実態よりみて21n材はマツ,4m材はスギ，ヒノキに

ついてグラフをもって表わすと第4図の通りである。こ

た材穣との比較について。

単位寸法を1cm,1.5cm,2cmにすることに

よって生ずる平均材積誤差は次式によって求められ

る。

P-"型×100(ただし,P=括約直
径による材積誤差の百分率,d=括約寸法による直

径，△＝実直径と括約直径との差）そこで第4図の

グラフよりこの式によって求められた誤差率を加え

てグラフを作れば第5図の通りとなる。第5図によ

ると第4図に示された小丸太の材積誤差が益灸大き

120
村

侭

It11o
率

100

1
90

80

10

60

2m村で．*口目景法(末口調径窒可の患ま）によって束あ尼討積

利

へ

一

．~58101520253035404550

－→未口酉樫C、

第4図

の図において人工造林木4In材または天然木4m材

とあるはスギ，ヒノキの造林木の4m材のカーブを，

またスギ，ヒノキの天然木の4nn材のカーブをそれぞ

れその生産鐙比34；10の比によって一木のカーブにま

とめてわかり易くしたものである。

第4図によってマツ2xn材について承ると，末口自

乗による材積は実材積に比較して末口直径14cm付近

に鐺いてはほぼ等しい材積が算出されるが，この付近を

中心に径が小さくなるに従って小さく，逆に径が大きく

なるに従って大きく算出されていることがわかり夷付積

を100とした場合径が10cmのところでば89,径が

30cmのところでは112となっている。またスギ，

ヒノキの造林木の4m材について承ると･,末口自1，0

乗法による材積は実材積に比較して末口径が20村
猫'00

,cm付近ではぼぼ等しいが，この付近を中心にして比

径が小さくなるに従って小さく，逆に径が大きくな率90

灘墓蕊鮮謹製｡濤鷲艦↑”
のところで106となっている。また径が30cm以70

上の丸太についてゑる･と末口自乗法による材菰は実60
材積に比して径が30cm付近ではほぼ等しいが，

径が大きくなるに従って大きく算出され，実材積を50

100とした場合径が55cmのところでは108とな40
．っている。このように末口自乗法による材積は小丸

太に鈴いて小さく，大丸太において大きく算出され30
るという傾向を示しているが，このカーブのなかで

特に径が15cnl以下のカーブが目立って下降してい

55ると第4図に示された小丸太の材積誤差が益な大き

くなり，特に単位寸法が2cmによる場合は著しい

誤差数値を示し，はなはだしく不合理であることを

示している。

ii丸太の径の単位寸法が作業能率に及ぼす影響につ

いて

(i)外業（寸検作業）について

イ）丸太の径を測定器具を使用して測定するに当り単

位寸法を1cmとした場合と,2cInとした場合の作業

能率を比較すれば,2crnの能率100に対して1cmの

能率催90～95であり目立った差違は認められなかっ

た。

戸）丸太の径を目測によって測定するに当り，単位寸

法を1cmとした場合と2cmにした場合の作業能率

■

4

｜
《
一

【11

5810159025303540455055
－条末口径cm

第5図
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第4表1径級内における最小材積と

最大材積の較差表

小丸太

2cnl括約

を比較すれば,2cxnの能率100に対して1cmの能

率ほ75～85程度でありやや能率が悪いといえる。

(ii)内業（野帖による材積計算）について内業によ

る作業能率は径級区分の数によって影轡を受ける。そこ

で随ま丸太の径級区分について現行と改正案を比較すれ
ば第3表のとおりである。これによると改正案は小丸太

第3表丸太の径級区分表

小丸太

現行径級区分（寸）改正径級区分(1cm)

9区分11区分

12cm

|一理，‘，-5-戸15-|
4cml8cm

↓ ↓

－差-｜艦R:JIji
l6

100

1Cnl括約

4cmll8cxn

i4511819

↓↓

16125164181
l0Oll56!1001127

121141
↓

1441196
－

1001136

12cm

121131

’

３ｌ

ｌ
９
－
ｍ
ｕ

８
ｌ
４
ｌ
５
ｌ
６

３

謝
剪

ｐ
■
９
０
１
０
０
Ｉ
Ｏ
ｒ
Ｏ
Ｉ
０
９
■
？
＆
■
■
Ｈ
１
Ⅱ
０
■
０

｜
晦
一
和
一
率
一
郡

０１

滞一’ 糯一’｜
、
｜
ｕ
｜
唾

一
中，大丸太

2cIn括約

|:o｡塁壁差ゴ|4;ogrl
|14cmi

1416

↓ ↓↓．▼

器|-gfllf::-IWI|淵帯’
1961256

1001181

7

中丸太

現行径級区分（〃）改正径級区分（〃）

8区分8区分

6．08．5

6．59．0

7．09．5
－－－

7．5

一§冒示|－

号詞一芳
-IFI一言声
一夏『~'一~一

小．般大材積の較差等の問題について要約すれば，単位

寸法を一律に2clnとすることは小丸太においてはなは

だしく不合理となる。しかしながら単位寸法を1cmと

してもなおかつ径が10cm付近でば20～30%程度の

誤差があり，これは末口自乗法を採用している限り止む

を得ないものであるので，この誤差率の範囲内において

可能な限り簡素化をはかることとしたが，そのためには

径が14～15cmより2cmとすることが考えられ単位

寸法は，小丸太を1cm,中・大丸太を2cmとするこ

ととした。

丸太の径の単位寸法は以上のような経過と理由によっ

てようやく決定を象たのであるが，この単位寸法に満た

ない端数妹切り捨てるという括約の方法は，木材にあっ

ては従来わが国はもちろん諸外国においても広く行なわ

れている方法であるが，これは木材が豊富にあって価格

が低い時代に消費者の便利のために生まれた慣行であ

り，木材の正当な価値が認識されつつある今日漸次合理

的な数学的括約（括約寸法は代表値という考えで，一例

をあげれば2cnl括約で10crnというときは9～11cm

のものとする考え方）を採用する方向へ進むことが望ま

しい。今回の改正に当っては客観状勢がここまで至って

いなかったが,関係方面がかつてない程熱心に単位寸法

漣ついて研究されたことを考えるとき，近き将来これ等

の方法も真剣に検討される時が来ることと思う。
E

(4)丸太の長さの単位寸法について

現行規格における長さの単位寸法は5寸となっている

が，今回これを20clnと改めた。なおただし書として

221a

大丸太（但し60cm未満の例）

現行径級区分（〃）改正径級区分（〃）

201区分15区分凸

10.012.5_15.01".5-里2－－全些一§2－
10．513.015．518.0324252
－ －－－－

11．013.516.018．5344454

悪|吾彌I鴇,幕苓萌
364656

において現行より2区分増加しているが，中丸太におい

ては同数であり，大丸太でば現行より少なくなってい

る。すなわち小丸太においても内業における材積計算の

手数増加ほ大したことはなく，逆に大丸太にあっては簡

素化されていることがわかる。

逓一径級内における最小材積と最大材積との較差に

迄ついて

単位寸法を一律に2cnlとした場合の一径級内におけ

る最大材積と最小材積の較差を暴れば第4表のとおりで

ある。すなわち丸太の単位寸法を2C1nとした場合は，

鐙小材職の100に対し験大材積は136～225となってお

り商取引においてはなはだしく不合理が生ずることがわ

かる。また小丸太の単位寸法を1Cxn中・大丸太の単位

寸法を2cmとすれば股小材積100に対し最大材積は

小．中．大の丸太とも大体120程度となり，一径級内に

おける較差としては止むを得ない程度となる。

以上の通り材積誤差，作業能率，一径級内における股

桑
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葉樹には少ないという実態からゑてそう無理なものとは

思われない。

そこで，まず材長が4mの倍数(I=4n)の場合をも

とめると次のとおりとなる。

第一部分（末口より4mの部分）の材積

d自×43
－芯、

第二部分（末口より4mをこえ8mまで）の材職

且器‘×4㎡
第n部分

ld+4(g-1)}2x4㎡
1002

従ってこの長材の材積ばその総和たる次式の材積とな

る。

V=4×10-i[dg+(d+4)g+(d+8)2+････

+{d+4(n-1)}g)

＝4×10-4[d2n+2d{4+8…･+4(n-1)}

＋42＋8霞十・…＋4雪、－1)豊〕

＝4×10-4{dgn+8d(1+2+…･+n-1)

+42(12+2s+･･-+(n-1)"}

‐4×'0-､(d･n+4tin(n-')+:n(n-')(2n-1)

=4n×'0-'{du+4d(n-')+:(i1-')(2n-')

｡-十を代入する

V=Z×10-"{"+d(1-4)+;('-4)('-2)}
この材職に近似する短材の材積計鎌による直径が算出

されれば便利となる。すなわち

V=(d"+")×10-'(ただし”＝材菰誤差とする）

にて表わす対応直径dィを求める

V=Zx10-4(d,+d(!-4)+(上言坐)"-(上冒些)"

2.1m,2.7m,3.3m,4.3mについてはこの限りで

ないとし,20cmの単位寸法を適用しないこととした。

この20cmの単位寸法は現行の5寸より大となるが，

5寸が現行標準材である2間材の約4%,20cmが今後

の標準材である4xnの5%となることより材長比がほ

ぼ同比率となることと,20cmの倍数はメートル単位の

ものと合致するということより改めたものである。

なお，ただし書による特殊寸法については2.1mが

枕木の主要寸法として，また2.7･m,3.3m,4.3m"

建築常用寸法との関連において必要であるため特例とし

て認めたものである。

(5)丸太の材積計算方法について

丸太の材積計算方法は現行規格のとおり長材をのぞき

末口自乗法によることとした。しかし丸太の径の単位寸

法のところで説明したとおり末口自乗法にも色をの問題

を蔵しておるので，今後の方向としてはわが国の実態に

則応した実験式によった材積表を作成し，これによって

材積計算を行なうことが望ましい。

次に現行では材長が18尺5寸以上の丸太にあっては

（材の中央における最大径)g×0.8×材の長さによって

計算することとなっているが，今回の改正では6m以

上の材については次式によって材漬を計算することと改

めた．(D+ヱデ-)'×L×10-&(ただし,Dおよ
びLはそれぞれその丸太の径のセンチメートル単位と数

値および長さのメートル単位による数値とし,L′は長

さのメートル単位による数値で’に満たない端数を切り

捨てたものとする。）これは丸太の径のところで説明し

たとおり中央寸検が作業上困難であるということと，利

用的には製材品の寸法をきめるに当り必要な丸太の径を

決定する般小径が表示されないという欠かんがあること

より，丸太の径を一律に股小径としたためこのような材

積計算方法に改めたものである。

すなわち長材の材積はこれを4m材に造材した場合

の材積の和をもってその材積とすべきであるということ

より,4mごとの区分求澗（末口自乗法による）による

材積の和とし一般材に造材したときと同様の利用率をも

った材稜を考えることとした。

従って末口径（丸太の媛大小径とみなす)=dcm,材

の長さ=Jmの長材の材職を求めるに当り次の仮定をお

くこととする。丸太の太り率＝材の長さの，％すなわ

ち丸太の直径は末口より1mにつき1cm増加してい
'

るものと承なすことである。この仮定をたてた理由は丸

太の径の単位寸法のとき説明した理由によるが長材に造

材されるものはスギ，マツ等が多くその他の針葉樹や広

《
一

●

心

《
｝

＋÷(ﾉー4)(ﾉー2)｝

‐‘×10･'{(d+'34)｡+'｡-:!+8-'迄芋塑｝
=J×'0-,{(d+j34-)｡+¥}

‐‘×'0-"{(d+与)｡挫芸('+4)}

すなわちdz=d+-乞坐
刀＝上ﾆﾕ且ノとなる。

12

同様にして材長が4n+1,4n+2,4n+3の場合に

ついて求めると第5表のとおりとなる。

『
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第5表誤差（式）表 となる。

第6表によってわかるように，改正案によって求めた

材積と4mごとの区分求積によった材積とは大差なく

その誤差率は大体5％程度となる。すなわち区分求積に

よった材積を'00とした場合改正案によった材積は95程

度となり’標準材長に造材したときも長材に造材したと

きも材積計算上ほぼ同様に取り扱われることがわかる。

以上説明したとおり，本改正案は実行上の問題，材積

上の問題等から承て，材溌計算方法に末口自乗法を採用

している現実のなかで熟れば合理的と思われ改正したも

差率表

|対応径(a:)|
誤差（"）

材長(Z)
式

Z－4

告('-16）|d+4，
2

d+_l二全
2 一壱(F+20)-4+3d’

’

1

4，＋1

4n+:d+¥-i
Z

－

12
(Ig+32)－8+4d

d+上ヂー '一も(腹十2の-8+3d4，十3

そこで第5表の式より誤差を計算すると第6表の通り

第6表誤

、
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のである。

(6)材積の単位について

材積の単位は現在「石」を単位としているのを㎡と

改め，単位以下の材積を現行規格より一桁多く算出する

よう改めた。

すなわち丸太についてはnfを単位とし，単位以下3

位に満たない端数があるときは4位を4捨5入して3位

に止めることとし，材積が3位に満たないときは5位を

4捨5入して4位に止めることとした。また製材品につ

いてはnfを単位とし単位以下4位に満たない端数があ

るときは5位を4捨5入して4位に止めるものとし，材

積が4位に満たないときは6位を4捨5入して5位にと

どめることとした。

2．素材の品等区分について

(1)針葉樹について

針葉樹丸太を現行規格で格付すると中，大丸太とも共

通して最低等級に格付されるものが70～80%もあり，

反面一等にランクされるものはきわめて少ない率を示し

ている。このように一等級のあいだに70～80%も格付さ

れるということは少なくとも3～4種類の品質に区分す

るという点からみると余り意味のないことであり，実状

よりかなり遊離しており実用にも適さないということが

わかった。そこで今回の改正に当ってはこのアブノーマ

ルな品等配置の是正ということを基礎におき，欠点の程

度および利用上の点を考慮して，現在の実態に即応した

もので規格の記憶と格付の実行を容易にするため可能な

限り簡素化したものに改めた。また最近の素材の生産事

情並びに需要の実態から染て，針葉樹の小丸太について

も品等区分を行なうことが必要であるので主として曲り

の程度によって区分を行なうこととした。

i小丸太の品等区分

正角一本取りが出来得る曲り（25％〕のものを1等と

へ
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し，これに該当しないものを2等とする考えで2区分し

た。すなわち2等材は製材に供しても割物程度しか製材

出来ず，一般的には製材原木としては不適当な材という

ことで区分した。

ii中丸太の品等区分

一般的に象て造林木の上物は1等，並物は2等，天然

木の上物は2等，並物は3等とする考えで区分し，実質

的には2区分程度という簡単なものとした。

iii大丸太の品等区分

小，中丸太に比較して欠点の種類，程度，あらわれか

たが変化に富んでいるという点から品等区分は現行通り

4区分胆したのであるが，そのままの形で製材用に供し

得るものの最低等級を3等とし，3等を基準に上物をl

等，2等とし，3等に該当しないものを4等とした。従

,って4等材はその丸太の径と材長よりみて採材可能な形

鐘別歩止りが極端に悪い材，すなわち大部分のものが原

形の蓑蓑その長さにおいて製材用に供するには不適当な

材という方針で欠点の程度を規定した。

‘②広葉樹について

広葉樹の品等区分については現行規格と同様に径が

24cm以上のものに適用することとし，等級区分も4区

分とした。また広葉樹丸太について現行規格で規定して

いる程度をみると，品等別生産割合においても利用の面

からみてもおおむね実状に即応しており，今回の改正案

憾現行規格と実質的には大差がない。ただ針葉樹と同様

の思想で，欠点の測定方法等について実用上簡便な方法

を採用した。

3．製材の品等区分について

紅）針葉樹

i板類

(i)幅6cm以下の小幅板以外の板類

等級を役物と並物に大別し，役物は無節，上小節およ

び小節に，並物は1等，2等および3等と，それぞれ3

区分としたが，役物については従来の観念を変えないで

現行規格の考えのとおりとした。しかし並物については

現在の需要の実態から象て1等および2等の2区分とす

るため，2等にあっては丸身以外は制限しないことと

し，丸身が20％をこえるもの（小幅板にあっては30％

をこえるもの）より耳付板に近いもの蓑での板，いわゆ

るラス板を3等とすることとした。童た橡甲板および

「ぬき」については実状に適応するようただし書によっ

て考慮をはらった。

(ii)幅6cm以下の小幅板

幅6cm以下の小幅板の用途はほとんど「木ずり」で

あり，その使途が壁の中に隠れてしまうので化粧的に区

分する必要がなく現行規格と同様に強度的にゑて折れな

いという点を基準として1等および2等に区分した。

iiひき割類

品等区分を役と共に大別し，役については上小節及び

小節，並については1等,2等及び3等に区分したが,そ

の内容についても節の点を中心として大幅の改正を行な

った。すなわち現在生産，流通しているひき割り類につ

いて現行規格で格付を行なうと，節の制限の程度が高い

ということより3等に格付されるものがきわめて多く，

現行規格が実用に供し得ないことがわかった。このこと

は節の測定がその存する材面の幅に対する割合によるた

め，ひき割り類のごとき材面の幅の狭いものにあっては

相当の制限がなされていることでもわかる。そこで今回

の改正に当ってはこの節について根本的な改正を行なう

こととし，ひき割り類の中でも寸法とその用途に相違の

ある正割りまたは幅9cm未満の平割りと，幅9cm以

上の平割りとに分けて規定した。節についての考え方は

役については2以上の材面における節の大きさがそれぞ

れ従来の観念からいうところの上小節，小節の程度のも

のであるよう配慮したが，それ以外の材面については相

当の緩和をはかった｡並についてはかなりの緩和を肱か
り，生き節については正割りまたは幅9cm未満の平割

りにおいて，折れないという点を考慮してある程度の制

限を加えたほかは制限を加えないこととし，生き節以外

のものについても，現在の消徴の実態より染て実用上支

障のないと思われる程度までの緩和をはかった。また曲

りについてはその用途よりふて幅が9cm以上の平割り

と，それ以外のものとに分けてそれぞれ用途に即応する

よう規定した。

iiiひき角類

心持ち角と心去り角に分けて品等を区分するよう改め

た。

これは心持ち角は一般的にほ小丸太から製材される

が，心去り角は天然木の大丸太から製材されるため製材

方法が異なり，節等の欠点について同一の規制を行なう

ことは適当でなく，ままた材質的にも異なり取引におい

ても区分されているのが実状であるところから分けて規

定することとした。すなわち心持ち角は材の一般的強さ

ということに重点をおいて，節の制限は節の径比による

こととするとともに現行規格とはかなり異なった見方に

よるよう改めたが，心去り角についてはその製材方法よ

り象て心持ち角のような制限を行なうことは無理である

ので，従来の観念に立った美観の点を主として制限を加

えることとした。また丸身については現在の利用の実体

より承て心持ち角は，心去り角よりやや緩和して規定す

（
一
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一

4．製材品の寸法表について

現行規格における寸法表は厚さ，幅および長さごとに

それぞれその種類を規定して，その組合せによる寸法が

すべて農林規格による寸法としているため寸法の種類が

きわめて多く事実上生産されていない寸法をかなり多く

含んでいる。またこの組合せによる寸法以外の寸法のも
のは挫林規格の適用外ということになっている。

そこで今回の改正にあたっては，この非常に多い寸湊

のなかから標準的なものを選び出して標準寸法というこ

ととし，具体的にその寸法を一つの表にまとめて明示す

るとともに，この標準寸法表にない寸法のものでも規梧

の適用を受けることに改めた。

(1)針葉樹

針葉樹製材の寸法表はその主たる用途が建築用材であ

るため建築寸法を華準として作成することとなるのは当

然であるが，我国における現在の住宅建築の基準寸法を

みると関東間と称される3尺を単位とするものと，京間

と称される3．15尺を単位とするものをはじめとして，

全国的に数種のものが行なわれている。しかも寸法のお

さえ方にも内法制と心食制があり全国的に寸法は統一さ
れておらず，このため木材をはじめ多くの材料生産を複

綱こしている。そこで日本建築学会としては用材規格の

メートル法実施を機会に全国的に統一した単位によって

建築用式を統一することとして，柱心を1mを基準値
として木材の長さを規定するよう林野庁に申し入れがあ

った。そこで林野庁としてはこの思想を基礎として長さ

の寸法を規定するとともに，厚さおよび幅についても溌

格の単純化をねらい使用頻度の高いものを残し，低いも．
のを整理し，また記憶，取扱いについても簡明なる規則

的数列のものとし寸法の標準を示すこととした。

しかしながら建築関係のメートル法完全実施が昭祁

41年3月1日からであり，誉た補修材等の関係もあり
今直ちにこれ等の寸法を標準寸法として一本化すること
は困難であるため，今回の改正にあたっては寸法表を第
1表，第2表と二つの表に分けて作成することとした。

すなわち第1表と，第2表の内容においてその主体をな

す寸法は同一であるが，第1表は針葉樹製材品の標準寸

法表として現行の6尺，6．3尺に代る1．9]nと12尺，

12．5尺に代る3.8mを昭和41年3月31日までと撫

限をきって標準寸法とするとともに，建築以外の用途に

よる寸法を加えて規定した。第2表は建築常用寸法とし．

て先に説明した柱心々 1mを単位とした新しいメート

ル建築に必要な製材品の寸法の琴を規定した。

第1表，第2表を通じて新しく規定した寸法表につい

て説明すると，長さにおいては板類，ひき割類について

ることにした。

iVひき割り類’ひき角類についての特例規格の適用

に》ついて

製材の品等区分において板類を除くひき割り類，ひき

角類については特に無節面を主体とした化粧材の規絡と

して，節のない材面に応じて四方無節，三方無節，隣接

二方無節，対面二方無節及び一方無節の区分を行なうこ

とができるよう改めた。すなわちひき割り類及びひき角

類についてその必要性と適用される場合を述べると次の

とおりである。

(i)ひき割り類

現行規格における1等無節，1等上小節，1等小節及

び1等並の内容を検討してみると，その内容ほ1等無節

は四方無節’1等上小節は三方無節，1等小節臓三方無

節またほこ方無節’1等並は二方無節または一方無節を

それぞれ要求したものとなっており，このような区分の

必要性が認められる。特に幅9cm以上の平割りのよう

に敷居，かもい材の上物については本規格による区分が

なされることが多い。

(ii)ひき角類

心持ち角についてはその特性より詮て一般的にはこの

規格を適用することはまれであるが，吉野地方等一部の
生産材については本規楕と同様の区分がなされている実

態であり’また東京’大阪，名古屋等の主要市場におい

ても本規格による区分が強く要望されているので，今回

特にこのような区分ができるよう改めたものである。従

って心持ち角について本規格を適用することは玄れであ

る。

次に心去り角については無節材面を得るよう製材され

るため，上物については本規格による区分が必要とさ

れ，またヒバ材規格を廃止して用材規格に包含したが，

従来のヒバ材規格における上物の区分は本規格の如き区

分がなされている。従って心去り角の上物では本規格に
よる区分がなされることが多い。

(2)広葉樹

原則的には現行規格と大差がないが，無欠点裁面の定

義の改正にともなって，ねじれ，なわ目，面やせ，変
色，あて，目切れ等について等級別にその程度を規定し

た。これはこれ等の欠点が一般的には材全体に表われる

ケースが多く無欠点裁面とは別にして等級に応じてその

程度を規制することが適当と思われるためでああ。また

無欠点裁面以外における節等についても最近の取引の実

態に即応するため等級に応じて較差をつけて品等区分を
行なうよう改めた。

今
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は主として2m,3mおよび41nとなるが，ひき角類

は柱材として2.7m,3m,また通柱用材として6mを

樗鐸寸法とし，横架材として3．3m,4.3mを標準寸

法とした。横架材としてメートル単位以下に30cInの

端数があるのは日本建築学会標準仕様書による継手，仕

口の寸法として30cmの「のび」が必要なためである。

厚さにおいては1cmを基準として,1cmから2cm

未満のものは0.25cmとび,2cmから4cm未満の

ものは0.5cmとび,4cm以上のものば6cmとびと

し16cm(ただし,7cnlおよび15cnlをのぞく）ま

でとした。また1cm未満のものにあっては0.6cm,

0.7cnl,0.8cmの二種類とした。

幅については12cm未満のものは1cmとびとし，

そのなかから使用頻度の高いものを標準の幅とし，12

cm以上のものは2cmとびとし，板類では32cmま

で(0.7cmのものは34cmまで),ひき角類は40cm

蓑でのものを標準の1幅とした。

②広葉樹

広葉樹製材の寸法表は北海道における生産事情よりし

て輸出寸法（インチ単位による）との関係を無視するこ

とが出来ず，厚さにおいては主としてインチ寸法を考慮

に入れて,1cmから16cmの範囲のなかよりインチ

の換算寸法に近いもので生産頻度の高いものを標準寸法

として規定した。また幅においても小幅物は厚さの寸法

と同様の考えで規定したがp9cm以上のものにあって

は1Cxnとびの寸法のなかから現在多く使用されている

寸法に近いものを標準の幅とし最大幅は31cmとした。

長さの寸法については広葉樹の特殊事情より象て1.8m

未満のものは10cmとび,1.8m以上のものは20cm

飛びとして標準寸法を規定した。

むすび

以上をもって今回林野庁で作成した用材規格の改正案

について,改正の要点ならびに基本的な考え方について

概略説明したのであるが，頭初に説明したごとく，この

改正案は今後さらに農林物資規格調査会の審議を経て始

めて決定を承るものであるが，メートル法実施が木材業

をはじめ関連産業はもちろん，関係者にとってきわめて

重要な問題であり，早急にその内容および経過を知りた

いという期待が多いので，敢えて改正案の段階で説明を

行なった次第である。

（
一

句

丹

赫業ノート別冊(1,Ⅲ）

営林署。担当区職員用
《
一

内容：森林調査簿，年次計画，各種事業予定簿の抜葦を記入し，ポケット用として現場に携行する

のに軽便。（ビニール装カバー）：ノート2冊，挿入れ用，日林協マーク入り，名

刺・メモ・鉛筆入れ付き。

大きさ:A6判（縦15cm×検10cm)

価格：1）別冊工￥60.00（送料8.00)

｜脇蝋蝉穂穰襟？2）別冊江¥60.00(//)

3）ビニール装カバー￥130.00（〃）

(注）別冊エ・江とカバーで1組になるのですが，それぞれ別とにも販売いたします。

－34－
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導を賜った，国立林業試験場の岸本技官，杉浦技官，長

期にわたって製炭試験に御協力をえた，県森林道場の光

技師外職員の方を，燃焼試験，その他試験結果のとりま

とめに御協力をわずらわした島根県木炭協会桂理事，県

林政課薪炭係の方女に深く感謝する次第である。

1．試験場所

島根県森林道場演習林

2．試験期間

昭和34年7月18日から昭和34年11月4日まで

3．試験回数

薬剤（炭の友）を使用した触媒製炭4回，普通製炭2

回

4．供試炭がま

黒炭島根八名がま（別図のとおり）

炭化室奥行3.03m,最広枇幅2.12mよう壁後部の高さ

0.91m前部の高さ0.851nよう底勾配かま奥行の2/100

奥下り

黒炭の
－－－

触媒製炭の ●

試験について

‐
‐
Ⅱ
沙
麺
斑
穂
＆
ｈ

p 水津利定

はじめに

触媒製炭のことについては，昭和30年9月，千葉県

筒森国有林において，国立林業試験場の岸本技官が，築

よう製炭に応用実験されたその結果が｢林業技術165号」

に発表せられ，それに燕づいて，島根県森林道場におい

ても試験を実施し，さらに昭和31年5月森林道場で触

媒製炭に関する研究会を開催し，岸本技官の御指導を得

て試験した，その成綴によると，収炭率はたしかに増大

一

１
而するが，

1）触媒に要する経撰（労賃十器具十

薬品代）と増収蛍との関係

2）木炭中に残存する薬品による品質

低下の問題

3）有害薬剤を使用した場合の木炭品

質鑑別の困難性

等のことから，普及が遅灸としている

が，その後国立林業試験場においては，

薬品の改良と使用方法についての試験が

継続され，また製炭鯆志家においても，

いろいろ工夫が加えられたために近ごろ

では，薬品の使用量が少なく，かつ使用

方法が簡便で，その効果が顕著であるこ

とが承とめられるようになった。

近ごろ製炭原木である広蕊樹はパルプ

材に使われ，その価格も騰貴するにいた

ったが，このことは木材利用上好ましい

ことである力坂面製炭を唯一の副業とす

る多数の山村民にとっては，原木高朧大

きな問題で，これに対応するためには，

いろいろ方法はあろうが技術的には収炭

率の向上をはかることが第一にとりあげ

られねばならないことにあるので，島根

県森林道場においても，黒炭の触媒製炭

について試験を実施し，その成績をとり

まとめたのである。

この試験を行なうに当り，格別の御指

単位C、

畠
断面図 面図
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水津：黒炭の触媒製炭の試験について

炭材（立て木，上げ木）をつめ，その前方約60cmの

間，立て炭材を詰め，その上に萱，柴等をならべ，その

上に新聞紙を撒き，薬剤を拡げて，上げ木を詰めた。

（別図のとおり）

5．1回の出炭量

普通製炭の場合16俵～18俵（15キロ）

6．薬剤の使用方法

奥行3.03mの炭がまで，奥から2.44mのところまで

7．炭材の状況，薬剤の使用量，炭化時間

｜炭材薬剤回

炭材の状況の詰の使

数込麓用量
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9．木炭の形質

なら炭の内訳ざつ炭の内訳｜粉｜木炭の品質回総
出
炭
別量

摘 要

｜驫盧つ:‘綾,繊議|“麓齢|硬“
なら炭
の
1級2級

量目

｜噸乳‘乳圖乳蹴鑪臘郡洲ワ
kg kg kg

|]84.5158.51I10.：|‘“1
吃
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第 8回林業写真． 作品募集ンクーール Ｉ
Ｉ
ｌ
く
４

l募集写真の区分

第1部一枚写真普通一般に行なわれている写真コンクールと同様に一枚の単独写真とする。
第2部組写真とりあげた題材を何枚かの写箕を一組にして表現するも｡。例えばある技術をその推

移に従って搬影して組合せるものなど。ただし，1組20枚以内とする。
例：苗木の育て元木材が山から町へ，まつけむしの生態。

第3部自作ｽライド駒スライド,ストリツプスラ'しドを問わない｡ただし.30~50駒程度とし,説明台本
を一通添付のこと。

2写真の題材（第1部。第2部。第3部共通）
森林または林業，あ為いはその生産物，森林風景等を主題としたもの

（1）森林の生態林相，森林動捕物等森林生態ならびに森林被害に関す溺もの。
（2）林業技術育漉造林，保育，伐採，搬出，製材，製炭，木材工業，特殊林産，林道治山等，林

業技術，林業改良普及に関するもの。
（3）艇山村の実態農山村の現状,生活，風俗，風景，その他淡山村全般に関するもの｡
3賞

第1部壁鳶鶏鴬鐵庁大長肇蔦寧'柵腓鬮'膜ｻ'ﾗﾂﾙﾑ賞賞林)}(車講中）
二席5名日本林業技術協会賞〃3,000R(副賞ザクラフイルム賞賞品）
三席10名敷金2,000R(")
佳作20名挑品

第2部特選’名淡赫大臣賀澱金2,,000円(訓賞…ﾌｲﾙﾑ賞賞杯)}(寧請中）一席1名林野庁長官賞〃10,000FJ("
二席1名全国搾業改良普及協会賞〃5,000円（副賞サクラブイルム賞賞品）
三席5名〃3,000円（〃）

第3部萱濤髭畿蕊庁大長電農学柵:既副賞…ﾂﾙﾑ賞賞杯｝}(車請中）
二席1名全国林業改良普及協会賞〃10,000円（副賞サクヲブイルム賞賞品）
三席5名〃5,000門（〃）

備考（1）各部で1人2点以上入選の場合はその作品に席位をつけるが授賞は最高位1点の承とする。
（2）各席に適当する作品がないと.きは空席とするときがある。

4応募規定

（1）応募資格応募者は職業写真家でないこと。
（2）応募作品応募作品は刊行物または全国的な写真コンクールに未発表のものに限る。
（3）応募点数制限しない。
（4）使用材料サクラ製品を使用のこと。
（5）写真の大きさ第1部四つ切。第2部キャビネ判。第3部35ミリ。
（6）記載事項第1部は裏面に，第2部は作品の裏面の下端に一枚ごとに葉爵大用紙を添付し，第3部

はその台本に次の事項を記載すること。

（イ）第1部，第2部，第3部別，および題材の題別（森林生態，林業技術，艇山村実態別）
（ロ）題名および写真の内容についての簡単な説明
（ハ）撮影年月日
（二）撮影場所
（ﾎ）使用機および撮影データー
（へ）応募者の住所，職業，氏名
（7）募集締切昭和36年2月末日
（8）送付先東京都千代田区六番町7日本林業技術協会宛とし，封筒の表紙には「コンクール写

真」と朱書のこと。
（”作品の帰属応募作品は第1部・第2部については返却しない，第3部については入選作以外は返却

する。またその発表，出版等の権利は主催者に帰属するものとする。ただし自作スライ
ドについては一般公開用スライドの原作として採用の場合は御連絡の上適当な謝礼金を
贈呈する。

s審査員（順不同敬称略）
山岳写其家塚本閤治農山漁村文化協会常務理事八原昌元
林野庁林政部林政課長丸山交雄林野庁指導部研究普及課長伊藤清三
日本林業技術協会専務理事松原茂全国林業改良普及協会専務理辨原忠平

a入選発表「林業新知識」「林業技術」雛上で発表する。

7作品の発､表「林業新知識」「林業技術」等で随時発表し，また適当な機会に展噛会を行なう。
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水津 黒炭の触媒製炭の試験に ついて
－－
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1級，2級の別は格付の結果による抵目で，島根県では，なら1級には丸物を30形以上，ざつ1級には丸物を

40％以上混入する指導をしている関係上，老木地帯では丸物が少ないため炭質の良い劉合に1級が少ないので

ある。

炭質については，炭がまの中央部から標本木炭2本を抜きとり，精煉度と硬度を測定した。糖煉度は標本木炭の
上部と下部を測定し，硬度は標本木炭の真中を切断して，その断面の硬度を測定したものであるぴ

注，1）

2）一

10．臭気実験

触媒製炭にかかる木炭は，使用の際，着火する過程に

おいて,臭気を発する欠点があるという説で,事実商品
価値に影響する程の臭気であるかを本試験にかかる木炭

について試験を行なった結果は次のとおりであった。

1）農林省林業試験場における燃焼試験の結果，普通

木炭と変りなく，臭気は象とめられない。

使用方法，木炭コンロを使用し，精煉度6のもの，200

9

2）島根県森林道場における燃焼試験

和室8愚の室を閉じ，火鉢，コソ戸を使用して，1回

に約3009ずつ，着火初期から完全に煥(おき)になるま

での過程を3回くり返えし実施した。蒲火鰻中試験担当

着4人が交互に入室したが別に臭気ほ感じなかったq

また薬剤の付着したものや，その付近にあった木炭は

使用する場合多少の臭気はあるようだが商品としてはさ

しつかえないという結論を得た。

3）島根県木炭協会東京駐在員桂宗五氏に本試験木炭

2陵（15キ蔭）を送り燃焼試験を依頼したその結果

イ）東京薪炭問屋協会洋風事務室火鉢

ロ）横浜市S商店洋風事務室と和室6魁火鉢

ハ）横浜市O商店和室8畳火鉢

二）横浜市N商店洋風事務室火鉢

ホ）東京中央燃料KK和室4,5畳の宿直室火鉢

以上5カ所の燃焼試験結果の感想は商品として支障な

いと思われる。

へ）桂宅和室4，5畳と6畳で，火鉢，コン戸，コタ

ツで反覆使用した。その結果臭気を感じた場合と，感じ

ない場合とあった，これは薬剤の量によるものでほない

かと思われた。また，コタツの場合は臭気が残るが，6

提の室で半日ぐらい，この木炭を火鉢で使った場合外部

から入室して見たところ，さして臭気は感じない。

ト）近隣の家に予備知識を与えずに若干使用さして承

たところ臭気については感じなかった．

以上試験の結果若干の臭気はあるが使用して別に支障

があるとは思われない。

4）県林政課職員5名に燃焼試験を依頼した結果職員

5名が各自自宅で，コン:ロや火鉢で使用したところ臭気

は全然感じなかったという結論を得た。

11．試験結果

長所

1）緩炭化すること

触媒製炭は点火から炭化の初期にかけて温度の上昇が

ブレーキされ，緩炭化するため，上げ木の炭が傷まない

から，木炭の頭部もいたまずう皮つき，し蓑り，ともに

よくなる。

2）収炭麓の多いこと

供試炭がまは，従来18～20俵（15キロ）ぐらいしか

出なかったかまであるが，今回の試験でば20～23俵の

出炭をみたので，これまでの成談にくらべて約15％の

増収率を示した。

3）硬度

硬度は普通製炭の木炭にくらべて高い傾向にある。

4）木炭のしまり，割裂の状況

普通製炭のものにくらべて，よいと思われる。

短所

1）木炭の色沢がやや不良の感がある。

2）密閉前にガス抜き操作を怠れば，木炭を使う場合

若干臭気が残る。

12．考察

1）薬剤の使用量

1回の炭材詰込愛の約0.15％程度

6

鱗
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水津：黒炭の触媒製炭の試験について

ハ）密閉前にガス抜き操作を行なうこと。

糖煉が終ってから密閉前に通風口を塞いで煙突口を開

いた童まで，かま口上部に直径5cm～6cmく・らいの，

のぞき穴をつくって，かまの大きさによって一定しない

が，1時間半～2時間ぐらい，ガス抜き操作を行なえば

薬のための臭気はなくなると思う。

5）湿気のある炭がまでは触媒製炭をしないこと。

6）薬剤を指定すること

有源薬剤富さけるため，触媒製炭用の薬剤を指定する
こと。

むすび

木炭原木である広葉樹の利用が拡まるにつれて，その

価楕は次第に高くなってきた反面，木炭価格は電気，ガ

ス，石油，加工炭等におされて値あがりせず，ために製

炭者は，この板ばさ承にあって困窮している。この打開

策としては，収炭量を増すことと，品質を改善すること

である。

このことについては，近ごろ改良炭がまが普及され，

また製炭の理論も明らかになった，ために品質は向上し

てきたが，収炭率においては一部の製炭篤志家，経験技

術者を除いては末だ向上の余地が残されている。

収炭率の向上については，何か画期的な方法はないも

のかと，木炭関係者は斉しく念願していたところ偶を薬

の作用によって炭化現象を変え，収炭量を増すことの製

炭試験が国立林業試験場で実施され，また，その指導に

よって，島根県においても，不十分ながら試験を実施し

たところ，収炭率のよいことは，たしかにみとめられ

た造

また，炭質においては，硬度，糒煉度，小口割れの状

況等普通木炭にくらべて何等遜色なく，ことに上げ木の

木炭の傷翠，炭材頭部の傷みの少ないこと等は普通の製

炭に優っていることがうかがわれた。

しかし，触媒製炭による木炭は使用に当って臭気を発

する風評があったので，本試験にかかる木炭を使って燃

焼試験を行なったところ，その結果では別に臭気は感ぜ

られず，商品として差支えないという結論を得た。

（35．4．16寄稲）

2）使用方法

イ）かま口部（灰化する部分）の立て炭材上部に拡げ

る方法

ロ）障壁上部の練り土にすりこむ方法

ハ）かま口部左右よう壁上部から，よう壁高の10%

く・らb､さがったところに奥行に向って水平に溝を掘り，

これに薬剤を入れておく方法等いずれの方法でも効果に

大差はないが，要は薬剤がよう底に落ちないような工夫

をこうずることが大切である。

重た’薬剤を連続的に使うと，よう壁や，よう底に惨

象こんで，炭化の状況や，木炭の色沢に悪影響があるの

で普通製炭と触媒製炭と1回交替に実施する方がよいと

思われる。

また，触媒製炭を相当回数を重ねた熟がまで，よう底

の温度があがらず，煙切れもわるいような場合には，よ

う底に薬剤が惨象こんでいるものと思われるからこの場

合は，よう底を掘りおこし，用土を入れ替える要があ

る◎

3）樹種別効果

樹種別の試験はしなかったため，その効果を数字的に

挙げることはできないが，供試材がナラ，雑木の老木で

ほとんどが割材であったが，その成織は前掲のとおりで

あるから，これから推察して樹種のいかんにかかわらず

効果があると思われる。

また，丸材については軟質の丸材には相当の効果があ

ると思われる。しかし炭化の初期に緩炭化することや，

炭材頭部の傷象のないことから考察すれば樹種のいかん

にかかわらず若干の効果はあるものと思われる。

4）製炭操作について

イ）精煉開始期を普通製炭にくらべて少し早目にする

こと◎

官）騎煉を十分に行なうこと。

製炭所要時間

一

』

■

《
｝

讐乾｜
内燥｜
時間
繍舛榊口計備考区別I

触媒製炭
第2回次

触媒製炭
第3回次

触媒製炭
第5回次

普通製炭
第1回

普通製炭
第4回

間

顎
７
６
６
６
６

－ 剛

時
３
７
６
７
８

１
１
１
１
１

使用がま島根八名がま
20俵出

炭の友
3姥使用

炭の友
4"使用〃

炭の友
2kg使用〃

"

時
２
１
１
１
１

１
間
０
５

時間’

1
9

帥13
1

；
13

16

35

５
５
６
９
８

残部僅少

徳太郎箸

40

’
44
今今 8

I

資 源と森林

水

水
出

75円〒16円
63 5

120円〒16円

|"‘41 1 〃
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スギ，ヒノキのさL木における

ルートンの発根促進効果について

I.まえがき

さし穂の切口を植物ホルモン剤で処理することによっ

て，さし穂の発根を良くしようとする実験は従来からい

ろいろのホルモン剤を使って多種多様に試象られている

が，その大部分が単なる実験にとどまり，ほとんど実用

化されていないことは周知のとおりである。

実用化のむつかしい原因としては，ホルモン剤がその

時のさし穂の内部条件によってききめ力謹うばかりでな

く，逆に発根を悪くする場合が多いことであり，さらに

ホルモン剤それ自体がまだ不完全であることもその一因

として考えられる。

筆者はこの問題の解決にjま結局，スギ，ヒノキに適合

したホルモン剤の発見と，その地方の桜潅，品種，気象

条件，さらには土壌条件に従ってそれぞれに応じた処理

方法を確立しなければならないと考え，ここ4，5年来

和歌山県の一部のスギ，ヒノキについて，母樹別にいろ

いろと試験を実施して承た。

はじめは従来多く使われているアルファナフタリン酷

酸，ペーターインドール酪酸等を使用して，濃度別や処

理時間別等いろいろの試験を実施して承たが，やはり安

･定した結果が得られなかったので，34年春精英樹のさ

し木にあらたに植物ホルモン剤ルートンとエギセニン等

で処理してみたところ，ルートンの方は発根率の向上や

発根率の増加に目立った効果が認められ，しかも少数な

がら各精英樹共一様に良い結果を得ることが出来た。

ルートンは灰白色の粉末で，ナフチルアセタマイドを

主成分とし約20種類のホルモン剤やミネラルを添加し

ているといわれている。

本剤が果して和歌山県のスギ，ヒノキ全般に適合する

ものかあるいはそれ以上の広い地域にまで普遍性のある

ものかはさらに今後の実験によらなければ分らないが，

ホルモン剤がスギ，ヒノキのさし穂に対してかなり安定

した効果のあった一例として，幾分でも大方の御参考に

なればと考えたので，試験方法の不備や内容の足らない

点をかえり承ず，その状況をここに報告する次第であ
る。

江．試験方法の概要

1．材料試験用のさし穂は下記の精英樹および候

筆者・和砿山県林業試験場

浜 野 実－

補木から昭和34年の3月中に採取したものの側枝でほ
ぼ均一なものを使用した。

特に側枝を試験材料にしたのは精英樹の数少ない主枝
を薬品処理によって，従来のように逆に発根を悪くする
等の万一の場合をおそれたためである。

(1)・西E(スギ）和歌山県西牟婁郡日置川町産

56年生

②、西G(スギ）和歌山県西牟婁郡大塔村産

47年生

(3)・西H(スギ)"37年生

仏)．西17号（スギ）和歌山県西牟婁郡日置川町産

34年生

(5)．日高A(ヒノキ）和歌山県日高郡内産年令不明
(6)．日高9号（ヒノキ）和歌山県日高郡美山村産

29年生

2．苗畑の位置と気象条件

苗畑は和歌山県古座川町，県林業試験場の樵内に設け

た。同場榊内で観測した昭和34年中における気象概況
は，年平均気温17.8.C,年平均湿度74.8%,最高気温
35.0｡C,駿低気温-4.9｡C,年降雨量3.571mm,風力
3.4m/Sであった。

3．苗畑の土壌条件

苗畑は黒色火山灰土を約20cmの厚さに置土してつく
られ，土壌は膨軟で排水良く，保水力にも富むが,pH

4.5で有効燐酸をほとんど含董ず，窒素や加里も不足気

味である。なおこの土壌の理学的性質は第1表の通りで
ある。

第1表土壌の理学的性質

容積重'ずL隙嬢大鐙小機械的組成
一｜量_容水鐙容気鐙粗砂|細砂|微砂|粘土
71.35160.7 ｜｜灘"|-‘乱，……，"』‘"”
4．試験区の設けかた

母樹毎にルートンの処理区と対照区に分け，それぞれ

を条件の等しいさし床に隣接してさしつけた。各区のさ

しつけ本数は第2表に記戦した通りである。

5．ルートンの処理方法

－39－
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第2表発根率成絞表 第3表地上部伸長量と総根長比較表

地上部の伸長過|総根長(一次根）樹

処理|対照|処理|対照鮮憲母樹挿付月日
発根率

母

処理|対照

日
日
日
日
日

年
即
即
〃
〃
卵
〃
剛
球

“
４
４
４
４
４Ｊ

Ｊ
Ｊ
や
痔
均

、
ノ
、
ノ
エ
、
ノ
ヒ

エ
江
く
く
こ
く

く
く
号
号
く
号

Ｅ
Ｇ
Ｇ
Ｈ
Ⅳ
”
認
紳
平

西
西
西
西
西
西
日
日

｜

’
％
Ｂ
５
３
ｐ
４
Ｂ
０
Ｊ
ｂ

３
３
５
２
５
４
２
坐

４
４
４
．
３
９
９

割
謂
叩
淵
劉
謝

５
０
０
０
０
９
７

１
１
１
１

ｍｃ
Ｏ
９
０
３
７
５
８
２
６

０
３
７
７
６
７
７
２
２
５

’

CXn

18．4

4．7

4．0

10.6

10．1

9．7

7．3

9．6

8．7

ｍｃ
ｌ
５
８
６
１
８
１
８
４

●
●
①
●
●
。
●
●
●

２
１
１
１
４
３
２
２
２

ｍｃ
５
７
５
２
５
３
０
７
８

１
１
１
１
３
３
１
１

０
６
６
２
９
９
７
２

４
今
２
２
５
２
２
４
９

西E
西G(I)
西G(II)
西H

西17号(1)

鴎瞬野卑）
日高9号(ヒノキ）

平均

０
２
３
０
０
０
８
４
今

４
－
２
２
５
４
今
４
４
９

｜

’

’

備考to2.54>to･052.36

ルートンの粉末を井戸水でペースト状に練り，さし穂

の切口へうすく塗布して直にさしつけた。・

6．さしつけ法

さし融の長さを約15cmにそろえ，さし穂の下部1/3

の小枝を剪定鋏で除き，楕円切返法で穂作りし，12時間

水道水に浸漬してから案内棒ざし法でさしつけた。

さしつけ時期は34年4月1日から10日までの間で，

さしつけ直後約45cmの高さに日覆いをし,9月上旬に

取りはずした。その他の管理は一般の例により適宜行な

った。

Ⅲ、試験の結果

昭和35年1月18日に各区のさし穂を全部堀取り，発

根率，地上部の伸長量，発根苗1本当り一次根の総根長

および一次根の本数と細根数を調べた。その結果は次の

通りで，ルートンの処理がさし稲の発根促進にきわめて

効果のあったことが認められた。

1．発根率発根率の成演は第1表に示した通りで，

各母樹共ルー1､ン処理区がきわめてすぐれており，統計

的にも(f02.54>fo･o62.36)有意差が認められた。こと

にスギでは西Eのように効果のやや少ないものもあった

が，他の3本の母樹がルートンの処理によって圧倒的な

効果が認められ，実に100%の発根率を示した。ヒノキ

ほいろいろの都合でやむを得ず15日間も流水につけて

貯蔵したきわめて条件の良くないさし穂を使ったため，

処理，無処理共きわめて低い発根率であったが，それぞ

れ処理区の方が良い発根率を示している。

2．地上部の伸長識と総根長

第3表はさしつけ後秋期生長休止期までの地上部の伸

長量と発根苗1本当り一次根の総根長についての成績を

比較したものであるが，やはり各母樹共処理区がすぐれ

ており，統計的にもきわめて大きな差が認められた。

地上部の伸長量の差はすでに7月頃から目立ってお

り，ルー1,ンの処理によって発根時期も早められること

が観察された。

備考伸長避to6.26>to．0'3.50

総根長to5.32>tO･0'3.50

また総根長も処理区は対照区の2～5倍にも達してい

るが，これは一次根の発根本数が対照区にくらべてきわ

めて多いことにも起因するものと考えられる。

3．一次根数と細根数

第4表ば一次根の本数と細根数についての成績を比較

したもので，いずれも処理した場合の方が格段に多く，

統計的にも有意の差が大きく認められた。また一次根の

発根形式は写真に示したように対照区が切口付近からの

第4表一次根数と細根数比較表

一

心

細根数一次根数

処理|対照

ゆ

樹母

処理|対照
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０
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浜野：スギヒノキのさし木におけるルートンの発根促進効果について

写真2

皇室垂＝

蕊

議島

写真3

承発根しているのに対し処理区は例外なく切口から約3

cm位のルートン付着施囲にわたって発根していること

が観察された。

ルートンの付着範囲は堀取り時においてもやはり白色

を呈していたので容易に判別されたが，切口にだけ塗布

した筈のルートンが約3cmの範囲にわたって付着して

いたのは，土中にさしつけの際の摩擦でペースト状のル

ートンが切口からずれて約･3cm位の範囲に付着したも

ので，これが偶然に切口以外の箇所からの発根を促した

ものと考えられる。

細根数も処理したものには写真のようにきわめて多く

着生していることは注目される。

Ⅳ、むすび

すでに述べたようにこの試験は30～60年までの緒英

樹又は候補木を対象にしたが，薬害をおそれたため特に

側枝の承を実験に使った。

その結果この試験におけるルートンの効果は予想外に

良いものであったが，ルーI､ソがホルモン剤である以

上，その時のさし穂の内部条件によって，いろいろちが

った結果のあらわれることも一応予想されるので，本年

度はさらに和歌山県下の各地で地方事務所または農林事

務所の林務課および林業改良指導員の協力を得て，年令

のちがったいろいろの母樹について実地試験を実施して

いる。

ルートンは粉剤であるため，本来の使いかたは切口を

水でぬらし，これにまぶすように指定されているのであ

るが，この方法は土中にさしつける際の摩擦でほとんど

脱落するおそれがあるのではないかと考え，この試験で

は特に水でペースト状に練ってさし穂の切口にぬりつけ

て承たものである。従ってホルモン剤としての効果の外

に，さし穂の切口に対する雑菌の浸入の遮断効果を想定

すれば，それによる間接的な効果もある程度までは見逃

し得ないものと思われる。いずれにしても今後の試験に

よらなければならない点が多いので，本年度は処理方法

の問題や土壊による効果のちがいはもちろん，母樹また

は品種の相違による効果のちがいについても本格的に再

調査したいと考えている。

大方の御批伴と御指導をおれがいする次第である。

（35．4．3寄稲）

I
一

〃自由論壇質問室澗の新設〃

○自由論壇来る8月号から読者の皆様に，研究，

意見等を自由に発表していただく機運を作るため

に，特定の棚を設けることにいたしました。

内容は，評論，研究，意見，瞳想，等何でも結

溝です。ふるってご寄稿下さい。

O質問室8月号から，読者の皆様の技術的な疑問

を解決するための機関として質問室を開設いたし

ます。

質問の内容を200字以内に簡単にわかりやすく

まとめて，ご提出下さいc

掲載については編集部にお任かせ願います。

一・一・』錘－．－-一・

ﾄ
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万沢の総面積はおよそ2:,200haで，このうち約80%

の1,800haを林地がしめ，農耕地は8%の200haに

すぎない。山梨県の林地が総面積の75％であるのにく

らべ，万沢は林地のしめる割合が大きい。戸数980戸の

うち農家は4割強の400戸で，1戸あたりの農耕地の所

有面菰はおよそ0.5haであり，農耕地が少なく山林へ

の依存度が高い。

林地のうち83％の1,500haが人工造林地であり，

しかもこのなかでは林木を伐採した後，ただちに地ごし

らえして造林するのは20～30%で，残りの70～80%

が混農林の方式により経営されている。標高がおよそ

100mから900mにおよぶ地域であるが，比較的傾斜

のゆるい丘陵からなり，名のとおり小沢が多い。地質6’

は第三紀層のなかで最も新しい静川層に属し，砂岩，頁

岩，円礫岩などが基岩となっており，土壌ほこれらの風

化したものが主であるが，平坦な尾根には富士山の火山

灰が厚く積っており，これが土壌の母材となっている。

気候をゑると，年平均15℃，年間降雨量は2,800mm

内外あり，山梨県のなかでは最も温暖多雨な地域にはい

り，植物の生育には好適な条件のもとにある。

沿革と現在の状況

山梨県では富士川流域が林業の先進地といえるが，こ

のなかでも万沢はことに林業技術が他にすぐれ，しかも

部落中にあまねくゆきわたっている。ここの特徴となっ

ているのは林業を中心とした混農林業が行なわれている

ことである。

山梨県で混雌林業が行なわれているのはひとり万沢だ

けでなく，峡南地区と呼ばれる県南部の，富士川に沿っ

た富河，睦合，豊岡，身延，栄などの町村においてもこ

のような経営がなされてはいるが，方法や施業の目的な

ども場所によって多少異なっており，またその面稜も万

沢ほど多くはない。すなわち，万沢の材木を中心とした

混艇林業に対し，他町村ではミツマタ中心主義の方法を

多く取っているが，これは万沢における混農林業の発達

経過の一駒に相当するとも考えられ，やがて同じような

施業形態に近づくものと思われるc

ここの混農林業は原氏4)のいう前作型にはいるもの

で，スギ，ヒノキなどの造林地に孝られ，農耕地として

使用する期間は短かく，造林，手入斐の節減に重点がお
かれている。

この付近で混農林形態による経営が行なわれはじめた

のは，今から400年前の豊臣時代のことであるが，切替

畑による粗放な農業経営が不利なことから，耕作後にク

ヌギやヤマハンノキを植えつけるようになり，またその

ころからミツマタの栽培もとりあげられたという。昔は

森林を伐採すると跡地を焼きはらい‘ソパをまき，2年

目には粟を，3年目にはよく耕してサトイモをつくり，

はじめに

近年，森林の短伐期施業とあいまって，林地の集約的

な利用が強く叫ばれ，その一つとして混艇林業が検討さ

れつつある。

この方法は土地の狭いわが国では，必然的に生董れ，

古くから行なわれてきたものである。全国でも数県を除

き混農林業が行なわれている現状であり，平坦地の少な

いわが国においては，今後ますます林地の有機的な高度

利用により，山村経済の向上を図らねばならぬと思われ
るロ

万沢の林業は一名肥料木混交林業5'ともいわれ，古く

から調べられているが，山梨県'･豊》や長田3)，原4'，新

村劃氏らにより詳しく報告され，一方では林野庁によっ

て混農林業のスライドが作成され広く紹介されている。

それゆえ，いまさら万沢林業がどうこうと論ずる余地

もないが，より多くの人に万沢林業を知っていただくと

いう意味で，紹介の一文を草する次第である。

万沢の概況

万沢は山梨県の最南端にあり，富士川に沿った山間の

小部落で，現在では富河村と合併して富沢町となり，万
沢とはアザ名になっている。

一

。

●

《
一

図1万沢の位置

筆者・山梨県林業試験場

-－－－42－



小島：万沢林業

4年目になってミツマタを植え，これと同時にヤマハン

ノキを植栽し，ミツマタの収穫が減少するころにはヤマ

ハンノキの林になるということを自然に会得し，このよ

うな作業方法をとって来た。

スギ，ヒノキの造林が今から200年ほどまえよりはじ

められ，明治の中頃になって現在行なわれているような

作業方法がとられ，大正時代のころから化学肥料の発達

にともなって，オカポも栽培さればじめ，今日のような

混挫林業の形態が整って来た。

万沢で現在一般に行なわれている混農林の作業方法

は，まずスギ，ヒノキなどの伐採跡地を整理して焼き払

い，ついで開墾し，切替畑とするが，傾斜の度合に応じ

て整地の方法をかえる。25度以上の急傾総馳は幅が3．5

m位の間隔で段々畑状に耕し，寄せ（土手に相当する

ところ）を作り，緩傾斜のところは整理の時の焼残った

木片や根株，石などを筋状に寄せ集めて整地し，切替畑

とする。畑には主としてオカポやソバなどを2年間つく

り，3年目にはスギ，ヒノキを造林し，その間作として

ダイズ，サツマイモなどを作づけし，翌年4年目の春に

ミツマタとヤマハソノキを植えつける。ミツマダば植え

つけてから3年後と5年後に収穫し，それ以後は造林木

に被圧されるので，2，3年の間はヒロイ切りと称して

多少は収穫をしているが，量的には問題にならない。ミ

ツマタを栽培している間，造林木の手入れとしては，植

栽した年に除草するだけで，林業的な手入れはほとんど

行なわれない。ヤマハンノキは植えてから7～8年たつ

と，樹冠が広がり，スギやヒノキを被圧するようになる

ので，遅くとも12～13年目ころまでには伐採し，造林

木の生育を阻害しないようにしている。

一般に切替畑では，林地からの養分を掠奪するような

傾向にあるが，ここでは過去において切替畑でミツマタ

のかわりにクワを栽培したため，林地のせき悪化を蓑ね

き，造林に支障をきたしたという苦い経験から，耕作す

る作物には肥料をほどこし，必ずヤマハソノキを植栽す

るなどの方法をとっている。

苗木の植えつけ本数はスギ，ヒノキが111aあたり

3,000本，ミツマタは造林木の間に60～70cmのウネ

幅で30,000本，ヤマハンノキはスギ，ヒノキを植えた

翌年，この間に一列おきの間隔で700～800本植えつけ

る。

また，スギとヒノキの植え方は，苗木を一緒に持って

ゆき土壌を掘って悪て，土の深いところにスギを，浅い

ところや，やせ地，尾根どおりにはヒノキと植えわける

のが普遥であり，そのため単純林は少くなく，造林地の

大部分が混交林となっている。

なお，スギを蝿乗したあとには同じスギを連作するよ

りも，樹種を換えた方がよいといわれ，前の林力;スギの

場合にはヒノキが植えられている。

林木の育ちと土壌

万沢の混農林業を技術的な面から検討すると，農業と

林業あるいは林業のなかでもそれぞれ専門の立場から

みて,いろいろの問題がでてくることと思われるが，林

業に重点をおいた経営がなされていると聞き，林業技術

の果す役割が大きいことを痛感させられる。

ここでは主として土壌の面から混農林業についての検

討をすすめてみよう。

ここは静川層の砂岩や，頁岩，円礫岩などが基岩迄

気温が高く雨が多いため風化しやすい粘土分や微砂が多

く，土性ほ埴質壌土にほいるものが多い。このなかでも

ことに円礫岩のところは土がつまり型になり，土壌の理

学性が悪く，良好な状態とはいいがたい。万沢地域のス

ギの生育状況を各地の収穫表『'と比べてゑると，地位が

上のところでは林令25年で次のごとくである。

第1表スギの生育状況

一

内地|清澄
|万沢票識貢学調地方

、
麺

場所

－
－

霊
鰄
一

16

15

260 I
｜

’

、

平均直径(cm)

平均樹高(m)

haあたり材積(㎡）

26

20

480

17

15

270

22

13

380

17

15

300 ’
■

注）内地一般スギ林は林令が20年の時の数字である｡

この表からみてもわかるように万沢のスギ林がほかの

地方と比べて特別によい生育をしているとはいいがた

く，むしろ逆にやや劣っているようにも思える。傾斜の

ゆるいところや鈍頂な尾根で火山灰が厚く堆積し，これ

が母材となった土壌は水分のしめている割合が著しく大

きく，空気が少ないうえ石礫がないので，つまり型の土

壌となりやすい。ここと接した富河のヒノキ林で調べた

結果s)によると，火山灰土壌は粘板岩のところと比べ，

理学性に著しい違いがあり，火山灰は採取時の含水蛍と

最大容水量との比である湿潤率が90％で大きく，媛少

容気量は小さかった。蓑た粘土が多く，砂に対する粘土

の割合は表層が3．3で粘板岩の0．3に比べ，はるかにつ

まり型の傾向を示していた。ヒノキの生育は第2表のご

第2表母材とヒノキの生長

』‐

木

材稜
1/1,000
（㎡）

ha当り律
詩一 平
高
ｊ
樹
“

均
一
露
岬

母材

本数蓄積
（㎡）

△、
了う

38

42

火山灰

粘板岩

1,7801130

1，000210

13

19

80

210

10．5

13．5

－43－



小島：万沢林業

とくで，育ちには10～15年くらいから違いが認められ，

25～30年では顕著な生育差があらわれている。

また，この近くの砂岩，円礫岩を基岩としたBcとBD

型土壌のスギ58年生林で，土壌型による生育状態の違

いを調べた，》ところ,Bcは粘土が多く,BDよりも粘土

分係数が大であり，ことに表層でははっきりしていた。

Bcのところは蓄秋が1nあたり220㎡で,BD型の40%

であった。BD型のところでも内地一般スギ林収穫表に

比べると地位は、に相当し，生育がよいという訳ではな

い。

上にのべたように万沢は土壌の面からふれば，特にす

ぐれた条件をもっている訳ではなく，山梨県の中でも古

生層や小仏層のところに比べれば条件が悪いといえそう

だ。それにもかかわらず，過去において需要のためとは

いうものの，30年内外の短伐期施業が行なわれたこと

は，このような土壌条件を克服した高度な林業技術の注

入があったことが想像されるのである。

万沢林業の施業方法を承ると，伐採したあと数年間は

農地に利用するため，林地を緋やし，少なくとも地表に

近い10～20cmの間の理学性を良好にし，そのうえ地

力の減退を防ぐ．ため肥料を施している。

土壌の理学性が林木の生育と密接な関係にあることは

今更ここにいうまでもなく，上にのべた例からもわかる

ことで，一般に造林の時，植え穴を大きくするよう奨励

しているのも，土壌を膨軟にし根系が伸びやすい状態に

するためといえよう。

安藤氏らによればﾕ･'，山に植えてから数年の若木の根

系は，横の広がりや根のはいる深さはそれぞれ樹種によ

って違うが，樹種によらず根系の90％内外が地表から

20cmまでの深さに分布していた（図2)。

地上部の生長にしたがって根系も伸び，増してゆく

が，生長のための役割を果す吸収根ば，木が大きくなっ

ても地表から20cmくらいまでのいわゆる表層におお

い。

この性質は造林木だけでなく，一般の低木や草本類で

も当然承られることで，このため普通の造林地では造林

した木と，他の植物との根系の競争が問題となっている

が，万沢のように耕作し，同時に雑草を除去することに

よって，造林木の根系を自由に伸ばしうるので，生育を

より良好にするということも考えられる。

しかし耕したため，土壌の理学性は改良されても，農

作物によって土壌中の蕊分が吸収されるとあとの林木の

生育が悪くなるが，万沢で農作物の肥培管理が行なわ

れ，肥料木としてヤマハンノキが混植されていること嘘

まことに当を得たものと考えられる。これから一歩すす

んで林木においても，間型肥料などによる肥培管理がこ

れに加わったならば,林木の生育もより一層よくなろう。

肥総体の混植ということは，近年ことに注目され，豆

科の樹木や，ヤマハンノキのような遊離窒素の固定作用

をいとなむ根粒菌植物が肥料木としてとりあげられるよ

うになった。

また，土壌の面からみても，針葉樹の落葉は土を酸性

にしやすいので広葉樹を混植すると針葉樹林に比べ，地

力の低下を防ぎ土壌改良に役立つといわれ，混交林とす

ることによって病虫害の被害を少なくしうるともいう。

ひるがえって万沢の林業を承たとき，ここでは古くか

らヤマハンノキの混植が行なわれて来たが，ヤマハソノ

キを植えれば主林木のスギ，ヒノキがよく育つといった

ごく単純ではあるが長い間の貴重な体験から混植の効果

を認めてきたものであろう。

先年，ここの林業の実態調査を行なった長田進氏3》に

よれば，スギの造林地でヤマハンノキを混植してから,2

年くらいで伐り除き，なお’0年を経過した造林地と，

はじめからヤマハンノキを植えつけなかったと同じ条件

のところでの生育状況は，ヤマハンノキを混植したとこ

ろの方が10％以上大きかったという。

叢起新村氏‘)によれば，切替畑に植えつけたヒノキ

の19年生林ではhaあたり160nfであり，同一林令の

切替畑でないヒノキ林分は’45㎡であったという。

今寅でのべたようなことからぶても，土地の耕転や肥

料木の混植が，造林木の生育促進に効果があり，林木の

早朔育成に役立っているものと思われる。

これからの万沢林業

万沢では混農林業が部落全体で行なわれているが，こ

こで実際に行なわれている場所は，富士川にそった標高

90mから貫ガ岳下部の600m内外にいたる造林地一帯

で，遠くても部落から1,500m内外の範囲にある。前

←■

日

ヤ

‐笛

一

I%'j2b40"8b,60,bO806ウイ0九。
彌
さ
畑
加 髪

’“’ スギ アカマツ

601
去
唇
２
さ

大
０
大

己
塞
酉

q2cTTI以下の根

80 ～1.OCmの祖

1.0[m以上の根

00r，

図2若木の根の分布

･－－－－44．－－。



小島：万沢林業

にのべたような自然の条件や，部落の人たちの林業に対

する認識の深さなども万沢で混農林業が発達してきた要

因の一つになり，今日全国でも有数の林業地帯が作られ

てきたのであろう。

これからのあり方について愚見をのべて糸ると，今後

の問題として考えてゆかねばならぬことはいろいろある

が，なかでも品樋の改良，土壌の管理および経営の合理

化の3点があげられ石ように思う。林木の生育に支配的

な因子となるのは土壌の性質であるといわれ，昭和29年

から全国的に適地適木調査が行なわれ，造林技術の科学

的な推進政策がとられつつあるが，万沢地方では古くか

ら土壌の深さなどでスギとヒノキを植えわけ，どの林も

ほとんどスギとヒノキがまざっているが，これまた多く

の人盈の努力から生れた適地適木といえよう。

今後は土壌の深さだけでなく科学的なうらずけをもつ

土壌の見わけ方をとりいれ，スギ,・ヒノキの2樹稚に限

定せず適地に適木をという考えのもとに造林をすすめる

ことが大切であるが，現在林となっているスギやヒノキ

の生育状態を指標として，植えわけをしていくのも大事

なことで，今までの経験をより一層いかす手段ともなろ

う。

また九州地方においﾄﾉは適地に適品種をと，造林の技

術がすすめられつつあるが，万沢腫おいても適地適木か

ら一歩進んだ技術をとりいれ，より集約的な林地の利用

方法を発展させてもよい段階と思われる。それには山梨

県がこの地帯を重視して設けた，スギの採穂園を活用

し，育種事業の推進をはかることも大事なことの一つで

あろう。

ヒノキの場合でも，水分のていたいするような土壌や

火山灰のところでばトツクリ病がでやすい事がわかって

いるが,現在造林されているヒノキをよく調べ，このよ
うな土のところはヒノキを避けるようにしたい。

般近，木材の需要から短伐期生産が大きく考え．られて

いるが，万沢では過去にその例もあり，切替畑による土

壌改良や，肥料木の混植，あるいは林地肥培，さらに進

んでは優良品種の造成などにより，短伐期生産をすすめ

ることば十分に可能なことであろう。その意味でも最近

今須地帯の枝打ち技術など，有名林業地の技術がとりい

れられつつあるのは喜ばしいことである。

また，ミツマタの栽培においても，股近は品種も改良

されており，万沢においても施肥によって，収穫が1週

当り3トンであったものが4．5トンに増収となったこと

が安藤氏の試縦"によってわかっている。

このように個々の技術にはまだ検討し改良してゆく面

も多いものと思われる。

現在辨細な鍵山村の対策が問題になっているが，‐上に

のべたような林業技術の改良あるいば新しい技術の導入

などによって，より高度な山地の利用を可能ならしめ，

農山村経済の向上を進めることができよう。

あとがき

今まで，万沢の林業について自分の感じたままをのべ

てきたが，ここの林業技術をふり返って象ると，佐藤博

士1割も本誌（219号）でのべておられたごとく，他の有

名地と同様，長い間の村民の没い経験と工夫，しかもあ

くことのない努力の頼み重ねの上に作られてきたもの

で，どれひとつをとりあげてみても．多:くの祖先たちの

血と汗の歴史がものがたられているものである。

われわればこのような技術を生承だした祖先たちに感

謝するとともに，汗の結晶ともいえる技術を十分いかす

ようにしなければならない。科学的な裏ずけにより，よ

り高い技術へと改良を重ねもって林地の生産性向上，ひ

いては林地の利用度を一層たかめ，よりよい林業経営を

すすめるよう努力することが，われわれ林業技術者に課

せられたつとあと信ずるものである。

万沢の林業については幾多の大家により紹介され，そ

の実態も知られているが，少しでもお役にたてばと思

い，あつかましくも現在考えていることを1，2のべて

熟た°賭先薙の御叱正，御指導をいただければ幸甚と存

ずる次第である。

蒲わりにこの稿を草するにあたり直接御指導，御意見

を仰いだ山梨県林業試験場の佐治場長，安藤係長，遠藤

技師に厚く御礼を申し上げる。

文 献

1）山梨県：万沢村の実態調査譜1954

2）南巨摩地方事務所：万沢村の混漫林施業1953

3）長田：山梨県峡南地方の混艇林業，山林，853，854，
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考えて見るとそれは一つには大綱自身が抽象的である

のと，その林産物の項目に表現されているいい方ではわ

れわれが現実に深い危倶をもって注目しつつある焦点
が，このような韮本論である関係もあってか，はなはだ

ぼやけていることも原因していることと思う。

たとえば南洋材についてフィリッピンから所要の丸
太，あるいは所要に満たない丸太しか買えない場合でも
ラワン単板のだき合せ貿付を強要される場合，単板とい
う半製品の自由化はどうするのか。また国内の木材工業
の体質改善の一環として第3図の丸太挺あくまでもきり
かえていく積りなのか。あるいは国内資源を今一度見直
すのか，その工業自身の量ならびに質的な規模に触れて
行くのか。一つの承取上げて見てもなかなか簡単に日本
が一方的に定めうる事でばない。

いいかえるならば，大綱というスタートの線において
は問題はすべて将来に残されたという感じが強いのであ
る。

丸太は自由化されたと書かれてはあるが，その裏には
どれだけの問題と混乱が蔵されていることか。あれだけ
長い間慎重に考えて飛込んだつもりのラワン材の自由化
も，ちょっと消費が落ちてくるともう水面置場が無いと
いうようなお粗末さである。木材工業の体質改善という
大障壁をのり越えて国際競争力をつけようとする目的達
成のためには，余程の覚悟と対策が必要である。

本当にこの大綱をペーパープランに終らせないため，
慎重な配慮を早くやらぬと真に脳をかむ恐れはないのだ
ろうかと心配である。
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貿易および為替の自由化

5月末の発表を目途に政府がおし進めて来た貿易およ
び為替の自由化計画の立案が予定より1カ月遅れた6月
24日，貿易為替自由化促進閣僚会議で大綱が内定され
てその全文が即日各祇の紙面をにぎわせた。
意気込承から，から振りに終るとか何とか皮肉られて
はいたものの，一昨年もおし迫って伝えられた西欧諸国
の通貨交換性回復の報を入れて約1カ年半，般終段階で
は相当のスピード振り℃ともかくも正式にその第一歩
を踏出したことになる。
われわれは今この大綱の全体を細部にわたって吟味す
る余裕を持たないが，林材界自身がこの計画の実行に伴
っていかに影響を受けるかについてやはり真剣に判断を
加えその対処策を考えなければなるまい。
ところが紙面の示す林材界の反応具合を見ると思った
より低調で，なかには木材関係は影響薄と迄割切った論
調も一部見られるようである。
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さ
る
五
月
二
日
、
林
野
庁
で
は
林
業
機
械
化
協
議
会
を
設
置
し
、
林
業
機
械
化
を
本
格
的
に

講
し
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
協
溌
会
が
と
り
あ
げ
る
項
目
は
、
き
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

造
林
事
業
か
ら
伐
採
事
業
に
至
る
林
業
全
般
に
わ
た
る
機
械
化
の
推
進
に
そ
の
目
標
が
お
か
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
協
議
会
の
活
躍
い
か
ん
で
は
今
後
の
林
業
技
術
上
に
及

ぼ
す
変
革
は
相
当
大
き
な
も
の
に
な
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
林
業
機
械
化
の
推
進
機
構
の
一
環
と

し
て
沼
田
営
林
署
に
「
林
業
機
械
化
技
術
指
導
施
設
」
と
い
う
舌
を
か
承
そ
う
な
長
た
ら
し
い

名
の
林
業
機
械
化
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
名
称
の
是
非
は
さ
て
お
き
、
こ

の
セ
ン
タ
ー
で
ば
林
業
機
械
に
つ
い
て
の
現
地
適
用
試
験
、
要
員
研
修
、
普
及
指
導
な
ど
が
主

な
機
能
と
な
り
そ
う
だ
と
の
こ
と
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
今
後
の
日
本
林
業
の
発
展
に
占
め

る
役
割
は
大
き
な
も
の
と
な
ろ
う
。
私
は
こ
の
セ
ン
タ
ー
が
で
き
た
と
聞
い
た
と
き
に
特
に
要

望
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
単
に
新
し
い
機
械
の
性
能
試
験
な
ど
に
と
ど
ま
ら
ず
、
機
械
化
の

導
入
に
よ
っ
て
造
林
か
ら
伐
採
に
至
る
作
業
仕
組
の
合
理
性
を
確
立
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
こ
れ
に
よ
っ
て
今
、
一
つ
の
壁
に
つ
き
あ
た
っ
て
い
る
林
業
技

術
に
発
展
の
た
め
の
新
風
を
吹
き
こ
ま
せ
た
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

過
日
、
機
会
を
え
て
沼
田
に
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
早
速
、
現
地
の
実
験
作
業
を
見
学

さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
私
の
願
望
し
た
よ
う
な
こ
と
は
す
で
に
現
地
で
の
実
験
作
業
で
そ
の
一

つ
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
セ
ン
タ
Ｉ
の
今
後
の
活
躍
に
大
い
な
る
期
待
を
い
だ
い
た
次

第
で
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
で
現
在
実
施
し
て
い
る
実
験
作
業
の
一
つ
に
、
伐
採
か
ら
造
林
地
栫
え
に
い
た
る

作
業
仕
組
の
合
理
性
の
検
討
が
あ
っ
た
。
こ
の
仕
組
は
伐
採
に
入
る
前
に
、
ま
ず
林
内
清
浄
と

称
し
て
刈
払
機
で
ス
ス
タ
ヶ
、
潅
木
類
を
刈
払
い
、
伐
木
造
材
の
功
程
を
あ
げ
さ
せ
る
と
と
も

に
危
害
防
止
、
さ
ら
に
は
造
林
地
栫
え
の
予
備
作
業
を
意
図
し
、
そ
の
後
伐
木
造
材
、
集
材
、

木
寄
作
業
１
１
い
ず
れ
も
機
械
に
よ
っ
て
Ｉ
を
行
な
う
と
と
も
に
集
材
手
に
地
栫
え
ま
で
行

な
わ
し
め
る
仕
組
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
集
材
手
に
造
林
地
栫
え
を
や
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
も
、

こ
の
作
業
仕
鍾
の
一
つ
の
ね
ら
い
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

従
来
、
林
業
に
お
い
て
は
造
林
は
造
林
、
伐
採
は
伐
採
と
個
別
技
術
中
心
で
掘
下
げ
ら
れ
て

き
、
相
互
間
の
噛
象
合
せ
に
つ
い
て
は
必
ら
ず
し
も
十
分
で
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
規
模

経
営
に
な
る
と
、
セ
ク
ト
主
羨
に
お
ち
い
り
、
国
有
林
な
ど
に
お
い
て
も
、
直
営
生
産
跡
地
の

造
林
が
鮫
も
難
渋
す
る
と
い
う
珍
現
象
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
個
別
技
術
の
噛
象
合
せ
の
合

理
化
が
や
は
り
今
後
林
業
技
術
を
発
展
さ
せ
る
一
つ
の
足
が
か
り
に
な
る
と
思
う
の
で
、
こ
の

セ
ン
タ
ー
で
や
っ
て
い
る
林
業
機
械
化
の
導
入
に
よ
る
作
業
仕
組
の
改
善
は
、
そ
の
意
味
で
も

面
白
い
実
験
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
実
験
結
果
が
楽
し
象
で
あ
る
。

従
来
「
林
業
技
術
」
と
呼
ん
だ
場
合
、
や
や
も
す
れ
ば
機
械
技
術
を
枠
外
に
お
く
傾
き
な
き

に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
っ
た
が
、
今
後
林
業
技
術
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
機
械
技
術
の
菰
極
的

導
入
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
当
然
の
理
で
あ
り
、
皆
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
が
、
機
械
に
弱
い
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
も
あ
る
ま
い
が
、
ど
う
も
別
扱
い
す
る
よ

う
な
感
じ
が
し
て
な
ら
な
い
。

こ
の
「
林
業
技
術
」
誌
に
お
い
て
も
会
員
諸
兄
が
大
い
に
林
業
機
械
技
術
に
つ
い
て
討
議
、

研
究
さ
れ
ん
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
（
山
人
）

■

林
業
技
術
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林
業
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第 6回林業技術賞
本会では毎年(1)林業器具，機械，設備等の発明，考案またはその著しい改良。⑫)研究，調査，著作。(8)林業技
術実施の現地業織。の各項について実地に応用または普及されて，林業の振興に貢献し功綴が大きかったと認められ
る業綴に対して，林業技術賞を贈呈して表彰しているが，第6回林業技術賞は6月2日審査員12名，専門委員7名に
より推薦対象業談17件について最終審査した結果，次の通り決定した。

氏
一 名 ｜現 験’業 績

黒田清三郎

平田種男

岡田優

宮地義博他3名

東京営林局測定企画審査係長

東京大学森林経理学教室

高知営林局造林課種苗係長

高知県林業指導所長他

K式縦横線値展開器の考案と現地実鎮

定角測高器の考案

根切兼掘取機の考案

高林式根揚げ鍬の考案
ー

また，その業栽が実験あるいは研究過程にあるという判定のため，次の各業績は1カ年間保留の上，来年度にあら
ためて雅査することになった。
本年保留の分

寺田秋夫，服部清兵衛（帯広営林局造林課)r大型機械導入による造林作業の機械化の確立」
黒川忠雄緋L幌営林局大夕張営林署長）「タンゼントメーターの考案」
吉井宅男（熊本営林局造林課保護係長）「スギタマバ左の天敵についての研究」
新田伸三（京都大学助教授）「斜西吹付播種工法の発明」

第6回林業技術コンテスト
本会主催，農林省後援による第6回林業技術＝ンテストは6月8日午前9時から東京営林局会議室において開催さ
れた。参加者は各営林局から選ばれた担当区主任，苗畑事業所主任，製品事業所主任，ならびに各府県の林業改良指
導員等14名で，日頃の体験や研究の成果を発表して競われたが，11名の審査品によって次の通り入選者を決定し，
10日の本会総会の席上において賞状賞品及び日刊林業新聞社寄贈の記念品が授与された。

賞 ｜氏名’ 発表 テ 一 マ ｜所 属

林野庁長官賞段忠五郎
〃 谷川昇
〃 小林幸三

林業技術協会賞大野勇
〃 小林昌三
〃 川村豊
〃 谷村幸一

間伐地の曲線集材について

薬剤及び機械併用による地持試験について

保温用油紙をさし木珈業に活用した場合の効果について
二条床替用肥料撒布筋付機について

黒ビニール使用のカラマツ苗木成長休止促進について
まき付床の輪作について

個別技術普及上の問題点と試験研究について

’

大阪営林局高野営林署

函館営林局八雲営林署

長野営林局長野営林署

旭川営林局一の橋営林署

青森営林局盛岡営林署

青森営林局盛岡営林署

岐阜県林業改良指導員

なお雰査の講評及び発表の要旨は林業技術10月号に特集として掲赦する予定である。

林野庁人事
一 一

依願退官林野庁指導部長
〃 熊本局長
〃 名古屋局監査官

命林野庁指導部長青森局長

〃青森営林局長函館局長

〃函館営林局長林野庁計画課長

〃熊本営林局長旭川局長

〃旭川営林局長東京局経営部長

〃林野庁計画課長東京局事業部長
〃東京局事業部長林野庁業務課課長補佐

〃東京局経営部長札幌局経営部長

〃札幌局経営部長林野庁

〃林野庁福利厚生課課長補佐林野庁

〃林野庁福利厚生課班長青森局計画課長

〃青森局計画課長林野庁計画課

〃林野庁業務課労務班長函館局職員課長

〃函館局職員課長秋田局驍査官

茅野一男

島本貞哉

清水宗一

大野文夫

中川久美雄

浅川林三

吉村清英

蓑田茂

子幡弘之

片山正英

小林艦一

渡辺泰次

有賀美彦

杉本剛

塩島厚一

大迫寿男

渡辺実

命秋田局監査官東京局高萩署長松浦美男・
〃高萩営林署長旭川局監査課長豊田真澄

〃旭川局監査課長東京局監査官虚山田孝俊

〃東京局監査官長野局監査官砿吉田秀穂．
〃長野局監査官長野局諏訪署長野上茂
〃諏訪営林署長長野局飯山署長相沢吟治

〃飯山営林署長長野局作業課益田信
"林野庁業務課課長補佐研究普及課福田省一

〃林野庁研究普及課課長補佐研究普及課杉下卯兵衛

〃林野庁研究普及課東京局木土課長篠崎義徳
〃東京局土木課長秋田局土木課長押見正次郎

〃秋田局土木課長北見局土木課長井上多喜夫
〃北見局土木課長長野局駒ケ根署長浜田一海
〃駒ケ根営林署長林野庁監査課岡田寛治
〃林野庁林政課青森局大槌署長石川定道
〃大槌営林署長林野庁調査課小田許久
〃林野庁調査課班長函館局監査課長飯盛文夫
〃函館局監査課長林野庁業務課一木哲二一
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第五4回通常総会
6月10日（金）午後1時から本会の会議室において，

林野庁山崎長官，植杉業務部長の臨席を得て開催した。

出席者会員56名（外に代理委任状提出者6,448名)。

松川理事長挨拶，山崎長官の祝辞及び祝電披露ののち

第6回林業技術賞の表彰（別記)，第6回林業技術コン

テストの雰査発表と入選者の表彰を行なった。次いで議

事に入り早尾丑麿氏（前理事長）が議長に選ばれて第1

号以下7議案を次の通り審議決定した。

記

第1号議案昭和34年度業務報告並びに収支決算報告

の件

原案通り承認可決（別記）

第2号議案昭和35年度事業方針並びに収支予算の件

原案通り可決

第3号識案役員任期満了につき改選の件

地方理聯についてば各支部連合会からの推

薦に基づいて決定するものとし，在京の役員

については別記の通り改選決定した。

第4号議案名誉会員推薦の件

早尾丑麿氏と太田勇治郎氏を名誉会員に推

聴することを議決

第5号議案借入金の限度額に関する件

本年度借入金の限度額を800万円とするこ

とを議決

第6号議案役員報酬の限度額承認の件

本年度役員の報酬限度額を200万円とする

ことを議決

第7号議案40周年記念事業実施に関する件

原案（別紙の要綱）によって実施すること

を可決

以上を以って議事を終了し一応総会を閉会したが，少

憩後,次の通り誰演会を開催し午後5時30分頃散会した。

講演会

1．間伐地の曲線集材について

高野営林署，高野山製品事業所主任段忠五郎氏

2．アメリカの林業を視察して

林業試験場造林部長坂口勝美氏

以上

役員名簿
昭和35年6月10日改選（略敬称）

理事長松川恭佐

専務理事松原茂

常務理事大久保恭林野庁治山課

福田省一〃研究普及課

横瀬誠之〃計画課

片山正英〃業務課

大隅清示〃林産課

竹原秀雄林業試験場

川床典輝東京営林局

南享二東京大学

遠藤嘉数林総協

池田伍六本州製紙株式会社

理事小田精林野庁監査課
楠正二〃調査課

松形裕尭〃造林保謹課

浅野正昭〃研究普及課

公平秀蔵〃監査課

大友栄松林業試験場

森川通誠東京都林務課

右田伸彦東京大学

夏目正東京農工大学
飯島富五郎東京教育大学

金谷純男十条製紙株式会社

山村誠治王子製紙工業株式会社
吉田博三井木材工業株式会社
谷藤正三谷藤木材株式会社

監事奈良英二林野庁監査課

北原完治王子造林株式会社

－48－
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第14回通常総会

昭和35年度事業方針

昭和35年度の事業については特に次の各事項につい
て重点をおいて実施する。．

1．林業百科事典の編集を完了し年度内に刊行する。
2．出版或業は企画委員会の策定に基づいて獄極的に
拡大実施する。

3．40周年記念事業を立案計画し，本年度内に概ね準
備を完了するが，そのうち特に下記については積極
的な推進を図る。

（1）林業技術センターの建設
（2）記念出版「私達の森林」再版の編集
（3）記念造林のための部分林契約
4．測量指導部においてば一般航測事業の進展に伴っ
て，それに則応しうる体制を整備すると共に一層技
術的研究を進め指導の実を挙げるよう努める。
5．その他各種事業については例年の通り実施する。

昭和35年度予算

昭和54年度決算報告

'損益計算書皇繍蕊謂網

損金｜｜益金

蕊
期首棚卸高914，
人件費9,569,

：農蕊3':;II
避元費8,952,
技術振興蟹288，
図書出版費10,120,
斡旋事業費.403,

豊瀞鴇暫蟇1,6%：
航測事業費62,240,
支払手数料102，
支払利息176，
事務受托費299，
公租公課539,900
減価憧却費976,695

堂期：余藍,蓋職|’
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3．財産目録昭和35年3月31日現在
資産合計38,447,040円
負債
借入金2,500,000円
支払手形998,900円
未払金20,146,708円
前受金2,904円
仮受金353,145円
計24,001,657円

差引正味資産14,445,383円
4．剰余金処分案

1．祁明繰越金6,347,957門
1．当期剰余金2,114,795円
計8,462,752円

これを次の如く処分する

1．退職金積立金1,000,000円
1．後期鍛金7,462,752円
以上の通り決算報告致します。
昭和35年6月10.日

社団法人日本林業技術協会
理事長松川恭

一

40周年記念事業資金募集要綱

1．記念事業の主なもの

（1）林業技術センターの建設
文献資料を蒐集，整備し，広く一般に紹介すると共
に照会，相談に応ずる。建物不燃性建造1階建坪
約60坪。敷地森林記念館の隣接地約130坪を予
定。内部樵造図書室（18坪）資料室（18坪）整
理室・閲覧室（12坪）その他〈12坪）
に）記念造林

東京営林局管内平塚営林署湯河原国有林に，約|20-､
クタールの部分林を設定し（申請中)，各種宥用樹
極を造林し模範林とする。
（3）記念碑の建立
正しい林業技術を基盤として，国有林の経営，民有
林の行政について尽力し，今日の林業の蕊礎を築い
た先誰の功績を永久に讃え，後進の蒋起をうながす
ため，館内の庭石に一文を刻んで記念碑とする。
（4）記念出版

前項の先輩十数氏の「伝記集」及び第二の国民であ佐
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且

ろ中､小学生に，日本林業の実態をPRする目的を

以って「私達の森林」を再版刊行する。

2．所要経菱見込額

（1）称業技術センター建設

倣地雌入650万円建築喪600万円
施設・調度等50万円計1,300万円

‘②記念造林

新植費100万円補植費15万円
手入費35万円計150万円
（3）記念碑建立5万円

記念出版の経費は事業費でまかなう。

3．資金募集計画

（1）募集目標

1,300万円とし，うち一般会員から100万円，その

他からの協賛を1,200万門とする。
．(2)募集期間昭和35年7月15日～昭和35年12月末日

4．記念事業推進委員会の設置

本事業を推進するために委員会を設置する。
委員会の名称日林協40周年記念事業推進委員会
委員会の職成

願問林野庁長官，林業試験場長，野原・柴田
両国会議員，三浦・横川両元林野庁長官

委員長松川理事長

副委員長石谷順間

委員林野庁各部長・課長・課長補佐，林業試
験場各部長・科長，林業識習所長，各営
林局長・各部長・各課長，各林業試験場
支場長，各林木育種場長，各営林署長，
各都道府県林務部長・課長，各都道府県
林業試験場長，学術会議各会員，各大学
林学論注任教授，業界各団体代表，民間
林業技術者代表，本会理事・監事

幹事本会専務理事，常務理事以上

一一‘ニーヘヘヘヘーヘヘハ一へ
一一一一一＝一～一＝ー再一

易 寶肇撫婆菫趣意書
日本林業技術協会の前身である興林会は大正10年に自然発生的に誕生いたしました。以来40年，林業技術
の振興と技術者の向上を目的として，各種の事業を行なって参ったのであります。すなわち戦前の興林会時代に
おきましては，雑誌「興林こだま」並びに興林会叢書を発刊し，各種の研究会，講演会等を積極的に開催，又林
業政策に関する建議等を提出してわが国林業の推進に貢献しました。戦後日本林業技術協会と改称，「興林こだ
ま」も「林業技術」と改題し，林業技術叢書，林業普及シリーズ，林業解説シリーズその他本会から発行して技
術者の好伴侶となった図書は，今日までには数え切れないほどであります。昭和26年に迎えました本会の創
立30周年には，その記念事業とじて計画した林業百科事典は，日本林業における各部門の権威者の総かかりに
よって築いた金字塔でありまして，近く完成することは，本会最大の誇りとするところであります。その他の記
念事業として森林記念館の建築，記念造林，懸賞論文，林業技術賞表彰，林業技術コンテス|､等いずれも所期通
り完遂を見るに至りました。

一方昭和28年からは，測鐘指導部を設けて森林航空写真測量に関する事業を行ない，国有林，民有林におけ
る該事業の推進に絶大なる協力をしておりますと共に，各種受托事業，あるいは林業相談等，一般の林業経営者
のためにも尽しているのであります。このように本会の各種事業の業繊は，日本林業推進の上に有形無形の寄与
をしているのであり童す。

戦争によって荒廃したわが国森林の復興もようやくなり，林業経営の方式が経済的効果を重視する方向に転換
した今日，科学技術の限りない進展と共に林業技術も，すべての面においてさらに一段と蹴進を遂げなければな
らないときに当っているものと思われます。すなわちわれわれ技術者に課せられた責務は極めて重かつ大と言わ
なければなり室せん。．

そこで日本林業技術協会は昭和36年に創立40周年を迎えるに当りまして，記念造林，記念出版，記念碑の
建立，等幾多の記念すべき事業を計画しておりますが，さらにその一つとして林業技術センターの建設を企図い
たし菫した。林業は，そのもつ特異性により菫して，研究の方向は多岐に分れ，技術の振興には広範な実験の傭
報を必要とすることは論を待たないところでありますが，生憎わが国にはそれを蒐集整理して利用しうるような
施設が皆無であることが林業の急速な発展を阻害する大きな原因でありまして，その実現は林業界挙げての多年
にわたる大きな要望でありました。本会は記念すべき創立40周年に当り，この要望を充足するため林業技術セ
ンターを建設して，林業進展の礎を築こうとするものであります6
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会員の皆様へお願い

本会ば昭和36年に刺立40周年を迎えますので，記念事業を実施するため，別項の趣意書の通り，その資金

を募集致します。何卒下記により会員の皆様から応分の浄財を御寄付下さるようお願い申上ます･

なお，この資金募集は一般会員100万円，その他の協賛1,200万門を目標とするものでありまして，会員外か

らの協賛を得ることにつきましては別途それぞれ各機関を通じて御依頼中でありますが，会員の皆様の絶大なる

御支援をお願い致します。

昭和35年7月10日

社団法人日本林業技術協会

40周年記念事業推進委員会

委員長松川恭佐

副委員長石谷憲男

記

1．会員からの募築額

1口を100門とし，1人1口以上適当にお願します。

2．寄付金の取扱い及び払込承

q)支部所属の会員は本会の各支部において取扱って頂きます。

（2）支部に属しない会員は直接下記宛御送金願ます（会喪と混同しないよう御留意願ます)。

送金先日本林業技術協会内40周年記念事業推進委員会娠替東京12486番）

3．募集期間

昭和35年7月15日より

昭和35年12月末日まで以上

口司

一

0

1
■
ｑ
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マ

一 一一

会務報告
一一一

o本会支部幹事打合会

6月11日午前10時から本会において開催，奈良，京
都，鳥取，千葉,三重，佐賀，青森，熊本等の各府県支
部，前橋，東京，名古屋，高知の各営林局支部の幹事並

に本会から松川，松原，林，中村，久保田，藤田等の役

職員が出席し，各種業務推進，並に事務に関する打合せ

を行なった。

○第3回編集委員会

6月13日午時3から本会において開催，倉沢，松原，

湯本，草下の各委員及び本会より松原，八木沢が出席。

○職場の礎石相談会

40周年記念事業として記念碑を建立し，叉先人の伝記
を編集するための相談会を6月24日12時から本会にお
いて開催し，方針を決定した。

o丸田常務理事栄転

本会常務理事丸田和夫氏（林野庁業務課）は今般長野

県林業課長に栄転され，6月6日12時15分上野発列車

で赴任された。

○会計監査

昭和34年度業務報告書並に収支決算報告について奈

良，北原の両監事による会計監査を6月6日午後1時か

ら実施した。

○第6回林業技術コンテスト

6月8日午前9時から東京営林局会礒室において開催

午後5時発表会及び審査会を終了した。参加者14名

○第2回理事会

昭和35年度第2回理事会を総会の当日である6月10

日午前10時から本会和室会議室において開催，松川理

事長以下理事22名出席して次の議案について審議決定

した。

1．昭和弘年度業務報告並に収支決算報告の件

2．名誉会員に早尾丑謄氏，太田勇治郎氏の二氏を推
薦の件，その他総会提出議案の件

3．部分林設定の件
O第14回通常総会

6月10日,午後1時本会を議室において開催，詳細別記

一

昭和35年7月10日発行

材業技術第221号

編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社
〆 －－－

社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地
電話(331）4214.4215
（振替東京60“8番）

発行所

－51－



空中写真の販売についてのお知らせ

戦後写真測量の発達に伴って，空中写真の利用は急激に
増加し土地改良，林野調査，森林蓄積調査等その利用範
囲は誠に多岐多様に渉って参りましたが，此度，建設省
国土地理院(旧地理調査所)保有の空中写真を日本測量協
会を取扱機関として広く一般に頒布されることになりま
したので，広く皆様の御利用をお待ちいたしております

。申込先東京都新宿区戸山町37番地

社団法人日本測量協会空中写真部
電話(341)0714･2047番振替東京89319番
取引銀行三菱銀行高田,馬場支店

○購入申込要領
1．下記の事項を記入した申込識を御送り下さい。
a申込者住所氏名を記入の上捺印して下さい。
申込者が事業体の場合は事業所の所在地，名称
代表者氏名，代表者印を記名捺印の上，担当者の
所属課名，氏名を御記入下さい。
b空中写真利用の目的
c利用する地域（添付する地形図の図名）
d写真の原縮尺(原4万分の1など)，種類(密着，
2倍引伸，3倍引伸など)，枚数(同一写真につい
て各何枚か御指定下さい）
2．必ず1/50,000地形図等に必要地域を赤線で明示
して申込書に添付御送付下さい。

○申込要領及申込書様式は当協会に御申込になれば御送
付します。

○定価は別表を御参照下さい。

空中写真定価表

規格 摘 _豊一’
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度
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用
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＃
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《
■

＠御希望の方には申込用紙を差上げます~b
(10円切手要）

一ー■一一一一一一へ
一

珪 更日本測量協会
東京都新宿区戸山町37電話東京(341)2047･0714振替東京89319番
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最新刊山崎慶一著

③転換期に立つ日本林業卿ツエージ
（月刊）8月号8月1日発売(B5)

林業・木材関連産業のことなら何てもわかる
日本の林業は今や文字通り生産面，利用面で転撫切に直

面しております。本書はその様相をあらゆる角度から解

明しています。現代に生きる林業人は云うに及ばず経済

人，学生，研究者は是非とも座右におかねばならぬ図書

です。

主な内容・林木育種・林地肥培・造林・国有林・

伐木運材・紙及びパルプ・合板と各種ボード・木材

化学・木炭・木材需給・新林政の各篇

@B6274頁（図版・写真多数)¥350円〒共

1部100円・前払半年570円・1年1,080円（〒共）
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林業新語500

百万人の木材化学

森林と野鳥の生態

世界林業経済地理

木場の歴史

森林と水の理論

日本の製材工場
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⑥佐藤武夫著

⑦宮原省久著

■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■

各 冊B6

ビニール・

美装頓

350円〒共
■■■■■■■■■■■■■■■

東 京都千代田区大手町2の4新大手町ピル

振替東京180464電話東京(211)2671～4
森林資源総合対策協議会１

１
木材技術研究会編木材技術研究会編 〔8月中旬刊行 〔8月中旬刊行〕

…|製材
ロ
叩

｜

’
製 表 丸 表太ロ

A6判212頁美本定価250円〒16円 A6判220頁美本定価250円〒16F]

明年1月1日から施行される新らしい「日本農林規

格」に完全準拠して計算したメートル法による詳細な

丸太の材積表です。計算方法・括約寸法などは新規格

に一致しているのは勿論で，さらに短尺物も追加して

入れました。

内容’．規絡の抜すい，表の使い方

2．1本だけの材積

最小径2～100cm

長さ0.5～20.0m

3．1本～100本までの材積

最小径2～100cm

長さ0.5～12.0m

4．付表（扁平丸太の表，主要樹種の単

位重量・容積表，貨車の種類お
よび大小等々）

☆木材関係書多数目録呈☆

農篭囎京小』暁恕森北出版

｜
’明年1月1日から施行される新らしい「日本農林規

格」に完全準拠して計算したメートル法による詳細な

製材品の材積表です。

内容規格抜すい，表の使い方

板類（板・小幅板・斜面板・厚板）

挽割類（正割・平割）

挽角類（正角・平角）

付表（主要樹種の単位重鐙・容稜表，

貨車の種類および大小等を）

特色1．各類の各寸法にわたり1枚(本)～30

枚(本)までの材積が一見して分る。

2．詳細な規格の説明と表の使い方につ

いての具体的な解説がついている。

3．計算方法・括約寸法などは新規格に

一致している。

4．細身の活字で非常に見やすい。

’

’
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あらゆる木寄集材と土場作業に驚異的な勘を
してくれるスマックウインチは．マッカラー

99型チエンソーと同一エンヂンを使用します
ので，安心して確実な作業が，続けられます

如何なる奥山でも二名で迅速容易に搬入，移

励出来ます。

>で，安心して確実な作業が，続けられます‘

n何なる奥山でも二名で迅速容易に搬入，移

胸出来ます。

ﾆﾝジﾝ｣総砿箪_塗_竺竺'引鱸力
99型|36kg 媛大100mllトン

マッカラー社・日本総代理店

公蕊新宮商行，
本社小樽市稲穂町東七丁目十一番地

"(2)5111番〈代表ノ
支店東京都中央区日本橘通一丁目六番地(北海ビルノ

通（28）2136番（代表）

可

’
カタログ進呈

」

！
～ KM式ポケットトランシット

ボトラルR鞄｡ “
。●●

．．■－．－－－L－■－．Q－一一一a一

O優秀な設計による高精度，超小型

⑨林野庁御指定並に御買上げの栄

O括目すべき幾多の特長

1．望遠鏡は内焦式で極めて明るく，スタジヤ加常

数は0，倍鴬数は100で倒像(P,)及び正像(Pg)

2．十字線及スタヂヤ線は焦点鏡に彫刻

3．水平及高低目盛の読取は10′と5′

4．微動装置は完備

5.1脚頤への取付は容易，整準は簡単且正確

6．三脚はジユラパイプ製，標尺はポールへ取付け

7．本器1kg,ヨ脚1.4kg,全装4kg

一
興
林
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だ
童
改
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二
七
号
）
定
価
六
十
円

、
､

明 光産業株式会社
東京都文京区小石川町1の1林友会館

電話小石川（921）8315～16

（型録進呈）

ケースは硬質塩化ピ砲弾型

P'33,000円（本器及三脚一式）

P237,000円（微動整準台付）

価格
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